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平成 25年 9月 19日制定 

※「進取の精神」とは、自ら困難に果敢に立ち向かう態度です。 
 

鹿児島大学生涯学習憲章 
 

 

鹿児島大学は、大学憲章の理念に沿って、自主自律と進取の精神を尊重し、地

域とともに社会の発展に貢献する総合大学をめざしており、大学と地域をつなぐ

営みとして生涯学習を推進します。  

 

鹿児島大学は、古来より海上交通の要衝として多彩な文化を集積し、世界で固

有の多様な自然と共生してきた地域に学び、成熟社会における新たな社会像、地

域像、大学像を獲得できる生涯学習に全学で取り組みます。 

 

地域のもつ知は大学及び大学人に新たな知的発見をもたらす宝庫であり、知的

拠点としての鹿児島大学がめざす生涯学習とは、地域に生きる人びとと大学人が

ともに学び教え合う関係から知の循環を促し相互に成長していくことです。 

 

鹿児島大学は、全構成員が生涯学習の理念を共有し、地域と世界を結ぶ視野を

もって、生涯学習を組織的に実践するために、次の方針を掲げます。 

 

１．青年期の教育とともに、成人を対象とした教育に取り組み、生涯にわたる学

習の機会を提供します。 

 

２．地域の発展の基礎となる多様な教育機会を用意し、激動の時代を生きる地域

の人びとが、ともに支え合い、暮らしていくことに貢献します。 

 

３．大学の専門知と科学知が、地域の生活や経験と向きあうことを大切にします。

そのことを通じて学問を鍛え直し、新しい社会を展望できる知を創造し、広く

地域に還元していきます。 

 

４．鹿児島大学学生憲章の実現に向けて、学びの主体性を支え、進取の精神を養

い、課題解決能力や実践力を育むため、学生が大学で修める学問を基礎に、地

域とともに成長できる機会を保障します。 

 

５．柔軟で闊達な組織づくりに努め、大学と地域の相互理解を深める機会を創出

し、生涯学習の推進を地域とともに発展する大学づくりの柱と位置づけます。 
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はじめに 
 

 

 

 大学の歴史的使命が問われる時代になった。人生における学習は、単に幼年期から青

年期だけのものではない。学習を生涯にわたって継続することは、よりよく、よりやさ

しく、よりおだやかに生きていくための必要条件となったことを意味する。 

 

鹿児島大学は全国の国立大学に先駆けて生涯学習憲章を制定した。鹿児島大学に生涯

学習教育研究センターができて 11年が経ち、これまでの経験と実績を検証する必要に迫

られたこともある。しかしそれ以上に、鹿児島大学において、地域貢献の精神を明確に

宣言する必要があると考えたからである。 

 

大学の生涯学習の役割は、まず第 1には、職業教育という意味で言う技術革新が非常

に激しい中で、新しい知識を常に身につけなければならないという要請に応えることで

ある。第２は、より高い自己実現のために、市民としての力量をつけ文化性を身につけ

るための教養教育の機会を提供することである。 

 

今日、大学の使命は教育研究とともに地域への貢献がとりわけ重要になっている。歴

史のなかで、世界の窓口となって文化を形成してきた鹿児島の地において、地域と切り

結びながら鹿児島大学としての学問形成を図っていくことが求められている。 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 9月 19日 

岩元 泉 生涯学習教育研究センター長 
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「鹿児島大学生涯学習憲章」策定の経緯 

 

時期 内容 

平成 24 年度 

9 月 

9/19(水) 

10/18(木)-19(金) 

 

11/9(金) 

11/20(火) 

 

2 月～3 月 

2/8(金) 

ステップ１（事前準備） 

■生涯学習憲章/宣言に向けた生涯学習教育研究センター内の準備を開始 

担当理事へ鹿大生涯学習憲章の策定構想に関する説明 

第 34 回全国国立大学生涯学習系センター研究協議会の出席（熊本） 

鹿大における文部科学省熟議の実施について担当官に打診 

担当理事へ鹿大生涯学習憲章の策定構想に関する説明 

平成 24 年度第２回生涯学習教育研究センター運営委員会の開催 

理念の共有：鹿大生涯学習憲章/宣言(仮称)の策定計画について提案/協議 

■鹿大執行部、部局長等へのヒアリング実施（研究、学生教育、地域貢献） 

文科省生涯学習政策局生涯学習推進課の担当官と打合せ（鹿児島） 

 次年度に文部科学省ポスト熟議を鹿大で実施することで確認 

平成 25 年度 

4 月 

4/9(火) 

 

4/11(木) 

4/16(火) 

4/24(水) 

 

4 月～5 月 

5 月 

5 月 

5/8(水) 

5/9(木) 

 

5/15(水) 

5/16(木) 

5/20(月) 

5/23(木)-24(金) 

ステップ２（始動期） 

■新執行部体制の下で生涯学習憲章策定に向けて活動を本格化 

平成 25年度第 1回生涯学習教育研究センター運営委員会の開催 

鹿大生涯学習憲章策定方針やｽｹｼﾞｭｰﾙ等について協議/条件付承認 

担当理事へ鹿大生涯学習憲章策定プロセスの説明/協力要請 

地域貢献推進室会議にて鹿大生涯学習憲章策定構想と準備状況を説明 

平成 25年第 2回生涯学習教育研究センター運営委員会の開催（ﾒｰﾙ会議） 

 生涯学習憲章策定ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの企画に関する修正案を承認 

■学共施設、研究科長等へのヒアリングと協力要請の実施 

□生涯学習憲章起草委員会の立ち上げ、委員会活動を開始（全て公開） 

■部局長、各教職員、学外者等の訪問（憲章策定ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの参加協力要請） 

□第 1 回起草委員会：趣旨説明、方針や骨子に関する意見交換/確認 

文科省生涯学習政策局生涯学習推進課の担当官と打合せ（東京） 

 地域と協働する大学づくりｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ in鹿児島大学として実施を確認 

□第 2 回起草委員会：学外講師を招いて憲章の考え方を協議/整理 

上杉孝實京都大学名誉教授、学長、理事を表敬訪問 

□第 3 回起草委員会：生涯学習憲章の大項目の確認/素案骨子の確定 

「鹿大生涯学習憲章」策定ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ会合の開催（事前） 

 

6/1(土) 

 

ステップ３（学内世論形成期） 

「鹿大生涯学習憲章」策定ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを実施（文科省共催） 

地域と協働する大学づくりｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ in鹿児島大学 
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6/6(木) 

 

 

6/7(金) 

6/11(火) 

6/12(水) 

6/18(火) 

6/24(月) 

6/25(火) 

6/25(火)-7/5(金) 

「①憲章素案の検討」+「②実践につなげる提言」を成果へ 

「鹿大生涯学習憲章」策定ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ会合の開催（事後） 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰと起草委員会の合同開催、その後起草委員会 

□第 4 回起草委員会：ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの論点を確認、憲章の第１次案を作成 

生涯学習教育研究センター運営委員へ第１次案の報告、意見照会(～10 まで） 

地域貢献推進室会議にて第１次案を提示/協議、意見の集約（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

学長と担当理事の懇談会（理事懇）にて第１次案の報告 

□第 5 回起草委員会：地域貢献推進室会議の意見を受け第 1 次最終案を作成 

・執行部会議にて第 1 次案の報告/確認（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

・役員会議にて第 1 次案の報告/確認（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

■鹿児島大学生涯学習憲章第 1 次案の学内意見収集を開始～終了 

 

7/8(月) 

7/9(火) 

7/10(水) 

7/11(木) 

 

7/12(金) 

7/25(木) 

 

7/26(金) 

 

ステップ４（最終案確定期） 

□第 6 回起草委員会：学内意見収集の結果を受け第 2 次案を作成 

地域貢献推進室会議にて第 2 次案を提示/協議、意見の集約（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

学長と担当理事の懇談会（理事懇）にて第 2次案の報告 

平成 25 年度第 3 回生涯学習教育研究センター運営委員会の開催 

 生涯学習憲章素案に関する学内意見収集結果の反映案（第 2次案）を協議 

・執行部会議にて第 2 次案の報告/協議（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

・臨時教育研究評議会にて生涯学習憲章 2 次案について報告（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

・役員等会議において第 2 次案の報告/協議（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

□第７回起草委員会：ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄに出す第 3 次案と解説文を作成 

 以上をもって起草委員会は解散 

 

7/29(月)-8/16(金) 

8/19(金) 

8/21(水) 

9/2(月) 

9/3(火) 

9/12(木) 

9/19(木) 

 

ステップ５（学内承認期） 

■鹿児島大学生涯学習憲章第 3 次案のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄを開始～終了 

地域貢献推進室会議にてﾊﾟﾌﾞｺﾒの結果を協議、第 4 次案の作成（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

学長と担当理事の懇談会（理事懇）にて第 4次案の報告、最終案の確定 

・執行部会議にて最終案の報告/協議 

・役員等会議にて最終案の報告/協議 

・大学運営会議にて最終案の報告/協議（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

・教育研究評議会にて最終案の報告/決定（ｾﾝﾀｰ長陪席） 

・臨時役員会議にて鹿大生涯学習憲章の決定 

9/24(火)~25(水) 第 35 回全国生涯学習系センター研究協議会・研究フォーラムの開催 

24 日午後：公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「地域とともに描く、生涯学習の近未来像‐大学

生涯学習の過去、現在、未来‐」 
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准
教

授
（教

育
学

部
）、

農
中

講
師

（教
育

学
部

）、
桑

原
司

教
授

（法
文

学
部

）

１
．

挨
拶

（
岩

元
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
長

）
２

．
第

１
回

鹿
児

島
大

学
生

涯
学

習
起

草
委

員
会

で
の

討
議

の
確

認
：
第

２
回

検
討

会
（
論

点
メ

モ
）
　

（
小

栗
准

教
授

）
３

．
講

話
「
大

学
生

涯
学

習
の

到
達

点
と

こ
れ

か
ら

」
上

杉
孝

實
（
京

都
大

学
名

誉
教

授
）

４
．

討
論

会

第
３

回
5
月

2
0
日

月
16

時
～

18
時

岩
元

教
授

（
農

学
部

兼
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

小
栗

准
教

授
（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

酒
井

講
師

（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

木
村

教
授

（
水

産
学

部
兼

社
会

貢
献

担
当

学
長

補
佐

）
、

前
田

准
教

授
（
教

育
学

部
附

属
教

育
実

践
総

合
セ

ン
タ

ー
）

油
原

部
長

（研
究

国
際

部
）、

枚
田

准
教

授
（農

学
部

）、
金

子
准

教
授

（教
育

学
部

）、
安

楽
教

授
（水

産
学

部
）

１
．

挨
拶

（
岩

元
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
長

）
２

．
第

１
回

検
討

会
・
論

点
メ

モ
、

第
２

回
検

討
会

・
論

点
メ

モ
の

確
認 ３

．
第

３
回

検
討

会
：
起

草
（
案

）
の

前
文

・
定

義
・
方

針
に

関
す

る
検

討
、

並
び

に
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

に
掲

示
す

る
内

容
の

確
認

★
憲

章
案

ve
r.
1
の

提
示

臨
時

委
員

会
メ

ー
ル

会
合

岩
元

教
授

（
農

学
部

兼
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

小
栗

准
教

授
（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

酒
井

講
師

（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

木
村

教
授

（
水

産
学

部
兼

社
会

貢
献

担
当

学
長

補
佐

）
、

前
田

准
教

授
（
教

育
学

部
附

属
教

育
実

践
総

合
セ

ン
タ

ー
）
、

簗
瀬

教
授

（
医

学
部

）

第
３

回
鹿

児
島

大
学

生
涯

学
習

起
草

委
員

会
の

検
討

会
結

果
を

踏
ま

え
て

、
５

月
２

３
日

（
木

）
と

５
月

２
４

日
（
金

）
に

開
催

す
る

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

前
会

合
に

提
示

す
る

憲
章

案
（
憲

章
骨

子
）
の

確
定

、
並

び
に

、
６

月
１

日
の

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
に

提
示

す
る

骨
子

案
の

確
定

★
憲

章
案

ve
r.
2
～

4
作

成

第
４

回
※

６
月

１
日

の
Ｗ

Ｓ
フ

ァ
シ

リ
テ

ー
タ

ー
と

の
合

同
会

議

6月
6日

木
13

時
～

16
時

岩
元

教
授

（
農

学
部

兼
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

小
栗

准
教

授
（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

酒
井

講
師

（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

木
村

教
授

（
水

産
学

部
兼

社
会

貢
献

担
当

学
長

補
佐

）
、

前
田

准
教

授
（
教

育
学

部
附

属
教

育
実

践
総

合
セ

ン
タ

ー
）

伊
藤

准
教

授
（教

育
セ

ン
タ

ー
高

等
教

育
研

究
開

発
部

）、
牟

田
氏

（モ
ノ

づ
く
り

工
房

"響
"）

、
志

賀
准

教
授

（志
學

館
大

学
 法

学
部

）、
西

尾
教

授
（大

学
院

理
工

学
研

究
科

）、
大

迫
氏

（C
o
ac

hi
ng

 S
T
E
P

代
表

・岳
の

学
び

や
代

表
）、

桑
原

教
授

（
法

文
学

部
）、

佐
久

間
教

授
（水

産
学

部
）

１
．

挨
拶

　
（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
長

）
２

．
「
鹿

児
島

大
学

生
涯

学
習

憲
章

（
素

案
）
」
の

検
討

と
確

定
（
小

栗
准

教
授

）
３

．
今

後
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

★
憲

章
案

ve
r.
5
の

提
示

、
憲

章
案

ve
r.
6
（
第

1
次

案
）
の

作
成

日
程

5
月

2
1
（
火

）
日

～
2
8
日

（
火

）

8



第
５

回
6月

18
日

火
13

時
～

15
時

岩
元

教
授

（
農

学
部

兼
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

小
栗

准
教

授
（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

酒
井

講
師

（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

木
村

教
授

（
水

産
学

部
兼

社
会

貢
献

担
当

学
長

補
佐

）
、

前
田

准
教

授
（
教

育
学

部
附

属
教

育
実

践
総

合
セ

ン
タ

ー
）
、

簗
瀬

教
授

（
医

学
部

）

１
．

挨
拶

　
（
岩

元
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
長

）
２

．
報

告
（
１

）
地

域
貢

献
室

会
議

に
お

け
る

「
鹿

児
島

大
学

生
涯

学
習

憲
章

（
素

案
）
」
に

対
す

る
意

見
に

つ
い

て
（
２

）
今

後
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

３
．

修
正

作
業

・
起

草
委

員
会

の
活

動
方

針
に

つ
い

て
：

・
修

正
意

見
に

対
す

る
起

草
委

員
会

の
ス

タ
ン

ス
・
意

見
の

記
録

方
法

・
整

理
作

業
に

つ
い

て
４

．
第

１
次

案
の

修
正

作
業

に
つ

い
て

★
憲

章
案

ve
r.
7
の

作
成

第
６

回
7月

8日
月

15
時

～
16

時
30

分

岩
元

教
授

（
農

学
部

兼
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

小
栗

准
教

授
（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

酒
井

講
師

（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

前
田

准
教

授
（
教

育
学

部
 附

属
教

育
実

践
総

合
セ

ン
タ

ー
）

１
．

挨
拶

　
（
岩

元
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
長

）
２

．
報

告
（
１

）
「
鹿

児
島

大
学

生
涯

学
習

憲
章

（
第

一
次

案
）
」
へ

の
意

見
照

会
結

果
に

つ
い

て
（
２

）
今

後
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

：
第

３
次

素
案

の
作

成
で

解
散

（
３

）
欠

席
委

員
の

意
見

に
つ

い
て

３
．

第
２

次
案

の
作

成
に

つ
い

て
★

憲
章

案
ve

r.
8
の

作
成

第
７

回
7月

26
日

金
9
時

～
1
0
時

岩
元

教
授

（
農

学
部

兼
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

小
栗

准
教

授
（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

木
村

教
授

（
水

産
学

部
兼

社
会

貢
献

担
当

学
長

補
佐

）
、

前
田

准
教

授
（
教

育
学

部
 附

属
教

育
実

践
総

合
セ

ン
タ

ー
）
、

簗
瀬

教
授

（
医

学
部

）

１
．

挨
拶

　
（
岩

元
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
長

）
２

．
報

告
（
１

）
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
変

更
と

今
後

の
予

定
（
２

）
運

営
委

員
会

に
お

け
る

意
見

３
．

第
３

次
案

の
作

成
と

解
説

文
（
パ

ブ
コ

メ
用

）
に

つ
い

て
４

．
パ

ブ
コ

メ
に

つ
い

て
・
パ

ブ
コ

メ
の

目
的

・
範

囲
・
方

法
等

に
つ

い
て

５
．

「
鹿

児
島

大
学

生
涯

学
習

憲
章

」
解

説
文

の
作

成
に

つ
い

て
★

憲
章

案
ve

r.
9
と

ve
r.
1
0
の

作
成

時
間

憲
章

事
務

局
出

席
者

（
順

不
同

）
フ

ァ
シ

リ
テ

ー
タ

ー
出

席
者

（
順

不
同

）
内

容

第
１

回
（分

科
会

１
）

5月
23

日
木

1
5
時

～
1
7
時

岩
元

教
授

（
農

学
部

兼
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

小
栗

准
教

授
（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

酒
井

講
師

（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）

李
准

教
授

（
農

学
部

）
 、

伊
藤

准
教

授
（
教

育
セ

ン
タ

ー
 高

等
教

育
研

究
開

発
部

）
、

牟
田

氏
（
モ

ノ
づ

く
り

工
房

"
響

"
）
、

志
賀

准
教

授
（
志

學
館

大
学

 法
学

部
）
、

西
尾

教
授

（
大

学
院

理
工

学
研

究
科

）

第
２

回
（分

科
会

２
）

5月
24

日
金

1
0
時

～
1
2
時

岩
元

教
授

（
農

学
部

兼
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

小
栗

准
教

授
（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）
、

酒
井

講
師

（
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
）

寺
岡

教
授

（
農

学
部

）
、

大
迫

氏
（
C

o
ac

h
in

g 
S
T
E
P

代
表

・
岳

の
学

び
や

代
表

）
、

桑
原

教
授

（
法

文
学

部
）
、

佐
久

間
教

授
（
水

産
学

部
）
、

福
満

准
教

授
（
教

育
学

部
）

日
程

１
．

挨
拶

　
（
岩

元
生

涯
学

習
教

育
研

究
セ

ン
タ

ー
長

）
２

．
自

己
紹

介
３

．
「
鹿

児
島

大
学

生
涯

学
習

憲
章

」
の

こ
れ

ま
で

の
経

緯
４

．
起

草
委

員
会

の
経

緯
に

つ
い

て
５

．
鹿

児
島

大
学

生
涯

学
習

憲
章

（
素

案
）
に

つ
い

て
６

．
６

月
１

日
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

に
つ

い
て

　
（
１

）
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

の
概

要
　

（
２

）
当

日
の

参
加

者
に

つ
い

て
　

（
３

）
フ

ァ
シ

リ
テ

ー
タ

ー
に

お
願

い
し

た
い

こ
と

9



10



第１回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会
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■日時：５月８日（水） １６：００～１８：００ 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室 

■出席者：別紙 

 

■スケジュール： 

１．挨拶 生涯学習教育研究センター長 

２．自己紹介 

３．「鹿児島大学生涯学習憲章」のこれまでの経緯 …資料１、資料２ 

４．起草委員会の活動方針について …資料３ 

５．なぜ「鹿児島大学生涯学習憲章」を策定するのか 

  ①学内の動向 …資料４、資料５ 

  ②文教政策（主に生涯学習政策・高等教育政策）…資料６、資料７ 

６．第１回素案検討会 

 

■配布資料（一部） 

（１）学内データー関係 

資料４：学内ヒアリング報告、資料５：公開講座、公開授業、社会人大学院 

 

（２）文教政策関係 

資料６：日本の生涯学習受容の歴史、資料７：文科省第 6 期中教審生涯学習分科

会の議論整理ほか 

 

（３）大学憲章関係 

資料８ 

 

（４）社会教育・生涯学論関係 

・上杉孝實・前平泰志編「生涯学習と計画」、松らい社、1999 

①はしがき、②生涯学習計画と国の政策（上杉）、③大学の生涯学習計画（生田） 

・上杉孝實「生涯学主・社会教育の歴史的展開」、松らい社、2011 

①はしがき、②生涯学習時代の社会教育・成人教育（第４章） 

・三輪健二「生涯学習の理論と実践」、放送大学大学院教材、2011 

①生涯学習の理念（２） 

 

第１回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会 
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鹿児島大学生涯学習憲章 素案起草委員 

（4月 9日の運営委員会承認） 

 

 

 

１．生涯学習教育研究センター長 岩元 泉 教授 

 

 

２．生涯学習教育研究センター 専任教員 小栗有子 准教授 

 

 

３．生涯学習教育研究センター 専任教員 酒井佑輔 講師  

 

 

４．生涯学習教育研究センター 運営委員 簗瀬 誠 医学部保健学科教授 

（5/8本日欠席） 

 

 

５．社会貢献担当学長補佐 木村郁夫 水産学部教授 

 

 

６．大学開放事業（公開講座・公開授業等）実施教員  

前田晶子 教育学部准教授 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

14



 

 

なぜ「鹿児島大学生涯学習憲章」を策定するのか 

 

【１】大学（本学の）生涯学習概念を広げる必要性 

（１）本学中期目標に応えるために 

・鹿児島大学 第２次中期目標 A21：生涯学習に対する全学的な取組を推進する。 

・鹿児島大学 第２次中期計画 B32：「生涯学習教育研究センター」の機能を強化するととも

に、各部局等の特色を活かした生涯学習プログラムを実施する。 

現状：公開講座、公開授業というイメージ、年配の方の学びというイメージ 

しかし… 

 

■高等教育機関の生涯教育機能（ユネスコ国際成人教育推進会議、1965年） 

①成人教育についての体系的・科学的研究 

②成人教育の教師や行政官の組織的養成 

③成人教育関係者に対する指導・鼓舞 

④正規の学生以外への大学開放 

 

■成人教育に絞らず「生涯学習と大学」一般の場合（宮坂広作、1997） 

⑤研究成果について情報を社会に広く公開すること（学会・出版・ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾑを通じて） 

⑥専門職や行政官などの研修 

⑦社会人・職員人の研究参加 

⑧一般市民を対象とする成人教育（学習機会の提供および学習活動への援助） 

⑨社会人・職業人を正規の学生として受け入れること 

 

（２）国の文教政策も伴走している 

・文科省・生涯学習局生涯学習推進課の「ポスト熟議案」（130208） 

地域社会と共生する大学づくりを推進するため、大学等が本来持っている生涯学習機能を

よリー層強化するための在り方を考えるシンポジウム(ワークショップ)を開催。 

文科省（ポスト熟議メモ） 鹿児島大学（部局長等ヒアリグ結果） 

・学び直しの機会 

・地域人材の養成 

・大学による地域課題解決の推進 

・自治体との連携 

・組織体制 

・放送大学との連携 

・学生の生涯学習力を高める教育…社会の要請に合致する

（就職問題）学生教育の見直し 

・社会人の学び直しの機会…社会のニーズに応える教育研

究機能の見直し 

・地域課題に応える教育研究 

・ＦＤ・ＳＤ 

（平成 25年 1月「第 6期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」に基づいて） 
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第 1回検討会  

 

目的：憲章内容の大きな方向性の確認 

・検討の視点：具体的な表現ではなく、項目として盛り込む方向性 

大学憲章 大学実態 文教政策 生涯学習論 

・自主自立と進取の精神 

・地域とともに社会の発展に

貢献する 

・進取の気風 

・国際社会 

・世界水準の研究拠点 

・研究者の連携 

・南九州、地域産業の振興 

・環境の保全など、地域社会

の発展と活性化に貢献する 

・地球環境の保全に貢献する 

・学生の生涯学習力を高

める教育…社会の要請に

合致する（就職問題） 

・学生教育の見直し 

・社会人の学び直しの機

会…社会のニーズに応え

る教育研究機能の見直し 

・地域課題に応える教育

研究 

・ＦＤ・ＳＤ 

・地域社会と共生する大学等の

高等教育機関づくりの推進 

・学び直しの機会 

・地域人材の養成 

・大学による地域課題解決の推

進 

・課題解決の取組により蓄積さ

れた知見を研究に反映させる 

・地域連携に学生を参画させ、

学習意欲向上に高める 

・自治体・多様な主体との連携 

主な内容は下段 

 

１．大学生涯学習の理念の構成要素 

（１）大学憲章と文教政策の一致点 

文教政策（文科省：中教審・議論整理） 鹿児島大学憲章 

地域社会と共生する大学等の高等教育機関づ

くりの推進 

地域とともに社会の発展に貢献する総合大学

をめざす 

 

（２）大学の個性と地域の規定 

・鹿児島大学は、雄大で多様な自然、厚みのある歴史と文化を持ち、知的拠点たる大学はこ

れらの認識と形成に深く寄与してきた伝統を持つ（自然、文化だけでなく、大学人の個性） 

・地域とは、地域に暮らす人々の生活や経済、意識の総和であり、同時に、歴史が形成して

きた文化、及び、そこに存する自然のすべてをいう 

・グローカルな視点：黒潮文化・アジアに開かれた交流の歴史・伝統 

 

（３）時代認識 

・現代産業社会すなわち近代工業文明の本質ともいうべき、人間疎外と自然破壊の問題。脱

産業化社会、成熟社会ともいう。そうした社会の創造のために大学は貢献し、そうした社会

の実現によって大学は活性化する。 

・新たな地域像、社会像、大学像 
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（４）大学の使命・存在 

・社会的存在としての大学 

・一方で、アンビバレントな社会の要請の内にある存在（適応と抵抗） 

（たとえば、宮坂広作 1997） 

・大学の歴史的本質はつねに個別を越えて普遍に、現象を越えて本質に、現在を越えて永遠

に、価値を見いだそうとする点にある。時代の制約をまぬがれ、新しい知の地平を大学は切

り開いてきた。大学の有する不変の本質、たとえば、有意味な人生とは何かという根源的な

問い。また、展開されている社会自身の意味づけと方向を明らかにしてほしいと、社会が大

学に要請するものである。 

・大学は、時代と社会から超絶するものではなく、大学と歴史・社会とのかかわりは、働き

かけつつ働きかえす「相互性」のダイアレクティックである。 

 

２．大学生涯学習の定義 

・生涯学習の共通認識をはかる  第 2回起草委員会の上杉講話で重点協議 

頭だし（基本的理解） ・生涯学習は理念であり、具体的活動を意味する 

・教育主体と学習主体の関係：生涯教育は、すべての人に生涯にわたる教育を保障する観点か

ら教育全体を再編するアイデアである。一方、生涯学習は、その多様な学習活動を統合するのが

学習主体、つまり学習者自身であることを基本とする概念である。また、学習の主体（担い手）

が、自他の学習を企画し、整え、支えるといった教育への発展、すなわち、教育の主体（担い手）

になることを指向する概念でもある。 

・生涯学習における個人と社会（国）の関係：人間は社会的存在である（もとより大学も社会

的関係の中にある）。したがって、自己実現とは、他者とのかかわりにおいて自己の個性・アイデ

ンティティを発見することを意味し、人間は学習によって、世界と自己の関係性の現実を認識し、

よりよい関係性の実現をめざし、状況と自己を変革しようとする。 

 

３．大学生涯学習の方向性 → 各論へ 

・地域において主体的に生きていく人びとのための学習機会の保障は地域とともにある大学

の基本的責務である。（大学の内なる生涯学習、外なる生涯学習） 

・社会人の学び直し（成人教育）援助する：教養と職業訓練の二つに限定されるものではな

い。社会を対象化して、その構造や機能について客観的に正確に認識する、その矛盾・問題

点を解決するための方策をさぐり、社会の中にあって人びとともに生きている自己の生きざ

まについて深く省察する。このような学習のいとなみを援助する 

・教員と学生（職員）の共同研究としての教育（研究成果の伝達・知識の一方的教授・伝達

だけではない）、その拡張としての生涯学習事業。そのことで大学は活性化される。 

・生涯学習活動は、 知的発見、研究教育上の効果と相互作用であり、これらを通じて地域と

の共生を実現する：大学人と市民による課題解決をめざす共同学習・共同研究の展開 
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「鹿児島大学生涯学習憲章」策定の構想と準備状況 

 

１．着想の背景 

学内における憲章の実績 

鹿児島大学では、平成 19年 11月に「鹿児島大学憲章」を、平成 22年 11月には「鹿児島

大学学生憲章」を、さらに、平成 23年 12月には「鹿児島大学教育目標」を策定し、定めて

いる。 →「生涯学習」に対する学内理解の強化策として使えないか 

 

２．構想に至る前史 

（参考） 

鹿児島大学 第２次中期目標 A21：生涯学習に対する全学的な取組を推進する。 

鹿児島大学 第２次中期計画 B32：「生涯学習教育研究センター」の機能を強化するととも

に、各部局等の特色を活かした生涯学習プログラムを実施する。 

 

（１）2012 年 4 月に鹿児島大学生涯学習教育研究センターの組織体制の改善がなされた。 

・改善１：2010年から 2年間続いた専任教員一人体制が解消され、専任講師が着任。前セン

ター長は、退職後企画担当理事へ。前農学部長が、新センター長へ 

・改善２：事務部の組織改編により、当センターの所管が学生部総務課から、研究国際部社

会連携課地域連携係に移る（社会連携課長、課長代理、地域連携係長、地域連携係員） 

○国立大学法人鹿児島大学事務局事務分掌規則 

(社会連携課) 第６条の２ 社会連携課に産学官連携係、地域連携係及び知的財産係を置き、次の事務を分

掌する。ただし、上司の命を受けた場合にはこの限りでない。 

地域連携係 

(1) 地域連携及び社会貢献(産学官連携係の所掌に関するものを除く。)に関すること。 

(2) かごしまルネッサンスアカデミーに関すること。 

(3) 地域と大学のローカルシンフォニーに関すること 

(4) 生涯学習教育研究センター及び地域防災教育研究センターに関すること。 

(5) 与論活性化センター及び大崎活性化センターに関すること。 

 

（２）新体制の下、当センターの使命や現状、課題について定期会合を実施する。その結果、

一年間で様々な業務改善に着手、成果も得られている。 

 力を入れたのは、「公開授業の拡充策」：教員・受講生・センターにとって win-win-win 

（教員にとって負担が少ない/手軽な参加、系統的・体系的な知識の提供、安定財源） 

・受講生倍増計画（前期・後期それぞれ実数で 200名）を打ち出し、対策に乗り出す 

①ニーズ把握、②教員（個別・部局長）への働きかけ：科目増、③外部への働きかけ（ＨＰ

充実、しおり作成、ポスター刷新、南日本リビング新聞社との連携公開講座等） 

130508 第1回起草委員会 資料１ 
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（３）センターの取り組みを次のステップに進めるためには、全学で共有する生涯学習の理

念や考え方の必要性が確認されるようになった。 

 

３．生涯学習憲章の策定目的、期待される効果、方針等 

（１）策定目的 

鹿児島大学の第 2期中期目標Ａ２１・中期計画Ｂ３２の（頁１の（参考）を参照のこと）

達成に向けて、学内世論を喚起し、底上げを図るため、鹿児島大学がとりくむ生涯学習に対

する姿勢や方針を定め、広く社会に公開する。 

 

（２）期待される効果 

鹿児島大学の生涯学習に対する学内世論を醸成するとともに、以下にあげる課題をまとめて

解決していく 

①鹿大教員の多くが、生涯学習になぜ取り組まなければいけないかを理解できる 

 ⇒教員の安心感と本学の生涯学習・地域貢献のイメージをつくる 

②鹿児島県民も、鹿大が生涯学習に積極的に取りくんでいることを理解できる 

③文部科学省・他大学等に対して、鹿大の生涯学習の取り組みについて発信できる 

 ⇒6 月 1 日に実施する憲章策定ワークショップにおける文科省との共催（仮称事業名「地

域と協働する大学づくりシンポジウム」） 

⇒9月 24日～25日に全国国立大学生涯学習系センター協議会を鹿児島大学で開催      

 

（３）策定方針 

・本学の各部局や教職員が実施している生涯学習のよい実践をベースに体系化→そのことを

通して生涯学習に取り組む部局や教職員を励まし、大学の支援体制の確立を目指す 

・策定にあたっては、文科省の協力を仰ぐ（憲章策定ワークショップの共催や全国国立大学

生涯学習系センター協議会における公開シンポジウムなど） 

・生涯学習教育研究センターが事務局として策定の責任を負う。 

 ⇒発展性とわかりやすさ：本学の各種憲章を軸にして、文教政策動向や大学論・生涯学習

論を踏まえつつ、本学の実態に即した方向性 

 ⇒ポスト憲章を見据え、具体論に落とす道筋をつける 

 

（４）スケジュール（次頁） 
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時期 内容 備考 

平成 24 年度 ステップ１（事前準備） 

センターにおいて憲章/宣言のたたき台をつくる 

2 月～3 月 学内ｷｰﾊﾟｰｿﾝﾋｱﾘﾝｸﾞ（研究、学生教育、地域貢献） 

3 月～4 月 たたき台の作成 

 

平成 25 年 

4 月第 1 週目 

 

4 月一杯 

4 月～5 月下旬 

5/8 

5/15 

5/20 

 

ステップ２（始動期） 

■4/9にセンター運営委員会を開催、策定開始の承認を得る 

■理事等執行部と協議→部局長等に 6月 1日の参加要請を行う 

■学共施設、研究科長へヒアリング+協力要請 

■起草委員会を立ち上げ計 3 回の委員会を開催（全て公開） 

・第 1 回：自己紹介、趣旨説明、方針確認 

・第 2 回：鹿大生涯学習と地域、社会、学生教育（学外講師） 

・第 3 回：生涯学習憲章の素案づくり：大項目の確定 

■憲章策定ワークショップファシリテーター会合（事前） 

∸熟議参加

者 招 聘 依

頼 

∸ﾏｽｺﾐ取材 

∸ﾆｭｰｽﾚﾀｰ

の 作 成 配

布？ 

 

 

6/1（土） 

 

6 月第 1 週目 

 

6/6 

ステップ３（学内世論形成期） 

■生涯学習憲章策定ワークショップ（文科省共催）を実施 

「①憲章素案の検討」+「②実践につなげる提言」を成果へ 

■憲章策定ファシリテーター会合（事後）※起草委員会合同 

■起草委員会において憲章（案）を確定する 

・第 4 回：ワークショップの論点確認、憲章づくり+案の確定 

■学内パブリックコメント（月曜日から翌週の金曜日：2 週間） 

∸ﾏｽｺﾐ取材 

※文科省の

事業名は、

大学熟議 

 

6/24（月） 

6 月第 5 週（火） 

6/26-7/1 の間 

7 月第 1 週（火） 

ステップ４（最終案確定期） 

■起草委員会において最終案の確定 

■理事懇（センター運営委員会に向けて） 

■センター運営委員会において最終案の承認 

■理事懇（憲章案の報告・確認） 

 

 

7 月第 2 週（火） 

7 月第 3 週（火） 

7 月第 3 週（木） 

ステップ５（学内承認期） 

■役員会議での承認 

■学内運営委員会での承認 

■教育研究評議会での承認 

 

8 月中旬 憲章/宣言の印刷物等の作成  

9/24~25 第 35 回全国生涯学習系センター協議会・研究フォーラム 

24 日午後：シンポジウム「大学生涯学習の過去、現在、未来」 

∸ﾏｽｺﾐ取材 
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４．鹿児島大学憲章策定過程の構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
センター運営委員会 

憲章の起草 

鹿児島大学 

素案の検討 

6 月 1 日憲章策定 

ワークショプ 

ファシリテーター会合 

ファシリテーター会合 

検討結果 

素案をつくる前提 

【１】大学憲章、学生憲章、教育目標、基本的目標 

【３】本学の活動実態 (教職員ヒアリング調査等） 

【２】大学や生涯学習に関する政策動向(中教審等） 

【４】生涯学習専門的知見 (社会教育学/成人教育学） 

教育研究 

評議会 

決議 生涯学習教育

研究センター 

情報収集、分析 

企画立案 

素案起草委員会 

素案作成 

鹿児島大学生涯学習憲章の実践           ＣＯＣへの取り組み 

9 月 24 日全国発信 

（全国国立大学生涯学習系センター研究協議会公開シンポジウム） 

学内意見 
教育研究 

評議会 

学内 

パブリックコメント 

素案修正 

憲章(最終案) 

最終決定過程 

課題整理

と提言 

生涯学習教育研究センター運営委員会 

成果 ※実践 ※理念 成果 

７月中 

21



 

 

6月 1日の文科省共催「地域と協働する大学づくり in 鹿児島大学」 

鹿児島大学生涯学習憲章策定ワークショップ企画（案） 

 

（１）目的、位置づけ： 

・生涯学習憲章の動きを学内に周知させるひとつのイベント 

・生涯学習憲章策定に参加した、みんなでつくったという共通体験 

・生涯学習憲章の理念を大学の日常の中に実質化していくための確認作業 

（２）憲章策定への参加方法： 

・予め憲章素案（骨子）を提示の上、本学の大学活動実態に基づき議論を重ね、課題や将来展望

を見据えつつ、憲章骨子の検討を行う 

・各分科会で行う課題整理に基づき、具体的な解決方策について提言を行う（それら内容につい

て、憲章策定後の具体的な活動実践へとつなげていく）。 

（３）期待する成果： 

 ・参加したメンバーが楽しかったと思えること、また、かかわりたいと感じられること 

 ・参加したメンバー同士で、次の具体的な取り組みが展望できること、また、手始めにやってみ

ようと思える具体的事項（提言内容）が確認できること 

 ・大学執行部に意義を理解してもらえること 

（４）テーマ設定と基本課題： 

テーマ：地域とともに発展する鹿児島大学生涯学習の具体像を描く‐学生教育と社会人教育を突破

口にして、社会とのダイナミックな学びの循環を創発する 

基本課題： 

・地域の課題や学習ニーズと大学活動（教育・研究）や大学資源との結びつけ方が問われている →

成熟社会における新たな地域像、社会像、大学像が求められている 

・その基本課題において、提示できる大学生涯学習像とは？現在進行中の具体的な教育活動の中か

らその可能性を探り、展望を描く。 

（５）分科会テーマ設定と基本課題： 

分科会１ 

テーマ：社会の要請と学生教育の充実（質向上） 

基本課題：地域社会とのかかわりが相乗効果をもたらす本学の教育目標の実現 

分科会２ 

テーマ：社会人教育機関としての大学の展望 

基本課題：成人教育の特質を踏まえた学習機会の創出とそのための条件整備 
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（６）時間配分 

13：00 開会 

13：00‐13：10 挨拶 担当理事（学長）、文科省 

13：10‐13：40 趣旨説明 文科省＋センター 

13：40‐13：50 移動・休憩 

13：50‐17：00 分科会 閉会は分科会ごとに 

17：00‐17：30 会場移動 

17：30‐19：30 全体報告会＋懇親会   

 

 

分科会 

13：50-14：30 講師問題提起 

＋事例報告 

14：30-16：30 班による熟議 

16：30-17：00 分科会全体会 

17：00 閉会 

（７）ワークショップの運営方法： 

■ファシリテーター会合： 

・ワークショップの前に、分科会世話人とファシリテーターが、ワークショップの目的、進行、成

果について協議、確認する。 

・ワークショップの後に、分科会世話人とファシリテーターが、ワークショップの成果をめぐる協

議し、憲章の検討結果、および、課題整理と具体的な提言内容について確認にする。 

■全体会：文科省生涯学習推進課との共催 

・文科省：最初全体説明、最後の講評（各分科会にて） 

・生涯学習教育研究センター・社会連携課：全体統括 

・その他協力職員・協力教員 

■分科会： 

・分科会世話人を置く：センター教員が担う  

・学外講師を招聘する：  

分科会１；専門家北海道大学高等教育推進機構生涯学習計画研究部門の亀野淳准教授（人材教育

/キャリア教育の専門家） 

分科会２；調整中（成人教育学の専門家） 

・ファシリテーターを指名する：自薦、推薦等で指名する本学教職員、学生、地元等 

①教員枠：運営委員会枠；計 4 名 ＋ 大学開放教員枠；4 名＝計 8 名 

②職員枠：計 2 名 

③地元枠： 2 名 

・参加メンバーを事前に依頼、確定する：  

①教員：9 学部（各 2～3 名）、11 研究科（若干名）、学共センター等（若干名） 

②職員：12 名 

③学生；9 学部×1 名 

④卒業生：6 名（※インターシップ等受入れ団体・事業者、自治体職員） 

⑤社会人学生：6 名 ⑥自治体関係者等：6 名  
 

 

23



 

 

（８）分科会構成案 

分科会１ 

★構成員別モデル 

分科会１ 

チーム 

1 班 

混合 

２班 

教員 

３班 

教員 

４班 

職員 

５班 

学生 

６班 

卒業生 

計 

 

論点 学生と地域

社会がつな

がる各々の

メリット、

デメリット 

学生を実

社会で教

育させる

ことの難

しさ 

学生にと

って本当

に必要な

力とはな

にか 

学生ニーズ

に職員はど

う応えるか 

実社会とか

かわる教育

機会をより

よくするた

めに 

卒業生か

ら大学教

育に求め

ること 

 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 1  1  1 1  1  1 6 

教員 2 6 6 1 ‐ 1 16 

職員 1 ‐ ‐ 5 ‐ ‐ 6 

学生 2 ‐ ‐ ‐ 7 ‐ 9 

卒業生 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 6 

計 7 7 7 7 8 7 43 

 

★役割分担 ※仮担当、最終的な判断は後日 

全体進行：酒井※ 事例報告：①地域の要請と学生教育 

  ②民間企業ニーズと学生教育の接続 

  ③離島のニーズと学生教育（離島県のニーズ） 

講師：亀野准教授 

ファシリテーター： 

職員枠１ 地域枠１ 運営委員会枠２ 大学開放教員枠２ 
 

 

★参加メンバー（イメージ） 

①ゼミ：（法文学部） ⑬学部：工学部出前授業（工学部） 

②ゼミ：（農学部） ⑭学部：理学部出前授業（理学部） 

③ゼミ：（水産学部） ⑮学部：医学部出前授業（医学部） 

④ゼミ：（稲盛アカデミー） ⑯学部：歯学部出前授業（歯学部） 

⑤学部：マスコミ論科目（法文学部） ⑰ＦＤ（共通教育センター・全学） 

⑥学部：キャリア教育科目（法文学部） ⑱ＳＤ（共通教育センター・人事課） 

⑦学部：教育実習総合演習（教育学部） ⑲共通教育：ボランティア 

⑧学部：工学部インターシップ（工学部） ⑳共通教育：博物館実習 

⑨学部：農学部インターシップ（農学） 21 共通教育：海外実習・演習 

⑩学部：共同獣医学部ｲﾝﾀｰｼｯﾌﾟ（共同獣医） 22 学共センター離島実習（国際島嶼） 

⑪学部：医学部離島実習（医学部） 23 ピアサポート（保健学科） 

⑫学部：歯学部離島実習（歯学部） ◎教育センター長 ◎教育担当学長補佐 
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分科会２ 

★構成員別モデル 

分科会２ 

チーム 

1 班 

混合 

２班 

職員 

３班 

教員 

４班 

教員 

５班 

社会人 

６班 

自治体 

計 

 

論点 社会人教育

の相互作用

が生む楽し

さと新しい

気づき 

職員自

身のキ

ャリア

形成 

社会人教育

プログラム

（ｶﾘｷｭｱﾑや

体制）の難

しさ 

社会人学

生のニー

ズに応え

ることの

難しさ 

社会人学

生として

の学びを

よりよく

するため

に 

大学が自治

体のニーズ

によりよく

応えるため

に 

 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 1 1 1 1 1 1 6 

教員 2 1 6 6 ‐ 1 16 

職員 1 5 ‐ ‐ ‐ ‐ 6 

社会人学生 2 ‐ ‐ ‐ 6 ‐ 8 

自治体 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 5 6 

計 7 ７ 7 7 7 7 42 

 

★役割分担 ※仮担当、最終的な判断は後日 

全体進行：小栗※ 事例報告：①社会人大学院（社会人の特性→個人研究指導） 

②履修証明（社会人の特性→長期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/仕組み） 

③公開講座（社会人の特性→短期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/仕組み） 

講師：成人教育専門家 

ファシリテーター： 

職員枠１ 地域枠１ 運営委員会枠２ 大学開放教員枠２ 
 

 

★参加メンバー（イメージ） 

①履修証明：焼酎マイスター（農学部） ⑬連携型：医者の学び直し（医学部） 

②履修証明：林学学び直し（農学部） ⑭連携型：建築士学び直し（工学部） 

③履修証明：外国人リカレント（水産学部） ⑮公開授業 

④大学院：人文科学研究科（人文学部） ⑯企業連携：産学官連携推進センター 

⑤大学院：連合農学研究科（農・水・共獣） ⑰ローカル：大崎町 

⑥現職：教育実践センター（教育学部） ⑱ローカル：与論町 

⑦現職：免許更新（教育学部） ⑲自治体連携：薩摩川内市 

⑧公開講座：専門職向け（医学部） ⑳自治体連携：垂水市 

⑨公開講座：専門職向け（歯学部） 21 自治体連携：伊仙町 

⑩公開講座：法文学部 22 団体連携：青年会議所 

⑪公開講座：工学部 ◎社会貢献学長補佐 

⑫公開講座：学共センター  
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起草委員会の活動方針について 

 

■起草委員会の役割・仕事 

 

・目的：「鹿児島大学生涯学習憲章」素案を作成する 

・内容：委員会活動としては全４回、もしくは、５回を予定する 

    事務局案に対して、意見を述べる 

 

■起草委員会のスケジュールと内容 

 

第１～３回（5/8、5/14、5/20） 

6/1のワークショップに提示する「鹿児島大学生涯学習憲章」素案骨子を確定 

 第１回検討会：憲章の方向性と盛り込む項目（論点提示） 

 第２回検討会：「大学生涯学習の到達点とこれから（仮称）」（上杉孝實京都大

学名誉教授）→ 講師の話を受けての項目等の再検討、憲章の構成（案）の検討 

 第３回検討会：憲章素案骨子の提示と確定 

 

第４回（6/6を予定） 

6/1のワークショップの結果を受けて「鹿児島大学生涯学習憲章」素案を見直す 

 ※前半：ファシリテーター会合と合同、後半：起草委員会 

 

第５回 

6月 10日（月）～6月 21（金）の期間実施するパブリックコメントの結果を受

けて素案を確定する 

 

 

■憲章内容の方針 

 

 大学生涯学習憲章の策定は、日本初の快挙となる試みである。文科省生涯学

習推進課はもとより、関係機関からの注目が高い。よって、次のような方針を

もって策定に臨む。 

一．鹿児島大学の各種憲章を踏まえ、鹿児島大学の個性を前面に打ち出す内容とする 

二．近年の文教政策の流れに対して自立性を保ちつつ、流れに反しない内容とする 

三．国内外の生涯学習や社会教育研究における最高の学問水準にふさわしい内容とする 
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本学前執行部、前部局長等へのヒアリングとその結果 

 

（１）目的・聞き取り内容 

・目的：本学生涯学習憲章の策定への理解・協力要請＋現状把握・情報収集 

・執行部（学長・理事）：各自の教育／研究／地域とのかかわり／生涯学習の経験・考え 

・部局長（９学部）：部局・各教員の興味関心を踏まえ、現実路線で可能な生涯学習の拡充を

考えるための検討材料（本学独自の生涯学習体系に向けた情報収集）。既存の大学開放メニュ

ー／社会人教育・リカンレント教育／地域とのかかわり（学生教育・研究・自治体や企業と

の連携／その他の学習機会 

 

（２）ヒアリング結果…主な論点・課題 

■学内の体制づくりと評価方法 

① 現場や地域、あるいは、生涯学習への個人的ではなく、組織としてのかかわりが整理でき

ていない。それをどうするか 

  頑張っている個人（各教員）をまずは励まし、応援する仕組みづくり 

  組織の問題にどこまで踏み込むか、踏み込めるのか 

② グローバルスタンダードの業績評価と地域貢献との矛盾 

  特に理学系に顕著？ 

③ 地域の多すぎる要望にどう応えるか、対応するのか 

  部局ごとに対応する部分と、全学で対応する部分との整理 

■企画力・実施体制 

④ 教える側（大学）と受ける側（地域）とのギャップの埋め方 … 企画力、および、実務

の問題（誰が、どこで、どういう立場で？） 

  企画力＋実務力を各々の部局で高めていく必要があるのではないか 

  一方的に教える感覚から、現場や地域のニーズから学び、自ら変わる必要性 

  職員や第三者の企画力＋実務力を高める方針というのもありうる…？ 

⑤ 学科や学部を超えた連携ができていない 

  昔と違い、異分野を知る機会がない 

■学生教育の問題 

⑥ 実習やインターシップには積極的だが課題も 

  現場の持つ教育力の高さについては、意見は一致している（一方的関係ではない） 

  一方、学生の基本マナーができていないことが共通の課題になっている 

  生涯学習教育研究センターと共通教育センターの役割分担・連携の在り方 

⑦ 学生の質変化 

 社会ニーズに応える学生教育 

130508 第1回起草委員会 資料４ 
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⑧ 高校生への出前授業（小中学校に対しても） 

  特に理工学系 

⑨ 地元の就職率（医師や歯科医等の地元定着率の低下） 

■多様な形態によるリカレント教育 

⑩ どこまで大学のリカレント教育として位置づけるか 

  履修証明／公開講座／国家試験といった特殊なケース（教育・医学・歯学・建築等） 
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■日時：５月１５日（水） １６：３０～１８：３０ 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室 

■出席者：別紙 

 

■スケジュール： 

１．挨拶 生涯学習教育研究センター長 

２．第１回鹿児島大学生涯学習起草委員会議事要旨（案） 

３．第２回検討会・論点メモの確認 

４．講話「大学生涯学習の到達点とこれから」上杉孝實京都大学名誉教授 

※講師プロフィール 

 1935 年京都府に生まれる。 

1959 年京都大学教育学部卒業。1961 年京都大学大学院教育学研究科修士課程修了。京都府立

図書館、大阪府教育委員会、大阪府科学教育センター、姫路短期大学、奈良女子大学勤務を経

て、1978 年京都大学助教授、1987 年京都大学教授、1999 年龍谷大学教授、2006 年畿央大学教授、

2010 年退職、この間に京都大学教育学部長、畿央大学教育学部長などを歴任。 

現在京都大学名誉教授。専攻は社会教育、教育社会学 

主な著書に『現代文化と教育』（高文堂出版、1989 年）、『地域社会教育の展開』（松籟社、1993

年）、『生涯学習・社会教育の歴史的展開‐日英比較の視座から』（松籟社、2011 年）など。 

５．第２回検討会…質疑応答を中心に 

 

 

■配布資料 

（１）第１回鹿児島大学生涯学習起草委員会議事要旨（案） 

（２）第２回検討会・論点メモ 

（３）講師資料『生涯学習の理念と現実―大学との関連において―』 

 

前回配布物 

・上杉孝實・前平泰志編「生涯学習と計画」、松らい社、1999 

①はしがき、②生涯学習計画と国の政策（上杉）、③大学の生涯学習計画（生田） 

・上杉孝實「生涯学主・社会教育の歴史的展開」、松らい社、2011 

①はしがき、②生涯学習時代の社会教育・成人教育（第４章） 

・三輪健二「生涯学習の理論と実践」、放送大学大学院教材、2011 

①生涯学習の理念（２） 

第２回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会 
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平成 25年度 第 1回鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会議事要旨 

 

■日時：平成 25年５月８日（水）16:00～18:00 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室（共通教育棟 1号館４階） 

■素案起草委員出席者：岩元教授（農学部兼生涯学習教育研究センター）、小栗准教授（生

涯学習教育研究センター）、酒井講師（生涯学習教育研究センター）、木村教授（水産

学部兼社会貢献担当学長補佐）、前田准教授（教育学部 附属教育実践総合センター）、

以上。  

 

■委員会の流れ： 

１．挨拶 （岩元生涯学習教育研究センター長） 

２．各起草委員による自己紹介 

３．憲章策定の経過報告・・・資料１、資料２（岩元生涯学習教育研究センター長） 

４．起草委員会の活動方針について・・・資料３（小栗准教授） 

５．なぜ「鹿児島大学生涯学習憲章」を策定するのか―学内の動向と文教政策を踏まえ

て―・・・資料４、資料５、資料６、資料７（小栗准教授） 

６．第１回素案検討会 

６．第１回素案検討会 討議内容 

 

岩元)（小栗准教授による生涯学習概念に関する説明をうけて）このような理念であり考

え方が背景にあり憲章（素案）を作るでしょ？「これってどう言う事ですか？」と問わ

れたときに「背景にこのような事があって・・・」と説明するのは大変だと思う。なか

なかね・・・。 

 

前田）幾つか質問、良いですか？ 

大学憲章と文教政策とあるのですが、生涯学習論の中でのキーワード例えば自己変革な

ど専門用語を入れて行ったほうが良いのでしょうか？ 

 

130515 第 2回起草委員会 資料１ 
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小栗）「意味は残して表現を変える」という方が良いのではと思います。分かりやすさを

重視する必要があるのかなと。「表現は平易、意味は深い」方が難しい言葉を説明するよ

りも易しい言葉を使う方が、見る人がみれば深いということが伝わればいいのかなと。 

 

前田）一方でパッと見たときに「あっ！これが生涯学習だ」と一語で象徴される言葉が

あってもいいのかなと。 

 

小栗）これだけは譲れないというね・・（笑） 

 

前田）そうですね。これが象徴しているみたいな。ほかの憲章とちがう独自性っていう

のかな。私も最近自己変革という言葉を聞いて 子供の場合は成長でいいが大人の場合

は自己変革しかないと聞いてなるほどと納得しました。自己変革ってすごいことだなと

思って。キーワード的なものがあってもいいのかなと思って。 

「地域」は重要なキーワードで私も最近解ってきた所が２と３に書かれていた感じがあ

って。教育の領域でも「地域に根差す教育」とあるが、地域の教材を使う。そのような

レベルのものが多い。そうではなく、その地域の中で、自然災害・色々な事故 人々が

戦って生活を守って発展させてきた。そんな「地域の中の活動や蓄積に学ぶ」というこ

とが「地域に学ぶ」いう事だと最近思う。大学は法人化されて中途半端な位置づけで、

国家の枠組みともちょっと違う。でも、地域社会から自発的に出てきたものでもなく地

域との関係の作り方が大事なのかなと思いました。 

地域の課題というか、地域住人だけで解決出来ないような課題ってありますよね。それ

は 60年代から認識されていたのですか？  

 

小栗）どのレベルでですか？ 

 

前田）ユネスコとか生涯学習と言われだした時代と今、小栗さんが書かれているような

「地域と共に」と言った場合、地域の課題があってそれをどのように乗り越えていくの

かということですよね。そのような所を中心に書かれていると思うのですが「生涯学習・

生涯教育」色々変遷はあると思うのですがいつ位からですか？ 

 

小栗）実は、今度来て頂く上杉先生が地域教育の専門家でもあるんですね。 

地域コミュニティは前田さんもご存じかと思うのですが国によって実態が違います。そ

もそも 65年に出てきた時の生涯教育概念は「変革・抵抗」というあまり付与されていな

い。出てくるのは 80年代位になります。65年の時より生涯学習概念がどんどん深く広

がってきていることですね。その意味ではコミュニティに関し日本の社会教育という分

野がかなりコミュニティの中で発展してきています。私の中では、生涯学習と地域合併
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が入ってきたのはここ 20年位という認識ですね。 

 

酒井）補足というか議論を脇道に敢えて逸らしますが、生涯学習のこれまでの概念の変

遷やキーワードは重要だと思う一方で今回、鹿児島大学としての「生涯学習とはなんぞ

や」を打ち出す新規性というか、これまで議論されてきた議論の差異化をはかるという

ことが重要になると思います。その時に木村先生や岩元センター長が「地域と向き合う」

となった時、大学は「地域と共に生きるのか？」「地域とどうするのか？」という フレ

ーズで何か具体的に地域と大学の関係性を当てはめるキーワードがお二人の中にあるの

か？もしなければ何が当てはめるためのヒントはなるのか？お考えの点があれば教えて

頂きたい。 

 

岩元）例えば、鹿児島大学が県民にとって必要なものと皆に思われているか？と言えば

そうでもない。「鹿児島大学が何か色々やってくれているから我々の役に立っているのだ

ろう」という位には思われていると思う。鹿児島大学が身近に来てくれて我々と付き合

ってくれるかと言えばそうではない。来てくれたら学生が来るだけでものすごく歓迎し

てくれる。ガソリン入れただけでも歓迎してくれる。具体的に自治体からは連携してく

れと言われる。だけど例えば農村でいえば、鹿児島県では農村振興運動をやっているが

その中で大学に役割を期待されたことは今までにない。 

 

酒井）どうしてですか？ 

 

岩元）大学はそーいう事に関心をもっていると思われていなかったのかもしれない 

 

酒井）逆に今、大学は関心を持つべきだと考えられますか？ 

 

岩元）実際、求められているし大学の先生の知恵だけでなく学生が農村に入り込むだけ

で歓迎され、それだけでも元気が出ると言われる。そこでは色んな知恵をもらいたいっ

ていう気持ちがある。そういう意味では昔に比べたら接近度が近くなっているかもしれ

ないですね。つまり、昔は農村に行くと大学卒業がほとんどいない状況だったが今は子

供が大学に行っている家庭も沢山ある。昔は村の中に１～２名しか大学に行っている人

が居なかったが今は居る。そのような意味では大学がより身近な存在になってきている。 

 

小栗）私が理工学研究科長の訪問で目から鱗だったことがあります。彼が言うには、大

学を知らないから全否定するか全てをやってくれという関係になる。という話をされて

いて。結局、彼が言うには、ある意味で工学部は地域に向き合ってなく、学生を外に送

り出している。という見られ方をしていたし、私も多少なりともそのような見方をして
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いたんですね。内部の先生から言えばマッチングが上手くいかない。それは大学を地元

の人が知らないから使い方がわからない。そこには企業秘密があるので軽く出ていけな

いと。現場の中に大学を理解してくれる仲間を増やすことが大事。アメリカではベンチ

ャー企業のように大学で学んだ人が行く。ということをおっしゃっていた。だから今、

酒井さんの取り組んでいるのが「市民にいかに大学を知ってもらうのか？彼らが大学を

使いやすくなるのか？」という取り組みをしている。 

 

木村）水産学部では実学で結局出てきたものは使ってもらわないと・・・という所があ

る。そのような意味では現場で一緒に仕事・研究をやるのは非常に勉強になるし、その

場に学生を連れていくと学生も物凄く勉強になるんです。 

その道のプロの彼らが納得できる話になっているか？私達が彼らと話すとき「研究デー

タとしてこのように出ているが皆さんは感覚からしてどう思いますか？」と問いかけを

するんです。そうすると彼らはやる。次回行くと「やってみました」という人もいてド

キッとなり、嬉しくなり、そこから話が進むし、なぜそうなるのか？という話をもう少

しすると真剣に聞いてくれる。そんな世界が出来上がる。お互いに色んな場面でやらな

いといけないかな・・・と。最初に私が与論島に行った時は時野呂先生と行った。野呂

先生は海藻の専門家で、その際にちょっと経ったら「ちょっとこの海藻を見てくれ。こ

の海藻があるんだけど、これはこんな特徴がある」とパッと話す。そうしていくとそこ

からもう一段レベルの高い話になるんです。その段階で「ちょっと待ってね」っという

話になると相手がプロからプロに対し問い掛けて、それに対してどう答えるかというそ

ういう場に行くと真剣にやらなくちゃいけない。とか本当の彼らが知りたい事がその場

に出てくるという話ですよね。 

その中で藻場（もば）が非常に駄目になってきている所で藻場再生に関し対しどのよう

なやり方をするのか？という議論に発展する というやり方ができるってことです。 

地域とやるという話になればやっぱり具体的なテーマで実際に彼らが知りたいことを全

部教え、彼らからも私たちも吸収するものがあって、それで更にレベルが高い仕事にし

ていくという、そういう付き合い方が地域とのやりかた。 

さっき、工学部の話がでたが大学の中はプロ集団でみなさんが色んな分野でものすごい

プロですよね。その中で連携し生涯学習に対応していくのが一つの方法かな？と。 

例えば、水産というのは一つのことではないバックにいろんな技術が必要 なんでもそ

うかもしれませんが。例えば養殖の話をすると 養殖のゲージがありますよね？ネット

で作ってあるのですが・・・あれは最近日本製が少なくほとんど外国製になっちゃって。 

養殖業を支える産業があるんですがそれを応援するため。私達からしたらゲージについ

て詳しい人を知らない。むしろ工学系の先生の方が知っているかもしれない。物として

ですね。 

そういう意味合いでは自分が出来ないところ大学の中で連携し、彼らがやっている世界
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は総合的な技術を使って行う世界なので、それに鹿児島大学ならではの対応の仕方が出

来るのではないか？と。単一のものだけではなく、もう一つは大学の中で連携をとって

やっていくという・・・。 

やってはいけないことは先生の得意な所だけ喋って終わりは駄目なんですね。 

そうではなく、一つのテーマに従って皆で議論をするようなやり方が必要ではないかと

いう気がする。得意な分野だけ喋るのは一番楽だけどそれは続かないですよね。 

大学の先生も勉強しなくちゃいけないんじゃないかな？大学の先生自身も自分を変えて

いかないといけないんじゃないかな？という所もあるんじゃないかな？と思うんです。 

 

木村）食品の加工関係（水産学の加工関係）なのですが、いわゆる加工機械の方とお友

達が沢山います。何故かというとソフト的には解っていても、それを実現するためには

ハードが必要で、ソフトとハード両方しらないと動けないわけでちょっと変わった世界

ともお付き合いを持たないと行けない。水産業というのは実は魚を採って加工するだけ

じゃなく 

支えている所が沢山ある。それをみんなで対応して行かないとみんなが知りたいことに

対してきちんとした答えを出すのは難しいかもしれない。 

単純に水産業に関する勉強をするだけでなく、上手く大学の中でも作り上げて行けるん

じゃないかな？と。 

 

酒井）お二方の話を伺って、どちらかというと地域と大学の関係性を踏まえた場合、木

村先生には地域を通した大学内外の「知の循環」というものを節々に私は感じられまし

た。その一方で岩元先生は学生が行く事で地域がいかに活性化されるかという視点があ

って両方は必ず大事な要素でそこを単純に「大学と地域の共生」という言葉だけでいい

のか？もっといい言葉が別にないのか？もっと異なった地域との向き合い方・関わり方

はないのか？というのを私達の中で言葉を積み上げて行くプロセスがあると「ウチの大

学の生涯学習憲章はこうなんだよ！」と言えて素敵だなと。 

 

木村）それはアクティビティを高めて行くという事ですね。 

この前ね、えっと・・・ちょっと雑談になっちゃいますが串木野のまぐろフェスティバ

ル 22回目らしいですが、私達はそういうことをやってるって知らなかったんです。  

串木野はまぐろ遠洋漁業の基地なんですね 

あそこから出ているけどもまぐろはなかなかあそこに来なくて 

静岡とかに流れて行ちゃうんです。 せっかくまぐろの町だからということでってこと

で・・・ 

私達はまぐろについて研究しているのでそっちの社長さん達を良く知っていて 

うちの学生が公開のシンポジウムにパネラーで呼ばれたんです 
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それは串木野が活性化するために好きな事を言ってくれと言われて 

うちの学生は非常に面白くて串木野に行ったら（彼はおじいちゃんが串木野の出身）ま

ぐろの臭いがしない・全然感じないと言ったんですね。市長さんとか皆がいる前でバチ

って言ったんですね。そうしたら、みんなその通りだと。なかなか皆言えなかったと。

非常に面白い事を言ってくれたと言われ、それもあり、まぐろフェスティバルをやるか

ら是非、鹿児島大学の学生もボランティアで参画してくれと言われたんです。かごしま

丸を港につけて見学してもらうことをやったんです。 

ボランティアで学生が行って一緒に交流するということ自体が地元のまぐろの方たちに

とって非常に嬉しいことで、学生にとっても非常に面白かったみたいですね。地域と一

緒にやるって中で彼らからはこちら（大学）でやっている研究について詳しく話を聞か

せろという意見が出てきたんです。お互いに話をしていると出てくるんです。でも彼ら

は俺たちの方が良く知っていると言う。 

私達がやっているのはマグロの品質に関わることでこのような効果があるよっていう話

をすると 彼らは「俺たちの方が知っているはずだ」と。だから、そういう時に彼らが

知っている事と自分達の研究とを交換し合う。それも一つの学習の場になるのではと思

っています。 

ここから先はまた全く関係がないんですが・・・ 

（まぐろフェスティバルで）福引があるのですが ボランティアで行った学生が福引を

したら金色の玉が出てきたんです。ボランティアの女子高校生が「あっ」と言ってカラ

ンカランと鐘をならしてですね。まぐろ一本当たっちゃったんです。（笑） 

 

前田）1本幾らするんですか？ 

 

木村）結構高いですよ 

ボランティアで行ってると彼ら（漁業関係者）も気を使ってくれてまぐろ食べ放題のよ

うになっていたのに更にお前達は、まぐろ１本持って帰るのか？という風になって（笑） 

私は 2日間の内、1日しか行ってないのですが、学生から電話が掛って来たんです「先

生当たりました。どうしたらいいですか？」と。 

「わかった！じゃあ皆でまぐろパーティーやろう」となり実は金曜日まぐろパーティー

をやるんです。 

 

前田）それまで冷凍してあるんですか？ 

 

木村）冷凍してあって頭も切ってくれて 

そういうゆる～い感じでお付き合いをしていると実はうちはまぐろの研究をやっている

よという話になり、じゃあ、その話をもっと聞いてみようとか、その場を設けるから・・・
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という話になる。交換して行く場が必要かなと 

 

小栗）教育関係の行政の所では「理論と実践」「協働・コラボレーション」とか、かなり

言われているんですけど、じゃあ、連携してどうするの？っという所が見えない。 

連携すれば良いって話になりますが、プロジェクトを新しく作ることで純粋な研究の部

分も変わっても来るし、でも地域そのものではなく、中間的な所で学びが形成されるイ

メージですかね？その辺が言葉にできれば良いですよね。「生み出す」や「地域」とか。 

 

岩元）1回目としてはこれでいいんじゃないですかね？ 

2回目もありますので、起草委員会の趣旨とこんなことをやるんだという事をご理解し

て貰えば良いと思います。 

<終了> 

 

<配布資料> 

資料１：「鹿児島大学生涯学習憲章」策定の構想と準備状況 

資料２：６月１日の文科省共催「地域と協働する大学づくり in鹿児島大学」鹿児島大

学生涯学習策定ワークショップ企画（案） 

資料３：起草委員会の活動方針について 

資料４：本学前執行部、全部局長等へのヒアリングとその結果 

資料５：平成 23年度 公開講座、公開授業一覧や社会人入学状況 

資料６：生涯学習概論（小栗准教授の講義資料より一部抜粋） 

資料７：文科省のポスト熟議・全国横断熟議資料 

資料８：鹿児島大学憲章 

 

その他、社会教育・生涯学習論関係資料 

・上杉孝實・前平泰志編『生涯学習と計画』、松らい社、1999 

「はしがき」、第２章「生涯学習計画と国の政策」（上杉孝實）、第３章「大学の生涯学習

計画」（生田周二） 

・上杉孝實『生涯学習・社会教育の歴史的展開』、松らい社、2011 

「はしがき」、第４章「生涯学習時代の社会教育・成人教育」 

・三輪健二『生涯学習の理論と実践』、放送大学大学院教材、2011 

第２章「生涯学習の理念（２）」 

以上。 
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第２回検討会（論点メモ） 

 

第１回起草委員会からの論点 

目的：憲章内容の大きな方向性の確認、その結果 

（１）「地域」は重要なキーワードである。 

  ・地域をどう規定するか 

（２）「地域社会から自発的に出てきたものでもない大学」と「地域」との関係づくりが大事 

 

主な論点： 

（１）本学と地域との具体的な関係性を表現するキーワード、言葉 

・一般論としての「地域とともに社会の発展に貢献する大学」や、大学生涯学習ではなく、

鹿児島らしい個性を打ち出す。すなわち「鹿児島大学は地域と共にどう生きるのか、地域と

どうかかわるのか・どう向き合うのか」（ほかと違う憲章、新規性を出す）。 

具体的な関係 

・現場と一緒に仕事・研究（共同研究）をや

ることが勉強になる 

・その場に学生を連れて行くと学生も物凄く

勉強になる 

・アクティビティ（活動）を高めていく 

・プロジェクトを新しく作り上げる学び 

・知の循環 

・自己変革 

・大学の先生自身も自分を変える ・プロ同士（現場と大学）が学習し合うこと

が大切 ・学生が地域と対話し、交流する 

・一つの具体的なテーマにしたがって議論を

するやり方 

・大学のプロ集団が連携して生涯学習に対応

していく（現場は総合的な技術を使って行う

世界） 

・地域の人がもっと大学を知る／大学をもっ

と使う 

 

（２）実社会で働くときに役立つような高度で専門的な知識だけでなく、よりよく生きる、

豊かにするような生涯学習力（⇔学習者が高度化した技能や考え方を深めて理解し、その技

術を応用していけるような生涯学習的取組み） 

 

（３）「あっ！これが生涯学習だ」と一語で象徴される言葉。 

・学問分野からのキーワード 
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第２回起草委員会 

（１）本学の生涯学習を定義するにあたり、踏まえるべき内容や論点について 

 

講話「大学生涯学習の到達点とこれから」（上杉孝實京都大学名誉教授） 

・生涯教育・生涯学習概念の形成史、および、その基本的内容（論点） 

・日本社会に特有の生涯教育・生涯学習概念の受容と、特に大学における生涯学習の展開に

みる課題と可能性 

 

 

第１回起草委員会より 

・「公開授業」からもう一歩進める必要性 

・大学の実践する生涯学習が非常に多様である 

公開授業受講生との対話／学生を地域に連れ出す実践事例／ゼミで研究する社会人学生／

地域と共同研究を通した相互の学び等 

・何を学ぶのか、なぜ学ぶのか 

再掲：実社会で働くときに役立つような高度で専門的な知識だけでなく、よりよく生きる、

豊かにするような生涯学習力（⇔学習者が高度化した技能や考え方を深めて理解し、その技

術を応用していけるような生涯学習的取組み） 

 

 

（２）憲章の構成（案）について 

①前文（総論） 

・鹿児島大学憲章への言及 

・時代認識 

・鹿児島大学の個性（歴史・自然・営み） 

・地域、大学、生涯学習との関係 

②定義 

・大学生涯学習 

・地域 

③方針 

 ・社会人教育 

 ・学生教育 

 ・大学人の学び 

 ・大学と地域相互の学び 
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   生涯学習の理念と現実―大学との関連において― 
  

                       上杉 孝實（京都大学名誉教授） 

 

１．生涯学習・教育の理念 

 生涯学習（lifelong learning）の言葉がよく聞かれるようになってから、かなりの年月が

過ぎ去っている。これに先立って、生涯教育(lifelong education)の言葉が広がるきっかけに

なったのは、周知のように 1965年のユネスコにおけるラングラン（P.Lengrand) 

の提起であった。生涯にわたって学ぶことの意味は、古い時代から言われていたことである

が、すべての人の生涯にわたる学習を保障するために教育のしくみを整えるべきことの主張

は、20世紀に入って顕著になってくる。第一世界大戦の惨禍からの回復をめざした英国再建

省の成人教育委員会が出した 1919 年報告書（1）や、1923 年に出された信濃自由大学設立

趣意書(2)に、その例を見ることができる。そこには、市民性の発揮、民主主義の確立への指

向がある。英国の大学で一般成人を対象に教育を行う構外教育部（department of 

extra-mural studies）の設置が促されたのも、1919年報告書によるものである。1920年に

ノッティンガム大学で最初の構外教育部（のちの成人教育部）がスタートし、ピアーズ

(R.Peers)が成人教育の教授（professor）に任命され、以後諸大学に同様の部の設置が続くこ

とになった。英国大学成人教育思想の中には、大学は教養を高めるもので、その教養はすべ

ての人が身に着け得るものであり、したがって大学は開かれたものでなければならないとい

うものがある(3)。 

 ユネスコにおける生涯教育の提起の背景には、激しい社会変動や技術革新に対応するため

に、教育における格差を是正するとともに、職業技術を新たにすることの必要性が増したこ

とがある。そのためには、従来青少年期に偏りがちであった学校教育の改革を含め、教育全

体を統合的に整備しようとするものである。そこで、青少年教育と成人教育の統合、学校教

育と学校外教育の統合が強調され、さらに階層分化と結びついていた一般教育と職業教育の

分離を克服しての両者の統合が提唱されたのであり、そのため、フランス語の生涯教育

（éducation permanente）が英語に訳されるとき、生涯にわたって統合された教育(lifelong 

integrated education)とされたのである(4)。 

日本における生涯学習の概念は、当初から見られたが、その広がりは、1980年代に設けら

れた臨時教育審議会が、85年から 87年にかけて 4次にわたる答申の中で、もっぱら生涯学

習の語を用いてからである。その裏には、教育であれば、文部省の所管であるが、学習であ

れば当時の通産省、厚生省、建設省、農林省、労働省などあらゆる省庁が関わることができ

るとする判断が働いていたことが、臨教審委員の言からも明らかである(5)。そのため、保養

施設、観光事業、労務管理など、多様なものが生涯学習の名で推進され、1990年の「生涯学

習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」では、都道府県の生涯学習基本構
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想に、事業者による教育文化事業の参入が期待され、通商産業大臣（現在経済産業大臣）が

文部大臣（現在文部科学大臣）とともに認可にあたることになった。ただ、その後の経済停

滞によって、このような構想は進まない状態にある。 

 このように、生涯学習の意味はあまりに広く、定かでない面もあるが、学習者の主体性に

着目した概念として、国際的にもよく用いられている。ただし、「生涯教育から生涯学習へ」

といったスローガンの下、安易に学習概念で以て教育概念に代えようとすることからくる混

乱も見られた。国が生涯学習体系への移行を提唱したり、自治体が生涯学習計画を立てたり

といったことも、混乱を招いた例である。さすがに、当初生涯学習局を発足させた文部省も、

今日の文部科学省にあっては生涯学習政策局と名称を変え、生涯学習推進計画とする自治体

も多くなっている。1981年の中央教育審議会答申「生涯教育について」が示したように、生

涯教育と生涯学習の両者の関係を明らかにし、それぞれの意味を混同することなく用いるこ

とが重要である。 

1985年の国際成人教育会議で、有名な学習宣言が出されたが、そのことに関連して、当時

ユネスコの生涯教育部門を担っていたジェルピ(E.Gelpi)が、学習概念は大切であるが、それ

を保障する教育についての言及が十分でなく、すべての人のための教育のみならず、すべて

の人による教育が目指されなければならないと言っていたのが印象的である(6)。当時、日本

の文部省で政策推進に当たっていた担当官が、多くのメニューから適当なものを選んで学ぶ

ところに学習者の主体性があると言っていたのと対比されるべき把握である。自己教育とい

う語があるように、教育には意図的計画的な学習の意味が込められていて、学習主体が教育

主体になることが重要なのである。日本の社会教育でも、公民館主催の講座などの終了後に

は自主学習集団が成立するような運営を心がけてきたのである。そのため、公民館主事は講

座の企画・運営への学習者の参画を進めてきた。 

 生涯学習の推進には、フォーマルな教育のみならず、インフォーマルやノンフォーマルな

教育の機能の発揮が注目されることになる。日本では、欧米には乏しい社会教育概念があり、

生活に根差したこの種の教育に着目した取組が行われてきた。この点、大学の拡張や民衆大

学の設立に成人教育の典型が見られる欧米と同じではない。したがって、欧米では生涯にわ

たる学習を保障するため、生活の場をはじめさまざまな教育機能の統合を図るとき、生涯教

育といった新たな概念が必要となったのである。ところが、この概念を導入した日本では、

自治体でよく見られるように社会教育に代えて生涯教育を用いる例が目立ったのである。し

かし、日本で不十分であったのは、成人に対するフォーマルな教育であり、生涯教育として

は大学など学校教育における成人教育への取組こそが促進されなければならなかった。一方、

フォーマルな教育が中心であった欧米諸国では、生涯教育や生涯学習の理念の広がりによっ

て、地域に入り込んで生活課題に取り組む学習グループを形成するコミュニティ教育など、

日本の社会教育に近い取り組みが見られるようになっている(7)。そのための専門職員養成は

大学の任務である面が大きい。 
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２．大学開放の現状 

 確かに、日本でも、1973年の東北大学を皮切りに、教員養成系を中心としたいくつかの国

立大学に大学教育開放センター、のちには生涯学習教育研究センターが設置されるようにな

り、私学でもエクステンションセンター等を設けるところが増えている。しかし、英米やそ

の影響をうけた諸国の大学成人教育部、継続教育センター、拡張部のように、各分野にまた

がる多くの専任教員を抱え、事務機構も整備されているところは少ない。したがって、成人

教育について研究し、経験も重ねたスタッフによって、成人に対して大学教育としてふさわ

しいものを提供して、学習主体の教育主体への発展を支えるという役割は容易に果たせない。

イギリス等でも近年は全学あげて生涯教育に当たるという趣旨の下、成人教育部よりも継続

教育センターの増加が目立つが、その際にも、成人教育に秀でたセンターの教員が大きな役

割を果たしているのである。これらの教員は、大学のみならず、成人教育センター、各種学

校、刑務所、軍隊、病院など各種機関・団体で成人に対する教育に従事する者―その中には

本業は別でパートタイムで成人教育を行う者も多い―、に対しての教育・訓練をも担当し、

成人教育者を志す学生の指導も担っている。 

 1949年に制定された日本の社会教育法にも、学校施設の利用として章が設けられ、その管

理機関が社会教育に貢献することがうたわれ、大学等における公開講座等の開設が促されて

いるが、国公立教育機関を念頭に置いた規定であり、また、学校教育と社会教育の区分もあ

って、大学教育そのものの開放や成人学生の教育についての取組が十分でなかった。25歳以

上での学部入学者も、日本は他の OECD 諸国にくらべ最低である（8）。公開講座も、単発

的であったり、毎回テーマや講師が変わる連続講演会の域を出ないものが目立ち、質的にも

問題があるものが少なくない。「流れ」というようにタイトルが定まっていても、川の流れや

お金の流れの話が続くといった、いわば語呂合わせのごった煮プログラムが少なくない。戦

前の公開講座の方が、それぞれの科目について回数を重ねて継続的に学ぶことができ、大学

教育としての内容を伴ったものがよく見られた。生涯学習振興整備法制定を促す中央教育審

議会の答申では、大学等に生涯学習センター、都道府県に生涯学習推進センターを設置する

との考えが出されたが、財政的理由での他省庁からの反対や、生涯学習センターへの移行が

考えられた短大からの反発もあって、法にはこの規定は盛り込まれず、都道府県教育委員会

の事業の規定に姿を変えている。 

英国でＷＥＡ（労働者教育協会）と大学が提携したチュートリアルクラスにおいて、30人

以下のクラスで年間 24回、3年間学ぶことで、難しい経済学でも習得し得るという趣旨で成

人教育が展開された。そこでは、学習者の経験とも重ね合わせながら、成人教育担当教員で

あるチューターが、討論や個別的指導をまじえることで、大学レベルの教育を一般の人にも

可能とするといったことがあった。正規の成人学生も増えた今日、一般の成人対象のクラス

も 3か月程度の短期コースが多くなっているが、基本的なスタンスは変わっていない。 

 日本では、社会教育職員の養成や現職教育はあっても、一般成人を対象とした講師に対す

る成人教育はなされていない。欧米で、料理学校にしろ、職業訓練機関にしろ、そこで教え
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る者は、それぞれの専門知識・技能だけでなく、成人教育についても学んでいることが期待

されているのとギャップが大きい。多様な学習者を前にして、講座をいかに効果的に運営し、

学習の援助に当たるかは、講師にかかるところが大きいのであり、そのためにも、講師が成

人教育について学ぶことが求められるのである。 

  

３．大学開放の課題 

 生涯教育の具体化として、1973 年以来ＯＥＣＤはリカレント教育の提唱を行い（9）、教

育を若年期に集中させるのでなく、人生の過程で仕事と教育を交互に行う仕組みを整えるこ

とを推奨した。その場合、整備された教育機関でフルタイムまたはパートタイムで学ぶこと

が意識された。のちには、インフォーマルな教育やノンフォーマルな教育も含めてリカレン

ト教育を考えるようになったが、まず大学等学校が成人に開かれ、その後職業生活に戻るこ

とが想定されたのである。現にこの考えを 1970 年代に実践したスウェーデンでは、大学生

の半数を社会人としたが、学位の取得よりも特定のコースで職業技術を向上させたり、新た

にするために学ぶ成人学生が多かったのである。定められた職種に対応してどれだけの力量

を持っているかで採用が決まることの多い雇用慣行の下では、年齢に関係なく、職業技術を

高めて、よりよい待遇の企業に移るのである。 

その点、日本では、長年、若年一括採用、年功序列、終身雇用がうたわれ、就職でなく就

社と言われるように、職種は入社後に決まる例も少なくなく、社内教育が重視された。ここ

では、大学等でリカレント教育がなされても、就職に結びつきにくく、退職後教養を高める

といった教育が顕著に見られたのである。しかし、近年、日本でも終身雇用システムが崩れ、

期間を切っての不安定就労が多くなっている。職業技術を学ぶ場の保障なしには、職業を得

ることはますます困難になる。職種によっては専修学校が多く存在するものの、玉石混交で

あり、授業料も高い。このような状況の下で、あらためてセカンド・チャンス教育なども含

め、リカレント教育において大学の果たす役割が問われることになる。 

知識基盤型社会における新たなコンピテンシーの獲得が課題となっている。 

大学のほかに、英国では継続教育カレッジが、米国においてはコミュニティカレッジが生

涯学習を支えるために、学生・受講者のオープンな受け入れをしている。また、ドイツやオ

ーストリア、北欧諸国では、開かれた民衆大学が、生涯学習のための機関として存在する。

日本では、これらに相当するものは乏しく、大学や短期大学がその機能を果たさなければな

らない面がある。他の諸国にないものとしての公民館は、全国 1万 6千館にも及び、法的に

も明確に教育機関として位置づいているが、実態としては専任職員数も少なく、外部講師に

依存しながらの単発事業や短期コースが目立つのである。地域に根差した社会教育機関とし

て独自の価値は持つものの、体系的な学習においてはやはり大学開放の意義が大きいのであ

る。 

現職教育においても、職業団体との連携によって、そのニーズを把握しながら、職業教育

に取り組み、さらにその背景にある時代・社会にも視野を広げることで、大学の機能が発揮
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されるのである。英米の大学では、成人教育専用の宿泊も可能な施設を持ち、ウイークエン

ドを利用して専門職等の集中研修が行われているところがあり、また、夏など長期休暇中は、

寄宿舎を開放しての講座や研修会も多く見受けられる。 

また、生活を支える地域に根差した研究・教育を展開し、住民生活の向上に資することも

必要である。その際、地域をよく把握している自治体や社会教育機関との連携が重要である。

優れた活動をしている社会教育主事や公民館主事のいるところでは、成人教育についての示

唆を得ることも大きい。合同委員会を組織して、広報のあり方、カリキュラム、講師の配置、

運営の仕方などを協議し、実施することによって、地域に即した大学開放がなされるのであ

る。1997年に兵庫県では生涯学習研究開発会議を設置し、2年間の検討を重ねて試行に入り、

さらに 2 年後に本格的にいくつかの大学と提携して、健康・福祉、生活問環境、人間理解、

現代社会、情報などの科目別のいずれかをテーマとして、大学ごとにキャンパス内で社会人

対象の専門講座を開いた。県・大学合同のオープンカレッジ実行委員会で予算も組まれ、カ

リキュラム等の協議を経て、広報・受講者募集は県が担い、講師や施設の提供は大学が行っ

て、修了証は両者の連名で出された。 

1996年度より開設の滋賀県と滋賀大学の連携になる淡海生涯カレッジも有名である。県教

育委員会と各市の教育委員会が主催で、県内のいくつかの大学が加わって、環境問題などに

ついて、公民館等身近な地域での学習を終えてから高校での実験等体験的学習につなぎ、さ

らにその後大学で理論的専門的学習を行うのである(10)。大学コンソーシアム京都をはじめ

とする各地域における大学連携機構でも、大学開放に大きな成果をあげている。自治体等と

連携で開く講座の修了を前提として、正規の社会人学生として受け入れる例もある。また、

地域にサテライトを配置して、それを拠点に地域と連携した大学教育機能の発揮も見られる

ところがある。英国ノッティンガム大学で、ボストン、リンカーン、マトリックなどの町の

施設に大学教員であるレジデント・チューターを配置し、それぞれの地域に即した講座・学

級を開設していたことも想起される。これによってアウトリーチの活動も容易となる。正規

教育とのつなぎも課題である。 

 いずれにしても、大学開放を本格的に進めるためには、それにふさわしい機構を整え、学

内での位置づけも高めなければならない。そして、そこには、成人教育に造詣の深い専任教

員や事務職員を一定数配置し、大学開放の企画・運営や成人教育に携わる教員の研修・サポ

ートに当たることが必要である。 

 

４．大学における生涯学習の意味 

 少子高齢化社会にあって、若い学生が減ってくることからも、成人の受け入れが促されて

きた。しかし、それは単に学生数の確保のために、大学の生涯教育機関化が必要であるわけ

ではない。すでに述べたように、急速な社会変化や技術革新に対応するとともに、教育の機

会の拡大を通じて、民主主義を支える市民形成を進めることが急務となっている。また、こ

のことは、大学のありようにも変革をもたらすものである。真理の追求のためには大学は自
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律性を持たなければならないが、このことは社会の現実から目を背けたり、市民のニーズに

無関心であることではない。社会問題の解決に取り組み、そのためにも科学知と民衆知とを

突合せての知の創造に当たらなければならないのである。 

 生涯学習を評価する中には、イリイチ（I.Illich）の提唱する脱学校化(11)と重ねてとらえ

る立場がある。教育のための学校でなくて、学校のための教育になっている面のあることは、

受験学習などに典型的に見られるが、大学も例外ではない。硬直した制度に風穴を開け、よ

り適切なものにすることが求められている。英国の成人教育部は、大学の学部に相当しなが

ら、一般成人を対象とし、学際的な取り組みを行うことで、社会と大学をつなぎ、生活に根

差した教育と知の追求を行ってきた。大学開放の部門は、このように大学全体に新たな空気

を送り込む機能を持っている。もとより、生きた現実との接点は、そのような部門に任せて、

大学全体は変わらないということも起こりかねない。そのためにも、開放部門を大学全体の

中で重要な位置に置き、全学的な影響を及ぼすことができる機構とすることが肝心である。 

 脱学校化と言っても、大学である以上、制度の完全な解体を意味しない。カリキュラムを

なくすのではなくて、その再構築が課題となるのである。これまで大学開放では、正規の大

学教育の通俗化か、全くそれから離れた内容が多かった。入学式、修了式も、大学行事の模

倣である例がよく見られた。日本の大学開放の場合、あまりにも正規教育とかけ離れていて、

その接続が難しい状況にあった。その一方で、大学で形式化した講義や儀式にとらわれ、成

人としての扱いが乏しいことも目立つ。まさに経験を多く持つ成人の主体性を重視した成人

教育学（andragogy）の立場から新たな教育の展開が必要である。もっとも、近年は子ども

の教育学（pedagogy）にあっても、アンドラゴジーを取り入れることが可能であるとする見

解も強い。大学開放部門は、そのような教育を開発し、全学的に生涯学習を推進する重要な

位置を占めることが期待される。 

 このように生涯学習は、学校教育の変量を迫るものである。生涯にわたって学ぶことを継

続するには、主体的の学ぶ意欲と術を必要とするのであり、学校教育は、そのための力を養

うことに重点を置かなければならない。そこでは、知識の詰め込みや受験の手段としての勉

強でなく、学習の意味を実感し、自ら学び続けるための基礎的な知識と学習方法の習得が課

題となる。これは、今日の学校教育の現状と大きく隔たるところがある。大学においても、

このことを意識しての取り組みを展開することによって、生涯学習時代にふさわしい大学と

なり得るのである。 

  

注 

(1) Adult Education Committee, Ministry of Reconstruction, Final Report, HMSO, 

1919. 

(2) 『自由大学の趣旨及内容』信濃自由大学、1923年。 

(3)  R.H.Tawney, The Radical Tradition (R.Hinden, ed.) ,George Allen & Unwin, 1964. 

(4) P.Lengrand, L’éducation permanente, UNESCO, 1965, 波多野完治訳「生涯教育につ
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(5) 高梨昌『臨教審と生涯学習』エイデル研究所、1987年、40-41頁。 
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第３回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会
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■日時：５月２０日（月）１６：００～１８：００ 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室 

■出席者：別紙 

 

■スケジュール： 

１．挨拶 生涯学習教育研究センター長 

２．第１回検討会・論点メモ、第 2回検討会・論点メモ 

３．第３回検討会：起草（案）について 

（１）内容の検討 

  ・前文 

  ・定義 

  ・方針 

（２）ワークショップに提示する内容について 

 

 

 

■配布資料 

（１）第２回鹿児島大学生涯学習起草委員会議事録（案） 

（２）上杉講師の講演録『生涯学習の理念と現実―大学との関連において―』 

（３）第３回検討会：起草案 ver.1 ＋ 作業シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会 
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平成 25年度 第 2回鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会議事要旨 

 

■日時：平成 25年５月 15日（水）16:30～18:30 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室（共通教育棟 1号館４階） 

■素案起草委員：岩元教授（農学部兼生涯学習教育研究センター）、小栗准教授（生涯学

習教育研究センター）、酒井講師（生涯学習教育研究センター）、木村教授（水産学部

兼社会貢献担当学長補佐）、前田准教授（教育学部 附属教育実践総合センター）、簗瀬

教授（医学部）。 

■出席者：油原部長（研究国際部）、枚田准教授（農学部）、久保田准教授（教育学部）、

農中講師（教育学部）、桑原司教授（法文学部）以上。 （順不同） 

 

■委員会の流れ： 

１．挨拶（岩元生涯学習教育研究センター長） 

２．第１回鹿児島大学生涯学習起草委員会での討議の確認：第２回検討会（論点メモ） 

（小栗准教授） 

 小栗准教授は、「大学の生涯学習を『公開授業』からもう一歩進める必要性」「大学

の生涯学習実践は非常に多様であること」「高度で専門的な知識だけではなく、より

よく生きる、豊かにするような生涯学習力の必要性」、「地域の規定方法」を第１回

鹿児島大学生涯学習起草委員会での主な論点として挙げた。 

 

３．講話「大学生涯学習の到達点とこれから」上杉孝實（京都大学名誉教授） 

 

４．討論会 

 

簗瀬）私は医学部保健学科で専門職を養成しています。資格は理学療法士・作業療法士・

看護師・助産師・保健師で数少ない人数を教育しています。大学院の特徴としては、ほ

とんどが社会人だということです。例えば、責任者になった人がもう一回勉強をするた

めに入ってくるが、そのため学生の年齢は高い。新卒で進学してくる学生は少ない。 

これまで私達の現状を生涯学習の場として捉えたことは無かった。改めて考えると、実

践していることを意味づけることはできるだろう。 

130520 第３回起草委員会 資料１ 
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専門の医療技術者を養成するので現場での実習が重要視されている。 

そのため私達の教育では常に現場を意識している。 

例えば、保健学科作業療法学専攻では４年生になると６週間の実習を３回おこなう。ス

ーパーバイザーがいて、受け入れてくれる病院・スタッフがいて 学生、指導教官 こ

の３者の関係がある中で教育の現場をおこなっている。現場を知らずに教育をしたら解

離してしまう。 

そのため実習現場に行き学生と話し、指導者と話している。その中で現場の人も私に対

して教育をしてくれている。私の方からも新しい情報を提供し一応、教育をしている。

その中に学生が入り現場を体験した学生の意見を聞き、それが私たちへの教育となる。

学生は新鮮な目で現場を見る。その学生が意見を現場にフィードバックする。現場と教

育する教員・学生が相互作用でその関係が上手くいくと成長・伸びていくと感じている。 

家族に直接関与している職員が多い。精神科のリハでは家族が疲労困憊・辛い思いを

している。私自身、家族の会に出席している。月に一度４～５時間拘束されるが、そこ

で伺う話は非常にリアリティがあり学ぶことが多い。そのリアリティは学生に伝えるこ

とができる。２年に１度調査し報告書を提出しているすが大学院生に手伝ってもらい現

場を知らない学部の学生教育に役立てている。家族の方々と教員・学生との３者お互い

が学びあい教え合っていると思っている。そうした活動をもう一度価値づけ、意味づけ

ると良い社会貢献になり教育にもつながっていくと思っている。 

 

上杉）ありがとうございます。私も最後に務めた大学は畿央大学という私立大学でした。

そこに健康科学部があり看護師・理学療法士・栄養士などの養成をしていた。大学院で

は社会人が多く、その人たちは生涯学習の実践・援助をしている人たちでこちらにとっ

ても励みになった。保健師の方は健康教育の推進をしている。色んな分野を捉えながら

考えていかないといけない。 

 

木村）水産学部では漁師さんと話すことが多く、漁師はとったものをどのように価値づ

けるか？技術を入れたいと思っている。社会情勢が変化しているため、彼らのやったこ

とのない流通の仕方に変わってきている。それをやろうとすると彼らは真剣になり聞い

てくれ良い話し合いができる。技術をもっと導入したいという考えを持っている。彼ら

の経験知や生活知は私達の新しい発見につながり勉強になる。学生にとっても同様で、

例えば一緒に船に乗り、漁師さんがどういうことをやるのか見ていると非常に勉強にな

る。そういう意味で、現場を使ってお互いが勉強し学習し合うスタイルがこれから必要

になってくる。その辺りが上杉先生の発表を通じて非常に整理された。私たちの話し合

いでは、具体的なことまで議論するが２０人位の集団が手を挙げて質問する、真剣勝負

の場になっている。水産の世界は範囲が広い。色んな先生をあつめてセットで持ってこ

ないと彼らが知りたいこと・勉強したいことを提供できない。このようなやり方に大学
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も変えていかないといけない。 

日本から水産物をヨーロッパに出すとしたら仕組みを入れていないと全く輸出できない。

一人の漁師がやろうとしても絶対できない。漁協がやろうと思ってもできない。行政も

入り、全員が学習しないとできない。 

 

上杉）水産・農業に大学がどうかかわっていくか？が大きな問題ですよね 

 

前田）前回の起草委員会では地域と関係づける言葉を使うかで議論になった。その時、

大学はもっと地域にでていくことで自らを変えようという発想だった。先生の話をうか

がってフォーマルな形の生涯教育が日本では弱いのでは？方法論として地域に出て行く

のではなく、フォーマルな教育として生涯学習を大学がどう担っていくのかが大事なの

かな？と考えた。そのなかで、いくつか手掛かりをいただいた。大学は職業上の学習と

して特定のものではなく、「一般的なスキルを提供できるのでは」とおっしゃったが、大

学で行う生涯学習は、いわゆる実践的なことではなく（地域の一緒に活動に関わり何か

を達成していくものではなく？）、むしろ新しい知の形を地域課題と協働していくことに

使命があるのか？私は抽象的な知ではなく実践的な「参加＝学習」という発想で捉えて

いたが、先生のおっしゃる大学の役割は必ずしも実践とはつながらないのか？という所

を教えていただきたい。 

 

上杉）実践についてどう考えるのかということにもなるが、例えば都市計画や子どもの

サポート等にしても大学がどうかかわっていくかという問題だと思います。広げてしま

うと話がややこしくなるので典型として聞いてほしいです。イギリスが失業者に対しな

んらかの教育・援助をする。これは大学がするべきなのか？地域のドロップインセンタ

ー等がするのか？という意見がでてきた。リーズ大学がやろうとしたときに大学内でも

同じ意見がでた。その時にリーズ大学が出した答え（結論）は、将来的には施設ができ

ればそこがやるべき。しかし、どうしたらやればうまくいくのか？については、パイオ

ニア的に大学が関わるべきじゃないか？という論が強くなった。言い換えれば、実践に

関わるのは大事。しかし大学が実践に関わることの意味づけがどこにあるのか？大学が

抱え続けるという考え方もありうるとは思うが、アイデア・ノウハウが両者（大学と地

域）の協働の中でつくられ施設（地域）にバトンタッチして行くという考え方もあるの

ではと私は思っています。大学が関われるところは沢山ある。それは非常に大事である

が、大学が抱え込んでしまって良い場合とそうでない場合がある。大学が抱え続けるこ

との意味づけは要るだろう。研究するということだけでいえば、大学が抱え続けること

の意味づけは十分ではないとみられても仕方がない。大学の「知」そのものを変えてい

く、そのことが人々へ返していくことにつながる。そのような作業があり、大学が実践

に関わっていくことの意味がでてくるのではないか、ということが言えると思う。抽象
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的な言い方ですみません。 

 

前田）地域と課題は共有しつつも最終的な目標・方向性は大学の独自の使命ということ

ですか？ 

 

上杉）どこかできちんと意識しておくことが必要だろうし、ジョイントコミュニティー

と言いましたのも大学が一方的に提供したり、請け負ってしまったりというのではなく、

一緒に考える中で極端な言い方だが「大学が来なくてもやれる」という体制を作ること

も必要な面。大学が楽をするとか手を離すということではなく、むしろ大学が自立を妨

げている事がなきにしもあらず。だからジョイントコミュニティーで絶えず鍛えながら

やっていく。 

 

枚田）所属は農学部で専門は森林科学や林業です。ここ５年ぐらい社会人を集めて大学

院および特別な課程で実践しています。林業は人材育成が課題。専門教育のところは林

野庁や農林水産省が実施しており、協力しあっています。 

上杉先生の今の話で、大学、農業専門学校、県の大学校、県独自が実施している研修プ

ログラムをどう位置付ければ良いのか。大学だったら何なのか。大学はパイオニアでプ

ログラムをある程度確立したら終わりという考えを持っている。 

日本の大学における教育は、教師と受講者という線を明確に引いている。 

大学において実施する価値は、教育者の主体と客体が対等、それが本来の大学の関係、

両者の対等の関係を得られやすい立場にあるのだから、大学がそれをやるべきだという

発想を私は持っている。その辺りを先生はどのようにお考えですか。 

 

上杉）大学の歴史を踏まえても分かる通り、学習共同体ではじまっている。大学はそも

そも民衆のものではなかったのか。我々がみると「えー」と思うが、人々が集団でお互

いが教え合い、学びあうのが大学本来のあるべき姿で、本来的な大学の在り方から考え

れば、教え合い学びあうのが本来の在るべき姿で年齢は関係ない。 

お互い綺麗に分けると、まだ谷間がある。多少オーバーラップしながらでもやっていく

必要がある。ただし、お互いがオーバーラップして意味が曖昧になってもよくない。大

学と専門学校は、大学従来の考え方が入りにくく、教える側としても「これだけのもの

は提供しなければならない」という思いがある。したがって、民衆知や大学知を突き合

わせるなんていうことを言っているかという感もある。したがって、大学は即効力とい

うよりも自己教育をつけてもらうと言う意味は大きい。そのぶん時間・手間・暇がかか

る。実際にできるのかという問いかけも出てくると思う。 

 

枚田）話の導入は理解できる。現場的実践的な内容から出発し、分析能力や課題解決能
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力、総合的に見る力を身につけるのが社会人教育の到達点。そこには専門学校が実施す

るハウツーの部分も入ってくる。それはバックボーンにある機能をきちんと持ったうえ

での話。それが大学教育の違い。そこで教育する場合に、学問的な知（大学の知）と実

践知をつなげる人間をどうつくるのかが一番の課題。自分自身はそれを悩んで、間にた

って解釈学をやっているかのよう・・・という達周りを実施している状態。 

その間をつなげる人間をどうつくるのが大学において社会人教育を実施するうえで非常

に重要。それがどこまで広がるかによって実施出来る範囲が決まってくると思っている。 

 

上杉）先生のおっしゃるようにその辺りが課題です。 

最近の大学が変っているのは、現場体験を有している人を大学のスタッフに入れている。

ただし、それが生きた形になっているかというと別問題。お互いに異なった考え方が並

存しているだけで、突き合わせてアウフヘーベンしているものがでてきているかという

とそれは言い難い。しかしもちろん、現場体験を有している人と大学でみっちりやって

きた人とが議論しつみあげる仕組みが整えば、媒介になる人の養成の問題にもつながっ

てくる。学生指導もその辺りが重要になってくるのではとも考えている。 

 

小栗）学問領域の関係。違う領域との関わり。例えば、ジョイントコミュニティー。複

数教員が絡んでいるかと思うが、その重要性とは？ 

成人教育部において、専門スタッフがうまくまわすたにはどうしたら良いのか。先生の

お考えは？ 

 

上杉）専門分野のアプローチとして、異なった分野が交わることで視野が広がる。した

がって其々の学部が完結型ではなく、色んな人を巻き込むことが必要になってきている。

そうした場合に、複数分野の人たちが一緒に考え会う場が必要。従来の成人教育では、

「成人教育を実施する」という意味でインテグレイトされていた。ただし、学部でそれ

ぞれが取組んでもらうとした時に、「話し合い」の場というか協働していく論理。 

発展していくためには、そのコアがしっかりしないと。学際的な取組みも必要。人々に

関わったり、特定の産業に関わっている領域からの問題提起が必要。それに特定の学部

の人が関わることができるものも必要。 

大学教員として、「本務」「本務外」という考え方があった。個人の献身的努力ですま

されてきた。現在はそれも１つ。そうなると忙しくなるので、それまで本務とされたら

たまらない。本務として意味を持つ、授業としてフィードバックされて意味があるとい

うことが重要。 

イギリスのブリストル大学が生涯学習をすすめていくうえで、各学部に責任者・コーデ

ィネーターを配置し全学的な組織をつくった。統括は副学長レベルがかかわった。単に
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学部任せではなく、図書館のライブラリアンも巻き込んだ。そういうことも考えていく

必要がある。 

 

簗瀬）危惧するのは機能性の問題。組織つくるのは重要。ただし、組織化されることで

機能性を失うこともあり得る。非常に難しい。 

 

上杉）組織としての意味は、情報の共有やゆるやかなネットワーク。そこで決定しない

と動けないということではない。各学部の独自性や自由を前提にしなければいけない。 

これまでは「本務」「本務外」ということではなく、自由度や許容性を踏まえること。 

それが大学の存在意義につながってくるのではないか。 

 

酒井）生涯学習を実体概念で捉えようとしないことの必要性。憲章策定にあたっては、

生涯学習の事例を単純に集めて位置づけるだけではなく、大学としてどういう方向性を

目指していくのか、どうあるべきかという根幹的な問いもつきつめて議論していく必要

がある。 

 

上杉）生涯学習は理念、アイデアとして提起されたので、考え方に沿った場合に事例を

検討する論議はありだと思います。例えば、学校教育は生涯学習とは別だと思っている

人が多くいます。学校教育は、生涯学習という観点からたてば何でもかんでもそこで教

えるということではなく、生涯にわたって学ぶ力をつけるということが大きな役割にな

ります。そうすると、しっかりとした基礎知識を身につけること、学ぶ意欲、学ぶ術を

学校できちんと提供しないといけないという風になってきます。生涯学習にてらしてど

うなんだという発想をとることが重要。 

 

油原）先生のお話の内容、質疑応答の仕方、お年が生涯学習を生涯おこなっている人の

お手本。鹿児島は独自の素晴らしい生涯学習を実践しているところ。全国 31のお殿様の

末裔が藩校サミットで鹿児島にきて、鹿児島を褒めた。 

江戸時代が終わったときは 300もの藩があったのに、それがこれまで減ってしまった。

ただし、31の藩はなぜのこったのかといえば、藩校があったから。人の生き方。どう生

きるべきかをみんなで勉強し合っていた。それがうまく機能したところは家が残った。

そうじゃないところは藩が消滅した。という話を原口先生がしていた。 

翻って見ると、木村先生は与論島等の沿岸で生涯教育、岩元センター長は、元科技庁関

連で評価の高い焼酎マイスター養成講座設立、枚田先生の林業者学び直し。先生を通じ

て理論的なものも学べた。 

肝に銘じていることがある。それは現在、希望者全員が大学へ入れるということ。大学

は昔と異なる。生涯教育の受益者として学ぶ人。その学ぶ方々のニーズにあったものを
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提供していく必要がある。問われているのは自分たちとお話をうかがいながら理解し、

心新たにした。 

 

上杉）元気な高齢者も多い時代。鹿児島もわりあい高齢の方多い地域である。そういう

中で色んな仕事をしながら生涯学習の観点からみて学ぶ・見直す営みがずいぶんある。

「地域に根差した」と言えば、京都大学は足元にも及ばない実践が其々の府県にある国

立大学にはある。鹿児島大学は独立性の強い風土を持っているし、その中での蓄積は大

きいと思う。「地域論」も論議されることになると思うが、地域と言っても広く・狭く

捉えることができる。少なくとも県域を鹿児島大学は重視されると共に、沖縄等の近辺

も視野にいれながら取組む実践というのは参考になることが含まれているんだなぁと思

った。農業・水産に関わる TPPの問題。日本の林学もこのままではどうなるのかと私た

ちでも不安になるところがあるが、その上でもここで色々お話聞かせていただいて、励

みになり、学びと材料として活かさなければならないと思います。 

 

枚田）酒井さんが発言した内容をここで検討しなければならないのでは。 

先生の報告の P.３の「イギリスの『趣旨』のもと～」の「趣旨」部分を具体的に教えて

いただくと参考になるのかなぁと。全学あげてというのは難しい。 

 

上杉）現実論と理念論が両方ある。現実論から言ってしまえば、大学の存在意義とは何

か。イギリスはポリテクニックを大学として認めて大学を倍増した。数は増やしている。

逆に言えば、学生が多様化しているなかで大学とはどうあらねばならないかと否応なし

に考えなければならない。そういう時代において、大学の歴史を踏まえながら、若い学

生だけに存在意義を見出すことではないと論議になっていることがあります。 

もう１つは、いくつかの学部は生涯教育を行っているが、従来、大学としてそれはプラ

スαという捉え方が強い。だからこそ成人教育部に任せるという考え方が強かった。そ

れはそれなりの意味がなかったわけではない。成人教育部であらゆるスタッフをそろえ

るのは大変。それぞれのスタッフをそろえたとしても、社会学、文学、数学１人しかい

ないということになると、ある意味で孤立状況・悪くいえば「独りよがり」が生じる。

それぞれの専門スタッフがいる中で相互に鍛え会っていく状況が必要。そうするとそれ

ぞれの学部が直接関わらないといけない。 

ただし、全額を挙げて取り組むということは、それは自分たちの「使命」であって「プ

ラスα」ではないんだという、共通意識をどう醸成していくかが課題。 

そういう意識付けが必要である。しかし、学部の中にコーディネーターや問題提起して

くれる人がいないといけない。そういう人たちが集まって全学的に取組むことが具体的

な中身ということになる。 
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枚田）憲章においては、「＋αではない」という宣言をする。「全教職員がやるべき」

という位置づけを大学としてはしないといけない。 

実際に直ぐにうごくわけではないが。その上で実践に関しては学部に動かす人間をきち

っと配置する。 

 

上杉）勿論、上手くいくかどうかは難しい。形式的に配置してもうまくいくわけではな

いので、実績ある人を中心に。 

 

枚田）科学を深化させる上での現場とフィードバックという意味を宣言に入れないと、

大学は研究者の集団であるから、「教育者」の集団といくらいったところで駄目。研究

者としてのパッションが湧くような文章・宣言を中に入れないといけない。 

 

上杉）最近は、研究と教育を分ける傾向があるが本来的に研究・教育は一体。そうした

場合、先ほどお話があった通り、現場と触れることによって新たな知の開発がなされう

るんだという、そのところをきちんといれておかないと、教育のために特別に貢献しな

さいと言う意味ではパッションが充分感じるものではない。 

 

岩元）先生のお話と皆さんとディスカッションをして、鹿児島大学生涯学習憲章を策定

する意味がクリアになってきた。そもそもこういうのを作ろうとなったのは当センター

強化もあったが、各学部での生涯学習を強めようという目標があった。生涯学習を全体

のものとする。 

それぞれ既に色んなことをおこなっているので、それを拾い上げることと、最初に２つ

言われた職業教育と教養教育を結び付けるということがあって、それをとにかく宣言の

形にする。そうすると別に新しいことをやろうということではなく、生涯学習として読

むと先生方のおこなっている活動は意味があると理解でき、さらには先生方の機動性が

増すのではないかと思っている。「生涯学習憲章がここにあるからこれをやる」という

説明にある。 

 部長も仰ったように、鹿児島大学はこれまで色んなことをやってきている。それをワ

ークショップで拾い上げる。宣言した後で何か新しいセンターや部局をつくるというこ

とまでは考えていない。宣言によって学内がまとまり、活性化するという。 

今日は頭の整理になりました。ありがとうございました。 

 

小栗）まとめに入っているがどうしても確認したいことがあります。現場に関わること

について、学問知がかわり、それが地域に還元されていく。それを突き詰めていったと

きに、敢えて生涯学習として考えていくとそのことで、大学の存在や社会変化をどうい

う風に見たら良いのか。循環していった時に何なのかということをお伺いしたいが１点。 
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学生教育はでてこなかったが、我々大学人が現場に出て学び合う事によって、学生教育

はどう変わるのか。継続的にやった先に何かあるのか。 

 

酒井）学生教育だけではなく、SDも入れてご意見いただきたい。 

 

上杉）学生教育は現場に触れると言う意味は非常に大きい。学生自身が経験不足と言え

る。それは自然にそうなってしまった面もあり、そういう場が用意されてこなかった。 

現場にべったりということではなく、現場体験を踏まえながら自らを考え大学での学問

を身につけるようにしないと、大学の学問がなんなのかということが実感としてわかな

い。そういう意味で、学生が現場に触れることが非常に重要。松本大学のように学生が

野菜売るまでやるかという論議も出てくるが、あれも１つの経験になり、貨幣の問題や

科学、流通の問題を考えるきっかけになっている。それを大学がどうつなげていくかと

いうことで、FD、SDが教職員がアレンジする力を持たなければならない。ただ現場に出

てやればよいという事ではない。スタッフの方がそれをちゃんとアレンジする力を持た

ないといけない。どのように大学の中でキャリクラムに活かしていくか、工夫が前提に

なってないと。 

 

小栗）これまでの大学の歴史を踏まえた時に、大学が知を常に生産してきたと理解され

ている。それを生涯学習概念でとらえることで、より現場に触れることで生成される知

が注目される。これは還元されていくことは、大学の延長なのか大学自体をある意味革

新させることにつながっていくのか。 

 

上杉）大学はこれまでどうしてきたかということと関連で考えることになるが、大学は

それなりに意味をもつものを提供してきた。これからは今までと変わったことになると

いうわけではないが、社会変動や色んな事も踏まえると、もともと科学はある前提の上

に成り立っている。仮定の上になりたっている。それだけに絶えず代わっていかなけれ

ばならないというものが出てきている。相変わらず変わらなくても良い理論もあるが、

理論の根底を覆すものもある。大学が自己革新をしていくためには、現場や地域と触れ

あいをやっていかないといけない。つまり、従来の象牙の塔というのは、確かに、権力

や他の圧力から大学が自律性を守るためには必要であったし、そこで生成される知はそ

れなりに意味をもっていたが、これからの大学像を考え時には、大学は守るという立場

からある主アクティブに現場へ働きかけ、自らも変わっていくというそういう存在にな

らないといけない。理想論と言われればそこまでだが、目指すべきはそういうもの。大

学が変わっていかないといけない。 
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簗瀬）地域に出て行くと地域の人たちが評価する。分かるように説明してくれたかやそ

ういう事に対する配慮等。出て行くというのは、教員としてはリスク。大学内で学生に

話をしておけば安全。それを自分の研究したものを地域に出した時にうまく伝わるか、

受けいれられるか１つ自分が評価される。 

 

上杉）FDの時にそういった先生の話が共有されることが大事なんでしょうね。ありがと

うございました。 

 

岩元）本日は上杉先生の話もまじえて内容に入る議論もできたのではと考えています。

第２回起草委員会をこれで終わりに致します。ありがとうございました。 

 

<配布資料> 

・第１回起草委員会議事要旨（案） 

・第２回検討会（論点メモ） 

・上杉孝實（京都大学名誉教授）『生涯学習の理念と現実―大学との関連において―』 

 

以上。 
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平成 25年 5月 15日 第２回起草委員会 

上杉孝實先生講演 in 鹿児島大学 

（講演録） 

 

■はじめに 

ご紹介いただきました上杉です。ここに資料としても私の経歴といいますか、概略を書い

ていただいていますので、それをご覧いただきましたらと思います。いろんな仕事をして京

都大学のほうに勤め、そして定年後も幾つかの大学で仕事をさせていただいて、現在のとこ

ろはフルタイムの仕事はしておりません。生涯学習とか社会教育とか、こういった領域を中

心に研究なり実践なりをやってきたわけですけども、今日、生涯学習にかかわって大学とい

うもののあり方を考えられるということで大変重要な会議にお招きいただいたわけです。ど

れだけ皆さま方のお考えになっていることと合うのかどうかということもちょっとよく分か

らないままで失礼することになるかと思いますが、後でまたいろいろ論議の中で一緒に考え

させていただくことができればと思っております。お手元のほうに資料で「生涯学習の理念

と現実―大学との関連において―」が配られているようです。実はこれは昨年の暮れに全日

本大学開放推進機構という組織があるんですが、NPO 法人を取っているんですけども、そ

このところが開いたフォーラムといいますか、大学で大学開放等に当たっている人たちの集

まりで話したものをもとにして私が文章化したものを用意いただいわけです。ただ、このと

きはどちらかというと大学の継続教育センターであるとか、あるいは生涯学習センターであ

るとか、そういうところで働いている人たちを中心とした集まりだったものですから、かな

りそのことを意識したものになっております。 

今日この生涯学習を考えていくときに、従来どちらかといいますと特にイギリスの成人教

育なんかの歴史を考えてまいりました場合に、初めはとにかく大学が全体として当たるとい

うよりも有志が当たるところから始まったと言ってもいいかと思うんです。そのうちに組織

的に成人教育を進めるにはやっぱりそれなりのデパートメントがいるだろうということで成

人教育部が作られてきたという経緯がございます。ただ近年の傾向としましては全学的にそ

れは取り組まなきゃならない問題だと、成人教育部に預けてそこでやってもらったらいいと

いうのでは不十分だということで、イギリスにおいても成人教育部から次第に継続教育セン

ターとか生涯学習センターであるとか、そういうセンターが設けられるようになりまして、

そして各学部が連携しながら生涯学習に当たるようになっていっております。従来、成人教

育部の中に例えば社会学であれ、あるいは物理学であれ数学であれ、いろんな専門分野の人

たちが包含されていまして、そして成人教育を進めてきた。しかし、当然それぞれの専門学

部があるわけですから、そこが直接かかわっていけばいいだろうということになるわけです。

ただ、その場合学生の教育というだけでなくて成人を対象として、あるいは一般の人を対象

130520 第３回起草委員会 資料２ 
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としての学びというものを進めていく役割を担わなきゃならないわけですから、従来の専門

教育をそのまま出すのとはまた違った工夫がいるだろうと。そういうことで、そういうセン

ターとも連携しながら進めていくのが今日的な動きとなっております。そういうようなこと

を振り返ったときに、今、鹿児島大学でやろうとされていることの意義は大変大きいと思っ

ている次第です。 

 

■生涯学習と生涯教育 

この資料のほうではいきなり生涯学習・生涯教育の理念というところから始めているわけ

ですけども、この辺についてはもうご承知のことも多いかと思います。1965年のラングラン

の提起が大きな契機になっているわけです。 

ただ、もちろんいろんな伏線はあったわけですし、またそれ以後の動きにおいても、大き

くは２つの流れというものがあって、この生涯学習とか生涯教育が促されてきたと言ってい

いかと思っております。１つは先ほどもちょっとお話の中に出ましたように職業教育との関

連です特に技術革新が非常に激しい中で、従来のように、例えば大学を出るときに身につけ

たものだけで、生涯それでやっていけるとは到底言えない。絶えず知識・技術を新たにして

いかなきゃならない課題が出てきたということが１つあります。それからもう１つには余暇

の増大ということも無関係ではないんですけども、仕事だけの社会ではないわけであって、

そういう中で市民性を発揮したり、あるいは余暇をより充実したかたちで文化発展につない

でいくという課題があり、そのためには学習社会という考え方が必要である。つまり学び続

けるといいますか、そういうことの中で生きがいのある社会もできてくるし、あるいは民主

衆社会も維持されるんだという考え方が強くなってまいりました。そういう面から簡単に言

ってしまえば教養という言い方もできるんだろうと思いますけども、さまざまな学びをして

いく社会を作らなきゃならないということです。この流れとしては、例えばアメリカで言え

ばハッチンスという人などに、かねてから教養こそが重要だと、もっと言えば大学の使命は

教養を身につける機会を用意することだと、そういうとらえ方がありました。これはイギリ

スの成人教育の歴史の中にはかなり強い考え方で、職業教育を身につけるということは大事

だけども、それだけではこの社会のありようについて考えたり、あるいは自分を豊かにして

いくことにはなかなかならない。特に労働者の場合、仕事に追われてしまってそういう機会

がないのを、何とか教養を身につける機会にしていく。これはすべての人にとって必要なこ

とであり、決して一部のエリートだけの問題ではないんだと。そうすれば大学がやはりそう

いう教養教育でやるのには一番適した場であるというとらえ方があったわけで、それをすべ

ての人のものにしていくというか、すべての人に開いていくのが大事だということです。こ

れはトーニーといったイギリスの成人教育を進めた、経済学者の言葉でもあるわけです。そ

れに近いものがアメリカでもハッチンスといったような、30代でシカゴ大学の総長にもなっ

た人の考え方にあり、それがこの生涯教育という考え方にもつながっている。だからハッチ

ンスが 1960年代に『The Learning Society』という本を書いたのが、いわばこの生涯教育
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についての理念を示したものだというような評価を受けたわけです。 

さらに 1972 年になりますとユネスコで「フォール・レポート」が出まして、これはフォ

ールというフランスで文部大臣や首相もやったことのある人がまとめたレポートですからフ

ォール・レポートといわれていますけど、ここでやはりこのハッチンスの考え方をかなり受

け入れたようなかたちのラーニング・ソサエティの考え方を出していまして、そこでは特に

「Learning to Be」ということを強調したわけで、つまり何か財産とか、あるいは資格を身

につけるというだけでなくて、人間であるということを考える学びがこれからは必要なんだ

というものです。それこそが世界をつなぐことにもなるしというような考え方がありました。

これは 1972 年のことです。こういうのが生涯教育・生涯学習につながるものとして今まで

考えられてきたと言っていいかと思います。 

ラングランの場合は生涯にわたって統合された教育というように integrated という言葉

を最初に入れていました。もともとは éducation permanenteというフランス語であったも

のですが、これを英語に訳すときに lifelong integrated educationと訳したということで、

この integratedが１つの中心概念として当初、意識されたわけです。 

生涯にわたって統合された教育を進めていかなきゃならないということで生涯教育という

言葉が提起されたのです。統合されたとはどういうことかということで３つの統合を言って

おりまして、日本ではこの２つの統合についてはよく言うんですけども、その第１は青少年

教育と成人教育の統合です。それから第２には、学校教育と学校外の教育です。それから３

つ目がありまして、一般教育と職業教育の統合、教養と職業教育、専門教育の統合と言って

もいいかとは思いますけども、これを言っています。つまり今までのようにそれぞれがそれ

ぞれでやるというよりも、それを統合して生涯にわたっての学びを保障していく、そういう

ものとしての生涯教育を提起したわけであります。日本ではよく、日本は学校教育偏重だと

いうことをいわれますが、学校教育を中心に教育を考えてきたのはヨーロッパも同じでして、

そういう意味でこの生涯教育はある意味で教育概念を拡大するといいますか、そういう意味

合いを持ったという見方もできるわけです。むしろ日本のほうが社会教育といったようなか

なりノンフォーマル、インフォーマルな教育を含んだものを独自概念として持っておりまし

たから、生涯教育という言葉を使ったときに社会教育と重ねて考えたりとかいろんなことが

あって、ちょっとヨーロッパとは違った状況になったわけです。明らかに学校中心で考えて

きたところで、しかも社会教育という概念のないところでは、生涯教育というとその教育の

概念の拡大という受け止め方もあったということです。もちろん、その前史というものはあ

るわけですからその辺についても資料では触れてはおりますけど、そこはちょっと省略させ

ていただきまして、この１ページの真ん中より後のところにも今、申し上げたようなことを

書いております。 

ところで、一番ややこしいのは生涯学習と生涯教育という概念の問題ですけども、最初日

本で生涯教育という概念を導入するときに、一生涯教育なんて真っ平だという非常に素朴な

反応はあったこともこれは事実でありまして、どうしても教育というと何か与えられるとい
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う印象が非常に強い。学校教育でさえへきえきしているのに、この上まださらに生涯にわた

って教育かというような反発もあったことも事実です。そういうこともあってかそのうちに

生涯学習という概念がよく使われるようになっていったのですが、これの大きな契機になっ

たのはやはり臨教審の答申だろうと思いますこれが１ページの下段のほうに書いているとこ

ろです。ただ、この臨教審の場合は明らかに政策的な意味合いで生涯学習という概念を大き

くクローズアップしたと言っていいと思います。つまり教育というと文部省の所管になると。

ところが建設省であれ労働省であれ農林省であれ皆かかわっていくという場合に、学習概念

ならばどこでもかかわりがあると言えるということがありました。臨教審委員であった高梨

さんがそういうことをはっきり証言しておられるので間違いないと思うんです。そういう中

で生涯学習という概念がクローズアップされた。もちろん、その前提として生涯学習と言っ

たほうが与えられるというよりも主体的に学ぶんだというようにして肯定的に受け止められ

やすいこともあったことは事実です。ただ、混乱が起きたことも事実でして、これからは生

涯教育と言わずに生涯学習だというような非常にシンプルな受け止め方の中で、本来、教育

と言うべきところまで学習と言ってしまって混乱が起きたところもあるわけです。例えば生

涯学習体系に移行するとい。ところが生涯学習体系を誰がじゃあつくるのか、１人１人が自

分で体系を作るのはいいんですけども、国が生涯学習体系を作ると、国が生涯学習をやるの

かと、あるいは自治体がそんな生涯学習を、自治体自身がやるのかと。それはそういう見方

もできないことはないでしょうけども、明らかにそこで意識されているのは生涯学習は住民

１人１人がやるということですから、それをあえて生涯学習体系とかいう言い方をするのは

そもそもおかしいというような批判も当然出てきたわけであります。さらには生涯学習の対

象は子どもだけでなくて大人もだというような言い方をすると、混乱が生じる。 

生涯学習の主体としての子どもや大人であれば分かるのですけども、子どもや大人が学習の

対象になるというのでは意味が変わります。学習の対象は社会事象であったり自然事象であ

ったりというのなら分かりますが。そういう概念の混乱が起きてしまっています。文部省も

当初、生涯学習局という名前の局を設けて、それでは意味が分かりにくいということで批判

もあったんですが、現在では生涯学習政策局ということで少しその辺は是正されているし、

自治体も生涯学習推進計画とか、そういう言葉で多少はかつての生涯学習計画なんていう表

現は減ってきているだろうと思います。 

そういう中で概念整理したのは、ご存じのとおりの 1981 年の中央教育審議会の答申であ

りまして、２ページの第１段落のところに書かせてもらっていますけども、「生涯教育につい

て」という答申です。そこでは生涯学習と生涯教育とを一応定義していて、要するに生涯学

習は１人１人が主体的に生涯にわたって学ぶことであって、そういう観点から学習を支える

ための教育の仕組みを整えるときに生涯教育という概念が成り立つんだと、そういうとらえ

方をしたわけです。だから、あえて言えば生涯学習は１人１人の人たちが主体的に学ぶこと

であり、生涯にわたって、それを支えるためのいろんな教育の仕組みを整えればそれが生涯

教育だということになったわけです。ただ、教育学者の場合は、整った学習は教育だととら
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えます。例えば自己教育いう言葉を使ったりすることがありまして、自らが意図的・計画的

に学習を進めていく場合に教育という概念が成り立つという、そういうとらえ方をする人も

あるわけです。そうすると、この中央教育審議会の答申で言うところの生涯教育も、学習の

援助というように、やや、自己教育の側面が見えにくいような表現になっているとは思いま

す。そういった論議になるところはあるのですが、一応そこで概念整理はなされました。だ

から私は生涯教育と生涯学習という概念はできるだけ使い分けはするようにはしています。

ただ、これもずいぶん誤解が出てきていて、１人１人が主体的に学ぶのが生涯学習だという

ので、集団で学ぶとかそんなのは生涯学習でないみたいなことを言ったりする人があったり

して、社会教育は集団で学ぶけども生涯学習は１人１人が学ぶんだというような、何か個別

学習に解釈してしまっている人も中にはあるということがあって、まだまだ混乱が決して取

れているわけじゃないとは思います。 

その後に「1985年の国際成人教育会議で」と書いています。これは 12年に１回ぐらいの

頻度で開かれてきたものでユネスコが主催でありますが、その第４回の会議、これはパリで

開かれましたのでパリ会議ともいわれますが、そこで学習権宣言が出された。従来、教育と

いう言葉が法律上なんかも表面によく出ていた、日本国憲法でも、教育を受ける権利が規定

されている。教育を受けるという受け身的にとらえてしまうような表現になっているんです

が、実際は戦後の国際的な文書章では Right to Educationという表現が多いわけでして、教

育にかかわる権利というか教育に関する権利というか、こういう表現になっているので、そ

ういう点では日本国憲法は今、憲法論議があって改正したほうがいいという意味じゃないん

ですけども、教育を受ける権利というよりも、教育にかかわる権利としたほうがいいだろう

と思うんです。しかし、要するに学習という言葉があまり表面に出ていなかったのが、この

学習権宣言が出ることによって Right to Learnで、割合、日本で言う社会教育も含めての学

び、 

大人の学び、生涯学習についてもピンと来やすい表現がそこでなされたということがありま

す。ただ、そのころユネスコで生涯教育の責任者でありましたジェルピに聞きますと、彼は

ここに書いていますように学習概念は大切だけども、それを保障する教育についてはもっと

きちんと言及すべきであったんじゃないかと言っていました。彼自身がそこで素案を作った

ということではないようで、学ぶということは大事なんだけども、その学びを作っていくと

いうか、もっと言えば教育の主体になるということも本来は目指すべきだということです。

だからすべての人のための教育のみならずすべての人による教育が目指されなきゃならない

と彼は言っていました。日本に来て講演もやって、われわれとも話し合ったときにそのこと

を言っていたんですが、このとらえ方が大事です。その後ろにちょっと例を挙げていますけ

ども、学習の主体といった場合どうしても、文科省のそのときの担当者の方が、行政などが

いろんなメニューを用意し、その中から主体的に選んで学んでもらったらそれが主体的な学

習なんだと言われたんですが、ちょっと私はひっかかりました。ジェルピなんかのとらえ方

とも関連して学んだ者が今度は教育の主体にもなっていくということが目指されるべきであ
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る。先ほど言いました自己教育ということも含めてなんですけども、自らも要するに主体的

にその学習を意図的・計画的にやっていく。あるいはまたさらに人々とのかかわりの中で教

育を進めていく主体にもなっていくことが本当の意味でのRight to Educationということに

なっていくし、学習権宣言も本来はそういうところまで見通してのものではないかと思って

いるわけであります。実際、日本の社会教育の実践の中では、学び手が今度は自分たちで自

主的に学びのグループを作り、そしてプログラムなんかも作り、自分たちで教育を営んでい

くんだということを心掛けてきたわけですから、そういうものが本来的には生涯学習とかい

うことになれば必要なものだろうなと思っているところです。 

 

■大学と生涯学習 

先ほども触れましたように、その下に書いていますように、フォーマルな教育だけでなく

てもっとインフォーマルな教育、ノンフォーマルな教育も視野に入れて考えないと生涯にわ

たっての学びは成立しないわけです。フォーマルな教育は学校教育に典型的なように、教え

る者、教えられる者、あるいは教材はかなり明確なものです。ノンフォーマルな教育は社会

教育でかなり多い形態でありますけども、必ずしもそういう分文化、教育者と被教育者が分

かれているとか、教材がしっかりしているとかそういうことにかかわらない、話し合いの学

習であるとかそういったようなものがノンフォーマルな教育になるでしょうし、インフォー

マルな教育になれば、もっと日常的な営みの中でおのずから教育的な作用がなされていると

いいますか営まれているというか、そういうものを指すわけです。先ほども触れましたよう

に、むしろ欧米ではかなりフォーマルな教育を中心としていて、例えば成人教育でもフォー

マルな教育を成人に及ぼすといいますか、そういうことでやってきたところがあります。と

ころが日本ではどちらかというと、そのフォーマルな教育が青少年期の教育というところで

とどまってしまっている傾向があって、あとはノンフォーマル・インフォーマルな教育だと

いうような感じが非常に強かったわけです。日本で生涯教育とか生涯学習という概念を導入

するのであれば、一番のポイントになるところは、フォーマルな教育をどのように生涯にわ

たって用意していくかということです。もちろんそのことはノンフォーマル・インフォーマ

ルな教育を無視することではなくて、それとも連携しながらフォーマルな教育の機会を保障

していく、そういうことが重要ではないかと思われます。具体的には例えば大学なんかの取

り組みを見ても、どうしても青年期に中心が置かれています。成人に対する公開講座は確か

に結構歴史が古いわけでして、京都大学なんかでも明治の 40年代からやってはいるんです。 

むしろ戦前のほうは戦後以上にしっかりと体系的にやっているんですけども、戦後のほうは

むしろ場当たり的になっているというような見方もできないことはないぐらいです。しかし

どっちにしてもそれはかなり組織立ったものというようには、英米に比べて言えない状況が

ありますので、そこのところが生涯学習・生涯教育ということであれば一番ポイントになる

のかなということを考えてきたわけです。大学開放ということになりますと日本では生涯学

習関連のセンターが作られるのも比較的最近のことです。各学部での取り組みはもちろんそ
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れなりにやられてきた経緯がありまして、特に医学部であるとか農学部であるとかはかなり

そういう歴史を持っているところはあります。アメリカなんかの大学成人教育の発達はむし

ろ農学教育から始まったと言ってもいい、農民教育から始まったと言ってもいいようなとこ

ろもあります。それから医学部とか歯学部とかいうことになると、これはもう医師の再教育

とか、そういうことは絶えずやってこられたところがあって、これはイギリスなんかでも同

じでありまして、継続専門教育はかなりの部分、医歯学部が担ってきたというところがあり

ます。だから、それぞれの学部である程度やられてはきているんです。ただ、専門教育を学

生に対してやりながらということになりますから、どうしてもそこの継続教育の部分といい

ますか、そういうところに十分な思いとか、あるいは時間とかを費やすことができてきたか

どうかというと、それはそう簡単にはいかなかった面もあるだろうということで、それを今、

どういうように再構築するかが課題です。特に成人に対しての指導ということになれば、社

会人と言ってもいいわけですけども、若い、まだこれから社会に出ていくという学生に対す

る指導と同じでいいのかどうかという問題にも直面してくるわけでして、社会人なり成人な

りのいろんな経験を生かしながらの学びということになればそれなりの工夫もいるだろうと

いうことです。そうした情報なり、あるいはそういう観点からの教員の研修、今、FD、ファ

カルティ・ディベロップメントばやりですけども、そういう FD なんかも考えなきゃならな

い面もあるだろうということもあります。 

そういう意味で、先ほどもちょっとイギリスの例を挙げたわけですけれども、この２ペー

ジから３ページにかけまして少しそのことも踏まえて書いているところがあります。例えば

３ページの上のところの２行目に、「イギリス等でも近年は全学あげて生涯教育に当たるとい

う趣旨の下、成人教育部よりも」むしろ継続教育センターというかたちでやっていくという

ことがあります。その場合に各学部で成人教育についての意識を持ってやっていただくとい

うことが極めて重要になっているし、またいろんな専門職集団なんかとも連携しながらやっ

ていくことが必要になってきているということであります。日本の場合、次の段落に書いて

いますように、社会教育法の中では確かに公開講座とかについての規定はあるわけですけど

も、極めてそういう面については弱い規定ということです。だから成人についての取り組み

は今までどちらかといえば非常に弱かったし、今でも成人学生１つとらえても日本は OECD

の諸国の中で一番少ない比率というような状況があります。そういう中で成人教育の工夫と

してよく挙げられるものとして、イギリスにおけるチュートリアルクラスがありまして、３

ページの真ん中よりやや下のところですけども、労働者教育協会で開発された方法としてチ

ューターづきの学級、30人以下で、そして長期間継続的に学びを続けていくことによってか

なり難しい学問でも人々のものにすることができるんだという、そういう信念みたいなもの

から成り立っているものです。チューターがつくということは個別指導を加えるということ

でして、これはオックスフォードであれケンブリッジであれ大学のチュートリアルの仕組み

を参考にしたことは間違いないと思うんです。 

そういうチュートリアルクラスで、しかもその中身もいきなり概念から入るというよりも、
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例えばなぜ賃金がこれだけこういう状況で規定されているのかとか、なぜ景気・不景気は起

きるのかというようなところから入れば、いきなり価値論とか貨幣論から入ったんではなか

なかついてこれない人たちも関心を持って学ぶことができるんだというようなことでやって

きています。最近では３年間にわたってやるというクラスはもう少なくなっていますが、成

人教育の指導者は、大学の教員があたってもチューターという言葉で呼ばれることが多いわ

けでして、そのクラスサイズも今、言いましたようなことで個別指導が可能なような人数に

お押さえていくことをやっているということがあります。だから専門の教育を進めるととも

に、成人に対しての教育であることも意識しながらやるという、そういうことを心掛けるこ

とが重要な課題になっているということです。 

 

■今日的課題 

３ページの下のほうから「大学開放の課題」ということで書いているところがありますけ

ども、日本の場合、非常に難しいのは先ほど申しました職業教育との関係のところでして、

この４ページの上のところにもちょっと書きましたように、1970年代、スウェーデンなんか

で社会人学生の受け入れがどんどん進んでいったということは、やっぱり職業教育との関連

が非常に強かったということがあります。つまり、技術革新等で自分自身のスキルをグレー

ドアップしなきゃならない、あるいは職業構造、産業構造そのものの変化の中で、転職しな

きゃならないといいますか、そういうことも非常に多く出てきたわけですから、それがかな

り社会人学生を受け入れることの意味として強調された。ときには半分、ある段階では半分

以上が成人学生になったという時期もあるぐらいです。ところがその成人学生が学ぶのは何

もその学位、つまり学士号がいるとか何とかというよりもむしろそのスキルアップですよね。

そういうコースを選んで学ぶ傾向が強かったといわれています。日本の場合は、放送大学に

しろ何にしろ社会人の教育は、あまり職業に直結しない。もちろん現職の方で先ほど医学関

係のこともお話ししましたけども、再教育は必要だし、新たな知識が必要だという分野では

は、そういう研修の場として大学が大事だということはかなり理解いただける面があるんで

すが、いわゆる職業のスキルアップ、あるいはその転換で、大学を利用するとか、大学がそ

の役割を果たしているんだというようになかなかなりにくいところがある。それは雇用形態

の違いが一番大きく関係しているんだろうとは思うんです。日本のように若年一括採用で、

もう今、崩れつつあるんですが一応、終身雇用みたいな考え方が支配的であった時期を考え

ますと、要するに今すぐ役立つ技術をどう持っているかということで採用するというよりも、

極端な言い方をすれば学習可能性というか、そういうかたちで学卒を採る。つまり企業でト

レーニングする。そのためにその企業でのトレーニングについていける学生を採ることが大

事だと考えていました。それが受験で難関校といわれているところの学生を採用するという、

そういうことともつながっていたと思うんですが、最近はだんだんそのメッキがはがれたと

いうか、それに近い現象も出てきています。雇用形態が日本でもかなり流動的になってきて、

従来型ではなくなってきました。欧米の場合もともとそういう仕組みでありまして、欠員が
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できたらその職種で優れた人を契約期間を定めて採るということになりますから、そうする

とそのときにどれだけそのスキルを持っているかということが問われるわけで、それは年齢

に関係なくです。まったく関係ないかどうかは別ですが。そうすると、絶えずスキルアップ

している人でないと採用もされない。そうなればスキルアップする機会を提供する、大学等

で学ぶ意味が非常に大きいということになります。 

日本の場合は企業内教育でやってきたわけですけども、たぶんこれから先のことを考えま

すとそういう企業内でそういった教育というもの、まったくなくなるわけじゃないけれども

以前に比べれば希薄になってくる可能性もある。雇用形態が変わってまいりますと外でどこ

かでしっかりしたトレーニングをうけて職業技術を持っていないとなかなか就職もできない

ということになってくるでしょうし、さらに企業内教育に委ねているかぎりは、その企業に

とっては役立つ人間であっても、どこのところへ行っても通用する知識・技術を持つという

ことにはなかなかつながりにくい。 

もちろん大学で学べばそれがどこでも通用するんだということにはなりにくいかと思いま

すけども、しかしそこに大学というものが加わることによって単に特定の企業に役立つ人間

というんではない、ある種、横断的にその職業技術を行使する、そういうような人が育つ可

能性は持っているわけであります。専門職はだいたい特定の企業だけで働くんじゃなくて、

横断的に動くようになっていますから、大学がそういう教育として提供したものが生きてき

ているんだろうと思います。そういう分野が広がっていく可能性はあるだろうし、またそう

いう方向がこれから多くなってくるんではないだろうかということも考えてわれわれは見て

いかなければならない。しかも職業技術を学ぶだけでなくて、それが幅広い視野を伴ったも

のである必要がありますとか。最近は企業なんかでもアイデアが勝負だから、あまり狭い考

え方の人間では困るといわれています。むしろ多様な見方のできるような人を求めるように

なっている。ダイバーシティ・マネジメントなんていうような言い方で多様性を企業も考え

ていかないと発展性がないというので、いろんな種類の人といいますか。民族的にもいろん

な人が入り混じる、あるいは男女が入り混じる、そういったかたちで人を採用していかない

といけないんだという考えも強まっているわけでして、そういうことともつないで私たちは

この職業教育についても教養とインテグレートされたような知識・技術を身につけていただ

くような、そういう機会を考えていかなきゃならないことが課題として挙がってくるという

ことです。もちろん日本の場合、専門学校等もありますので、そういうところが果たす機能

もあるわけです。ただ日本の専門学校はほとんどが私立であり、営利的なものを無視してや

るわけにはいかないところもありまして、だから今、私が申し上げたようなことが必ずしも

十分できる体制にあるとも言えないところもあります。 

それから、もう１つ考えておかねばらないのは、大学が生涯学習に関わるというときに、

今、大学がとにかく取り組んできた専門教育をそのまま出せばよいのだと言い切れないとこ

ろがあるということです。成人が対象であり社会人が対象であるということもあると同時に、

今、大学自体が問われてきているのが、いわゆる科学知とか専門知というものがそのままで
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いいのかということです。もちろん、それが駄目だということでなくて、それも非常に大事

なんだけどもっと人々の持っている生活知であったり経験知であったり、そういうものと接

合を図らないと、今回の東北の大震災でもそういう場面がいくらかあるかと思うんですが、

つまり人々の持っている知恵であるとか、あるいは生活の中で培ってきた知恵であるとか、

そういうものと専門知、科学知とをぶつけ合うというか、あるいは重ね合う中で新たな知の

開発もできる。医学の世界だって脳死の問題とか臓器移植の問題ということになると、専門

的な見地だけですまない判断が必要になってくるわけでして、そういうようなことも含めて

考えた場合に、大学が生涯学習を人々の間で進めていくことに寄与するとするならば、やは

りそういう生活知との触れ合いという中での自らの専門知、科学知を鍛え直すという面もあ

るでしょう。 

あるいは民衆の持っているものをさらに洗練したものにしていくという課題も出てくるか

と思うんです。そういうようなことも大学での生涯学習と言った場合には視野に入れなきゃ

ならないことがあるだろうということです。そうなってまいりますと人々との触れ合いの機

会ということが非常に重要になってくるわけでして、その辺が５ページあたりにも書いてい

るところとつながってくるかと思うんです。自治体との共同の活動であるとか、いろんなも

のを書いているわけですけども、必ず、大学の一方的な思いだけでなくて自治体とのジョイ

ントコミッティーみたいなものを作っていくとかも大切です。イギリスの成人教育でも先ほ

ど言いましたチュートリアルクラスは、ジョイントコミッティー、つまり合同委員会のよう

なものを作って労働者教育協会からも大学からもスタッフが出て協議しながらやっていくと

いう、そういう仕組みを整えていくことが有効だと考えられてきました。私が関係した兵庫

県のオープンカレッジという取り組みをちょっと４ページの下のほうにも書きましたけれど

も、これは兵庫県と大学とのタイアップで行ったもので、まさにジョイントコミッティーで、

実行委員会という名前で運営を一切やってきました。大学の知恵と、自治体の持っているノ

ウハウの接合です。自治体ですと住民との接点が、広報紙１つにしてもしっかりしたものを

持っていますので、そういう中で、募集は県のほうでやる、それから会場提供とかスタッフ

提供は大学のほうでやる、カリキュラム編成は両者が協議しながらというようなかたちでや

ってきたということがあります。今はちょっと形態がまた変わってきていますけど、パイオ

ニア的な役割を担ってきたということがございます。５ページの上のほうには有名な淡海生

涯カレッジというので、滋賀県の自治体と大学との連携を書いております。これは地域で学

んだものをさらに高校で実験なんかを加えて深めていき、さらにその上に大学において理論

的な学びをするというもので、環境問題が中心できましたが、その例もここに書いておりま

す。そういうようないろんな取り組みがまさにいろんなジョイントという観点で進められて

きたものだと言っていいかと思うわけです。和歌山大学なんかになりますと、各地域に拠点

のようなものを置いて、そして、すべてフルタイムの人とは言えないんでしょうけれども、

生涯学習促進、あるいは地域との連携を促進するような役割の人を定めて置いています。こ

こにはノッテンガム大学のレジデント・チューターというものが例に挙げていますが、これ
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は文字通りフルタイムの大学教員でした。ここまではなかなか難しいかと思いますけれども、

地域でそういう生涯学習推進に当たって大学と地域の人々の懸け橋になるような人の配置も

何らかのかたちで考えることができればいいんじゃないかということも思うわけです。 

先ほどのところでもう申し上げてしまったところはありますが、５ページの下のところで

イリイチなんかを持ち出したりしております。イリイチはご存じの方も多いように

『Deschooling Society』という本を書きまして、要するに今、学校が独り歩きしてしまって

いて、教育のための学校なのに学校のために教育があるようになってしまっているといって

います。受験教育のために高校が機能を果たすみたいなところを考えれば確かに当てはまる

ようなところがあります。脱学校というのは少し極端としても、絶えず、新たにカリキュラ

ムを再構築していくといいますか、そういう必要は高まってきている。どうしても制度化さ

れますと、その制度がある種の硬直性を持って、手段が目的化してしまっている、というこ

とがあります。 

従来は手段であったものが目的になって、存続そのものが目的になってしまうものがある。

それをどのように絶えず刷新していくか。刷新ばかりがいいのではなくて継続も必要なんで

すが、絶えず点検していくようなことをしないと制度の独り歩きというような問題が出てき

ます。そういうことを考えることも生涯学習を視点に入れることによって、可能になってく

るのではないかということも思ったりするわけです。そのようなことで、いろんなことをだ

らだらと並べているということはございますけれども、当然、先生方がいろいろとご苦労な

さっていることであるとか、この地域に則したことについてはまだここで十分触れるような

ことはできておりません。そういうことも含めまして後の論議の中でご一緒に考えさせてい

ただいたり学ばせていただくことができればありがたいと思っている次第であります。どう

も失礼いたしました。 
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第３回検討会（論点メモ） 

 

第１回起草委員会からの論点 

目的：憲章内容の大きな方向性の確認、その結果 

（１）「地域」は重要なキーワードである。 

  ・地域をどう規定するか 

（２）「地域社会から自発的に出てきたものでもない大学」と「地域」との関係づくりが大事 

 

主な論点： 

（１）本学と地域との具体的な関係性を表現するキーワード、言葉 

・一般論としての「地域とともに社会の発展に貢献する大学」や、大学生涯学習ではなく、

鹿児島らしい個性を打ち出す。すなわち「鹿児島大学は地域と共にどう生きるのか、地域と

どうかかわるのか・どう向き合うのか」（ほかと違う憲章、新規性を出す）。 

具体的な関係 

・現場と一緒に仕事・研究（共同研究）をや

ることが勉強になる 

・その場に学生を連れて行くと学生も物凄く

勉強になる 

・アクティビティ（活動）を高めていく 

・プロジェクトを新しく作り上げる学び 

・知の循環 

・自己変革 

・大学の先生自身も自分を変える ・プロ同士（現場と大学）が学習し合うこと

が大切 ・学生が地域と対話し、交流する 

・一つの具体的なテーマにしたがって議論を

するやり方 

・大学のプロ集団が連携して生涯学習に対応

していく（現場は総合的な技術を使って行う

世界） 

・地域の人がもっと大学を知る／大学をもっ

と使う 

 

（２）実社会で働くときに役立つような高度で専門的な知識だけでなく、よりよく生きる、

豊かにするような生涯学習力（⇔学習者が高度化した技能や考え方を深めて理解し、その技

術を応用していけるような生涯学習的取組み） 

 

（３）「あっ！これが生涯学習だ」と一語で象徴される言葉。 

・学問分野からのキーワード 
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第２回起草委員会からの論点 

 

（１）本学の生涯学習を定義するにあたり、踏まえるべき内容や論点について 

 

講話「大学生涯学習の到達点とこれから」（上杉孝實京都大学名誉教授） 

・生涯教育・生涯学習概念の形成史、および、その基本的内容（論点） 

・日本社会に特有の生涯教育・生涯学習概念の受容と、特に大学における生涯学習の展開に

みる課題と可能性 

 

□講話のポイント 

・3つの統合 

青少年＋成人 

学校＋学校外 

職業＋学校（教養） 

・概念をめぐる混乱：生涯教育／生涯学習 

・フォーマル教育を生涯にわたって用意することが一番のポイント 

・知をめぐって 

 職業技術＋教養 

 専門知・科学知＋生活知・経験知 

・大学はもともと学習共同体で始まっていた 

 

□議論のポイント 

・やっていることの意味を「生涯学習」概念から捉えなす、位置づけなおす 

・大学が実践に関わること 

→「実践」をどう考えるか 

→パイオニア 

→新たに得た知を還元する 

・プラスアルファーではない、本務である 
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鹿児島大学生涯学習憲章 (案 ver.1）130520 

 

■前文（案） 

 

＜鹿児島大学の個性＞ 

 

＜時代認識＞ 

 

＜鹿児島大学の姿勢＞ 

 

■定義（案） 
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■鹿児島大学生涯学習の基本方針（案） 
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６月１日ワークショップ前の臨時

鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会（メール会議）
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■日時：５月２１（火）～５月２８日（木） 

 

■協議内容： 

第３回鹿児島大学生涯学習起草委員会の検討会結果を踏まえて、５月２３日

（木）と５月２４日（金）に開催するファシリテーション事前会合に提示する憲

章案（憲章骨子）の確定、並びに、６月１日のワークショップに提示する骨子案

の確定 

 

■関係資料 

（１）第３回鹿児島大学生涯学習起草委員会議事要旨（案） 

（２）鹿児島大学生涯学習憲章案 ver.２（130521） 

（３）５月２２日現在、起草委員から憲章案 ver.２に対する意見 

（４）鹿児島大学生涯学習憲章案 ver.３（130523） 

（５）鹿児島大学生涯学習憲章案 ver.４（130528） 

※５月２３日と２４日のファシリテーション事前会合の結果を踏まえて 
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平成 25年度 第 3回鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会議事要旨 

 

■日時：平成 25年５月 20日（月）16:00～18:00 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室（共通教育棟 1号館４階） 

■素案起草委員：岩元教授（農学部兼生涯学習教育研究センター）、小栗准教授（生涯学

習教育研究センター）、酒井講師（生涯学習教育研究センター）、木村教授（水産学部

兼社会貢献担当学長補佐）、前田准教授（教育学部 附属教育実践総合センター）。 

■委員外出席者：油原部長（研究国際部）、枚田准教授（農学部）、金子准教授（教育学

部）、安楽教授（水産学部）以上。 （順不同） 

 

■委員会の流れ： 

１．起草委員長である岩元教授から、挨拶があった。 

２．小栗准教授から、第１回検討会・論点メモ、第２回検討会・論点メモの確認がなさ

れた。 

３．小栗准教授から、第３回検討会として、起草（案）の前文・定義・方針に関して説

明がなされた。主な意見は下記のとおりである。 

 

・「知」について 

木村委員から生涯学習憲章に明記されている知の議論に関して生活知・経験知・暗黙

知を洗練させる営みを大学が行う必要があるとの指摘があった。 

前田准教授から、知の議論では民主的な社会や平和な市民生活をつくるといった、あ

る種の「価値」が提案されたのではないか、という指摘があった。 

小栗准教授から、今は知を還元するところにとどまっているので、知を還元すること

でどうしていくのかと考えた際に、憲章に描かれている新しい地域、社会、大学像と結

びつけて考える必要性が指摘された。 

 

・わかりやすさについて 

岩元教授と油原部長から、生涯学習憲章はそもそも誰に読まれるものなのか、その憲

章における主体は誰なのか明確にする必要性があるとの指摘があった。また、憲章を全

体的にシンプルに分かりやすくする必要があるとも指摘された。 

130522 ワークショップ前の臨時起草委員会 資料１ 
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それに対して小栗准教授から、まずは鹿児島大学の人間が「鹿児島大学の生涯学習は

○○です」と語り、学外の人もそれを理解できる内容だと説明がなされた。 

 

・生涯学習憲章の独自性について 

前田准教授から、大学憲章と生涯学習憲章の関係性と生涯学習憲章の独自性を考える

必要があるとの指摘があった。 

小栗准教授から、「地域と共に発展する大学」ことが具体的に何を意味するのか考え必

要があるとの指摘があった。 

 

・地域の個性について 

岩元教授と木村教授から、定義に明記されている生涯学習憲章の地域性について、大

学憲章にも鹿児島大学の地勢的特徴が書かれているのであえて言及する必要があるのか、

という問いがあった。 

酒井講師からは、鹿児島の地域性は基本方針に入れる方が分かりやすいとの指摘があ

った。また、カントの「諸学部の争い」における社会的有用性の上級学部と、理性の自

由を下級学部による弁証法的関係を踏まえて宗教や社会によって大学は常に規定され続

けてきた例を踏まえ、敢えて前文３段落目の（時代認識）において、歴史的認識・社会

的認識について言及しない方が良いのではと指摘があった。 

その一方で前田准教授からは、「厚みのある歴史」「多彩な文化」として地域像が厚み

を持って描かれていることと、また地域の定義と基本方針を突き合わせることが重要だ

とする指摘があり、地域性を規定する必要性が指摘された。 

小栗准教授から、大学憲章に足りない部分を補完する形で地域性を説明したい、との

要望があった。 

 

・生涯学習憲章の性格と盛り込むべき内容について 

前田准教授から、生涯学習憲章として本学で取組まれている生涯学習実践を拾い集め

フォーマルな生涯学習としての具体像を描くのか、もしくは生涯学習の価値論や指針に

まで踏み込んで議論するのか整理する必要があるとの指摘があった。また、「地域と共に」

の「共に」の部分を理解する必要性と、地域と知に関する関係の転換を踏まえるのであ

れば、憲章は何かの宣言というよりは、日々の仕事を生涯学習の観点から編成する時の

指針的な位置づけになる役割を担っていると言及した。大学が行う形式的な生涯学習を

生涯憲章で述べるのであれば、敢えて定義を行う必要はない、との指摘もなされた。 

枚田准教授から、前文の（時代認識）に関して、大学が社会的存在であることを前に

出さないと一般論すぎるとの指摘があった。また、文章全体を短くした方が分かりやす

いとの指摘があった。 

岩元教授から、大学の社会的存在に関連し、生涯学習の定義と大学の定義の両方をす
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る必要があるのかという問いがなされ、大学憲章のように柱を決めていく議論を行った

方が良いのではとの提案があった。 

 

・表現方法について 

木村教授から、前文の２文は最後に来るのが適当との指摘があった。 

岩元教授と油原部長から、生涯学習憲章は「責務とする」といった表現や抽象的な言

葉は用いずに、「教えるだけではなく地域の人から学ぶ」という姿勢を明記したうえで、

市民の人が憲章を読んで、鹿児島大学に行ってみたいと思えるような内容が良い、との

指摘があった。また、岩元教授から学生教育にも触れたい、との要望があった。 

 

・ワークショップに向けて 

最後に、小栗准教授から、６月１日のワークショップで掲示する内容について確認が

あった。 

木村教授から、ワークショップには多様な人が参加するので分かりやすい言葉で憲章

を説明する必要があり、ワークショップでは、具体的な議論を踏まえて分かりやすい言

葉が出てくるので、それを拾い挙げる必要性があるとの指摘があった。 

以上の木村教授による意見を踏まえ、小栗准教授から、具体的な実践から積み上げる

ことによって、憲章の文章が「そういう意味だったんだ」と分かる様になり、また多様

な取組みが点でバラバラにあるだけでなく、それを束ねるのが生涯学習憲章の文章だと

認識しているとの説明があった。また、ワークショップでは本生涯学習憲章を加筆修正

したものを提示するとの説明があった。変更された憲章の内容についてはメールで対応

するとの連絡があった。 

 

・その他の意見や要望 

金子准教授から、今地方大学の地域貢献は命題であり、知に関する議論も頻繁になさ

れているので、地方だからこそ最先端といった、既存の枠組みにとらわれない前向きな

チャレンジをしてほしい、との要望があった。 

安楽教授から、生涯学習憲章策定の趣旨もだんだん理解でき、解釈や言葉の問題だけ

が整合しないのかなという印象が語られた。また、水産学部の教員がやっている履修プ

ログラムや国際研修はボランティアとしての扱いだったが、これらが生涯教育の一環と

して位置付けられることに対して大きな希望を持っている、との発言があった。 
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鹿児島大学生涯学習憲章（案 ver.2）130522 

 

■前文 

 

■定義 

 

■鹿児島大学生涯学習の基本方針 

 

130522 ワークショップ前の臨時起草委員会 資料２ 
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5月 22日現在、起草委員から憲章案 ver.２に対する意見 

 

（岩元委員長） 

１）学生の生涯学習をもっと入れたい感じがあります。 

２）違和感を覚える言葉：「青年期の者」、「職業教育と教養教育の分離を克服し、統合した教

育」、「地域を積極的に応援します」 

３）構成・イメージに対する意見：「生涯学習を推進します、○○に学びます」という流れ、

定義は削除 

 

（酒井委員） 

１）地域の個性あり verで。 

２）全体構成としては特にありません。 

ただし、方針３にある知識論に関しては、もっとよりよい言葉を紡ぎたいと思う。 

 

（簗瀬委員） 

１）なかなか難しいのですが、「地域の個性あり」案の方が、大学が行う生涯教育の私のイ

メージと合致するようです。 

２）やはり大学は「知的拠点」であるということはきちんと押さえるべきで、その上にこれ

まで大学が蓄積した知に地域の持つ生活知と経験知を加え、住民、教員、学生、職員が成長

し合う知の循環ができあがるという論理が良いのかと思います。 

 

（木村委員） 

１）ver2は、解り易いと思います。また、小栗先生らしい表現もあり、読むと、気持ちが前

に出ているなと思います。（例えば、”ぶつけ合う”など）ただし、言葉を選ぶ、あるいは整理

する必要がある（現場と地域など）かなと思いますが、推敲している時間がありません。 

２）ファシリテータの方には、現段階の検討状況を説明し、ご理解いただけるものと思いま

す。（両書類の呈示もかまわないのでは。） 

 

（前田委員） 

１）「地域の個性あり」の方がいいと考えます。理由は、(1)大学憲章には十分に書かれてい

ない地域についての規定であること、(2)一般的な生涯学習ではなく鹿児島大学の目指す方向

性を明示していること、の二点です。 

２）「前文」の第一段落は、目的をより焦点化するため、「大学と地域をつなぐ営みである」

と「社会像、地域像、」は削除してもいいのではないかと思います。前者については定義等

でも書かれていること、後者は「大学像」に焦点化して示すことで十分ではないかと考えら

れることが理由です。 

130522 ワークショップ前の臨時起草委員会 資料３ 
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鹿児島大学生涯学習憲章（案 ver.3）130523 

 

■前文 

 

■定義 

 

■鹿児島大学生涯学習の基本方針 

 

130522 ワークショップ前の臨時起草委員会 資料４ 
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鹿児島大学生涯学習憲章の考え方（案 ver.4）130528 

 

■前文 

■定義 

■鹿児島大学生涯学習の基本方針 

130522 ワークショップ前の臨時起草委員会 資料５ 
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第２回ファシリテーター（分科会１＆２）

第４回起草委員会　合同会合

第４回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会
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■日時：６月６日（木）１３：００～１５：００ 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室 

■出席者：別紙 

 

■スケジュール： 

１．挨拶 生涯学習教育研究センター長 

２．自己紹介 

３．「鹿児島大学生涯学習憲章」策定ワークショップの報告  

…資料１、資料２ 資料３ 

４．「鹿児島大学生涯学習憲章」策定ワークショップ 各班の成果確認 

（１）班活動のアウトプット：期待と結果（憲章の検討＋具体的な提言） 

（２）ファシリテーターとしての所見 

５．鹿児島大学生涯学習憲章（案 ver.5）の提示と意見交換 …資料４ 

６．今後のスケジュール …資料５ 

  

 

■配布資料 

資料１   「鹿児島大学生涯学習憲章」策定ワークショップの成果 

資料２   「鹿児島大学生涯学習憲章」策定ワークショップのアンケート結果 

資料３   新聞記事等 

資料４   鹿児島大学生涯学習憲章（素案）※解説メモ付 

資料５   今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回ファシリテーター（分科会１＆２） 

第 4回起草委員会 合同会合 
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ファシリテーターの出席名簿 
 

No 分

科

会 

班 参加枠 氏 名 所 属 職名 出欠 

1 1 1 地元 牟田 京子 モノづくり工房"響"   ○ 

2 2 教員 李 哉ヒヨン 農学部 准教授 × 

3 3 教員 伊藤 奈賀子 教育センター 准教授 ○ 

4 4 地元 志賀 玲子 志學館大学 法学部 准教授 ○ 

5 5 理学部 西尾 正則 大学院理工学研究科（理学系） 教授 ○ 

6 6 外部講師 亀野 淳 北海道大学高等教育推進機構 准教授 × 

7 2 1 外部講師 西原 亜矢子 新潟大学大学院保健学科研究科 講師 × 

8 2 地元 大迫 香寿枝 Coaching STEP代表・岳の学び

や代表 

  ○ 

9 3 教員 寺岡 行雄 農学部 教授 × 

10 4 教員 桑原 季雄 法文学部 教授 ○ 

11 5 教員 福満 博隆 教育学部 准教授 × 

12 6 教員 佐久間 美明 水産学部 教授 ○ 

 

起草委員会 出席名簿 

 
１．生涯学習教育研究センター長 岩元 泉 教授 

 

２．生涯学習教育研究センター 専任教員 小栗有子 准教授 

 

３．生涯学習教育研究センター 専任教員 酒井佑輔 講師  

 

４．生涯学習教育研究センター 運営委員 簗瀬 誠 医学部保健学科教授（本日欠席） 

 

５．社会貢献担当学長補佐 木村郁夫 水産学部教授 

 

６．大学開放事業（公開講座・公開授業等）実施教員 前田晶子 教育学部准教授 
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鹿児島大学生涯学習憲章（案 ver.5）130606 

 

※お互いのニーズをよく理解し合うこと、及び、

職員のキャリア形成の重要性にかんがみて 

130606 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ＋起草委員会合同会合 資料４ 

※地域から世界へ、世界から地域への双方向を踏まえて 

※組織の問題や組織的に取り組むことの必要性に応じて 

※社会人学生の多様なニーズ、3つの類型を踏まえて 

※学生の主体性を保障することの大切さを踏まえて（分科会１の基調） 
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■日時：６月６日（木）１３：００～１５：３０ 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室 

■出席者：別紙 

 

 

■スケジュール： 

１．挨拶 生涯学習教育研究センター長 

２．鹿児島大学生涯学習憲章（案 ver.5）の検討と鹿児島大学生涯学

習憲章第 1次案（案 ver.6）の作成  

３．今後のスケジュール  

  

 

   

第 4回起草委員会の成果 

 

■関係資料 

・平成 25年度 第４回鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会と６月１日ワークシ

ョップファシリテーター合同会議議事要旨 

 

■第 4回起草委員会成果資料 

・鹿児島大学生涯学習憲章 第 1次案（案 ver.6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会 
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平成 25年度 第４回鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会と 

６月１日ワークショップファシリテーター合同会議議事要旨 

 

 

■日 時：平成 25年 6月 6日（木）13:00～16:00 

■場 所：生涯学習教育研究センター演習室（共通教育棟１号館４階）  

■出席者：岩元教授（農学部兼生涯学習教育研究センター）、小栗准教授（生涯学習教育

研究センター）、酒井講師（生涯学習教育研究センター）、木村教授（水産学部兼社会

貢献担当学長補佐）、前田准教授（教育学部 附属教育実践総合センター）、伊藤准教授

（教育センター 高等教育研究開発部）、牟田氏（モノづくり工房"響"代表）、志賀准教

授（志學館大学 法学部）、西尾教授（大学院理工学研究科）、大迫氏（Coaching STEP

代表・岳の学びや代表）、桑原教授（法文学部）、佐久間教授（水産学部） 以上。 （順

不同） 

 

■合同会議の流れ 

議 題 

１．起草委員長である岩元教授から挨拶があった。 

２．小栗准教授ならびに酒井講師から、配布資料に関する説明があった。 

３．６月１日ワークショップについての意見 （敬称略） 

・ワークショップの部屋は広い方が良かった、各班の議論方法を事前に議論しても良か

った。（佐久間（分科会２ ６班））  

・限られた時間で様々な話題が詰め込まれていたため、休憩時間や他分野の人をつなぐ

時間、事例報告等のつながりが事前につくりこめれば良かった。（大迫（分科会２ ２

班）） 

・ワークショップの議論へつながるような事例報告があれば良かった。（西尾 分科会１ 

５班） 

・色んな人が自由に意見を発言できたので良かった。最初に目標としていたことはでき

たが、まとめの時間がなく、尻切れトンボになってしまった。両分科会で議論した思

いを共有できる時間があれば良かった。（木村） 

・話したいことが多く時間の足りなかった参加者がいた。会場が混雑していたため聞き

130606 第 4 回起草委員会 関係資料 
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取りにくく、ゆったりとした場所で議論をできた方が良かった。（桑原（分科会２ ４

班）） 

・班内の議論は盛り上がったものの、学生にとって本当に必要な力を自分たちが考え議

論することと、生涯学習との関係性を全員が腑に落ちる状態にもっていけなかった。

参加者数が多かった。（伊藤（分科会１ ３班）） 

・ファシリテーター間で、生涯学習がすべてを包括する概念であると共通項としてあれ

ばやりやすかった。分科会ではバランスよく言いたいことも言ってもらえ楽しい空間

になった。ワークショップの時間が１時から５時で長時間なのに、これだけのメンバ

ーを拘束するのは難しい。このような取り組みは鹿児島県内初であり、生涯学習に関

する核となる一歩を踏み出したのはすばらしかった。（志賀（分科会１ ４班）） 

・分科会全体で議論をした後すぐに発表だったので、考えをまとめることができず、参

加者に重要な点を確認できなかった。意見が出すぎてどこにポイントをあてて発表す

れば良かったのか分からなかった。席が遠く聞きづらいこともあり、聞き直すことが

多かった。人数配分に問題があった。（牟田（分科会１ １班）） 

・４班職員チームによる学生のロールモデルとしてキャリア教育に積極的に関わりたい

という思いは非常に感銘を受けた。時間があれば各班の意見を交換できればと思った。

学部によって学生が鹿児島に残るものとそうでないものとに分かれるため、鹿児島で

学生を育てるという位置づけがどの分野の先生においても重要であり、大学教員とし

ての地域の捉えかたが課題だと思った。（前田） 

・少しでも前向きな意見がでて議論ができたのは良かった。みなさんにはご迷惑おかけ

したが、実施して良かった。ご指摘いただいた点は真摯に受け止めて憲章または課題

提起としてこちらで引き取りたい。（酒井） 

・ワークショップはファシリテーターなしでは成り立たなかった。いただいた反省点を

次へどうつなげるか、ということが大事。「次回はこうしよう」という意見がでたこと

は次回につながるので、これをスタート地点にして次にすすみたい。（小栗） 

・非常に充実したワークショップであった。外から見ていて狭いというのは感じた。（岩

元） 

 

４．ワークショップの成果速報についての確認 

・小栗准教授から、配布資料に基づいて各班の議論のまとめについての説明があった。 

 

５．憲章の検討並びに鹿児島大学が取り組む生涯学習に対する具体的な提言 

・班の学部に所属する先生２名は学部外の活動に比較的積極的だった。どの先生が学生

を地域へ連れて行くのかよく分かっていないので、学内で活動をつなげる、情報を共

有する場所も必要。学生を地域に連れて行くには責任・リスクもあり。地域へ出て行

く際、誰にアポイントをとれば良いのか。どこで情報が得られるのか。学内外で分か
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らないため、HP等で分かると良い。（牟田（分科会１ １班）） 

 

・具体的な内容として費用とカリキュラムの問題が指摘された。カリキュラムに関して

言えば、現場に学生を連れて行く・行かない先生の立ち位置がバラバラ。学生が低学

年の場合、連れて行く時間を確保するのに苦労する。集中講義だと良いかと言えば、

制度上受けられないということがどうしても出てくる。積極的に連れて行こうと意欲

のある教員がもう少し取組めるようにカリキュラムに反映できないか検討する必要が

ある。また、高校生の意識のまま大学へ入学した学生が多いので、その学生に「意識

を変えないと」と自覚できる場を用意する必要性がある。そのためには社会との接触

が重要であり、そういったことが柔軟にできると良い。（伊藤（分科会１ １班）） 

 

・学部１年生と学生憲章を読んだら３班の議論も入っている。そこをうまく使いながら

生涯学習のところで学生教育を生涯学習憲章で位置づけると良いと話を聞いて思った。

（前田） 

 

・学生教育については憲章の４番で取り上げているが、生涯学習憲章でフォローできて

いるのかが疑問。（岩元） 

・「学生の主体性を支え・・・」とあるが、主体性のある学生が少ない、という問題意識

が教員にある。そもそも主体性があれば支えられるが、実際にあるのか？という学生

が目につく。（伊藤（分科会１ ３班）） 

 

・「自学自習」と前田学長が仰っているが、チームを組んで真剣に実施する必要性がある。

（木村） 

 

・「学生第一」と言うが、学生と全く接しないところはどうしたら良いのかが課題として

挙げられた。「甘やかし」となると依存型キャリア形成になってしまう。甘やかしは良

くないが、学生のためにある教育機関だという理解をすべき。また、鹿児島大学に入

学し卒業して良かったと学生が最終的に思えるよう職員も尽力すべきという意見もあ

った。生涯学習憲章との関連で、生涯学習事業や取り組みを支える部分は事務職員で

あるため、具体的な提言は運用面に関わってくる。こういうワークショップに参加す

る先生方が現場に出て、フィードバックしていくことが重要である。あえて言えば、

リスクを負いながらも動いている教職員を重視し、鹿児島大学が動いていけたら県内

全体も盛り上がっていく。また、他部署の職員同士、他大学の教員、異質な部分と接

触すればするほど生涯学習の理念に近づいていくのではないか。（志賀（分科会２ ３

班、）） 
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・担当した班の参加者は大学院生が多く研究が主体で「生涯学習」というキーワードで

括りづらい。学部生レベルだともっと広く生涯学習に関われるが、大学院レベルは難

しい。生涯学習の提案を基に考えると、サポートしている学生の方が生涯学習に関わ

っているかもしれない。来ている学生は先生に勧められた、一般的に言えば先生たち

とコミュニケーションがとれて成績の良い学生が多い。そうした学生に生涯学習の位

置づけ等をきくと希薄に感じる。憲章を基にして「これが生涯学習だ」と具体的にと

提示し、それが自分たちにとってどういう意味があるのを伝えることができれば根拠

づけになる。そういう点でも本憲章には賛成。憲章素案の内容はこれで良いのではな

いか。他の箇所にも出てきたが、学生が多様で全員が生涯学習に関わりなさいという

のは無理。違うことをやりたい学生もいる。ワークショップに参加した学生がまとめ

た「学生が教員を選べるシステム」という文言は何の事だか意味が分からないが、彼

らが言うにはそういうことを積極的にしている教員していない教員両方がおり、シス

テムによっては、研究室へ配属される際に成績順等で不本意で研究室を選べないとい

う現状がある。 

・「オープン・キャンパスの評価」とは、学生が一般人とやり取りをする中で自分たちに

関わるという考え方であり、関わっていくのは良い。（西尾 分科会１ ５班） 

 

・多様な経験を積んだ社会人が大学にくると教えるもの、教わることが多い。普段の大

学の授業とは異なり、質問の内容が多岐にわたる。共同研究の発表の場ではあるが、

学習の場でもあり、彼らから得ることは多い。大学で専門の人と地域の人とで学習の

場を作るとなった場合に大学はチームとして動く必要でてくるため、大学内でチーム

を組んで生涯学習に取り組まないといけない。生涯学習に取り組むということは、真

剣にする必要があり、大学の授業を公開するというレベルではない。課題を絞り込み

彼らが知りたいことをやる場を設ける必要がある。公務員、地方行政者も世の中に出

てからますます勉強したいという意志を持つ人が増えている。専門分野は特に学びな

おしが必要。自分のスキルアップということで意欲のある人間は沢山いる。 

（木村） 

 

・若い職員を中心に構成された班で采女先生のみ世代が異なっていた。参加者の印象と

しては「言いたいことを言った」である。ワークショップのような場がなければ、言

いたいこと望んでいたことを認識できなくなることがある。まずは語ってもらおうと

いうことで、２－３人で自分の言葉で語る時間を設けたが、ストレートで若さにあふ

れる表現になっている。大学で働くなかで職場への愛着は形成されていく。そうでな

い外部の人が入ってくると、自分たちの積み重ねたものがあるのに自分のキャリアの

流れが分からなくなり見失う。それをどうするかがメインのテーマだった。キャリア

形成を扱う中でのポイントは「働き甲斐」。働き甲斐が向上すると大学運営そのものに

96



 

 

良い影響を与えるのではないか。「生え抜きで局長になる」という発言の真意としては、

長年勤めてきた人間が活用されずに外部からというのはやる気を削がれる。 

議論の後に寺岡先生と話した内容として、若い職員たちは周りからどう見られている

のか。職員の関係の中でどんな意見があるのかということまで考えないと、キャリア

形成の議論は不十分かもしれない。なお、キャリア形成していきたい気概のある職員

とそうでない職員の間に温度差があり、その温度差の解消がされていない。職員のキ

ャリア形成で言うと、公開講座や講演会は、教員は自由に行けるが職員は許可を取ら

ないといけない。大学で生涯学習の場があるのにそれを活かせない、職員が自由に参

加できないのは課題である。参加したいという意識が評価されないことも問題。（大迫

（分科会２ ２班）） 

 

・教員には時間はないというが、社会人もない。高校の先生は平日仕事。大学院は昼間

開講されるがゆえに、土日に別に時間をとって対応しなければならない。土日しか時

間がないが、普通のカリキュラムでは難しい。学位・資格を求めている学生、専門的

なことを学びそれを職場に活かしたい学生、知的好奇心を満たす学生。目的が多様な

のでそれに見合った対応は難しい。そういう専門の学生と向き合う・対応するような

コーディネーター・スタッフが必要。（桑原 分科会２ ４班） 

 

 

・メンバーは市町村の職員。２，３年おきに職場が変わるので周りの人に聞くほかない。

それが本当に良いやり方なのか。大学でいろいろ教えてもらえると良い。そうすると

生涯学習によるキャリア形成も考えられるのでは。卒業研究等で地域に入ってくれる

人がいたら嬉しい。それが共同研究となり、その成果を地元へ還元することができる。

生涯学習憲章との関係として、自治体だけではなく、リタイアしている人たちもくれ

ば学生にも刺激になる。つまり、憲章・規程の解説版がある。それを踏まえて、別の

文章であると幅広い対応であることを見せることができる。憲章の解説で説明するこ

とができればなぁ。（佐久間（分科会２ ６班）） 

 

 

６．憲章内容の確認（ワークショップを受け手直ししたものが資料４（素案 ver.5）） 

 

・学生の主体性と自主性は学生チームからも出ていた。それだけだと分かりにくい。学

生の主体性、学びの主体性という言葉を入れないと難しい。高校時は学びの主体性が

制限されてきた。彼らの学びに対する主体性をはぐくむ必要性。（前田） 

 

・学生の主体性、ではなく学びの主体性に変更するが良い。（佐久間） 
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・キャリア形成という言葉の印象もあんまりよくないという参加者が多い。職業経験、

職務技能と置き換えたらスムーズになろうのではないか。キャリアだと差別的な印象

を受ける人もいた。この表現をどうするかが重要で検討事項である。（大迫） 

 

・「鹿児島大学生涯学習憲章のターゲットは誰か」というのは、ワークショップでも議論

になった。例えば生涯学習憲章も学生を含めた一般の人も対象となると変わる。それ

で大学も変わるという。宣言している部分、生涯学習をしたい人はどうぞ、という・・・

大学が変わるんだというのは同じなのか違うのか。など明確にしておかないと生涯学

習憲章の発信先が異なる。大学が変わるという、一般の人へのアピールにも繋がる。

（木村） 

 

・憲章の文言について、大学人にいえば、職員のみに言及しており、教員は変わらない

のかとうことになる。（佐久間） 

 

・「大学人」の中には教職員両方入っているにも関わらず、「大学職員の」と出てくるの

は違和感・唐突感がある。職員も重要だとすると言い方を考える必要がある。（伊藤） 

 

・教職員のキャリア形成でピンとくれば良いが。（小栗） 

・そもそも教員自身が「キャリア形成」をあまり考えていない。（伊藤） 

 

・男女共同参画や女性教員・非常勤職員におけるキャリア形成はある。（前田） 

・教員のキャリアと生涯学習は結びつきにくい。（西尾） 

・思いとしては、生涯学習をするということは大学自体も大きく変わる必要がある。そ

ういう宣言の場にするというのがこの憲章策定の目的の１つ。（木村） 

 

・憲章において、大学が「一緒にやりましょう」というメッセージは、木村先生はどこ

で読み取ったのか（小栗） 

 

・知のぶつけ合いの文言を通じて分かる。生涯学習の位置づけを大学として明確にする

宣言。 

そうしたことを明確にしておかないと「大学憲章は誰に向けたものなのか」という点

で質問が出てくる。（木村） 

 

・学生憲章であれば対象は学生。生涯学習憲章は大対象大学だけではない。そこは意識

しておかないと、必ず議論点となる。（木村） 
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・提起は消した。提起の中に相互作用の全体、という文章を入れた。そこは説明する際

に工夫しないといけない。（小栗） 

前文の２段落目。誰が新しいイメージを獲得するのか。わたしは講師の先生にもあっ

た通り、大学という場所に限定して大学自体が変わるということで焦点化し議論して

も良いと思う。（前田） 

・３段落目のお互いの成長していくことが鹿児島大学の目指す生涯学習だと言える。そ

の目標を達成するための方針がある。そうすると両方に関わってくる。（佐久間） 

・大学憲章と並んで１－５すべて「鹿児島大学は」と入れてある。「鹿児島大学は」と入

れた方が良い。（岩元） 

・「鹿児島大学は」と入れることによって、木村先生の疑問は解決するのか？（小栗） 

・５番目のところに違和感を覚える。言葉自体が一般的じゃない。生涯学習に取り組む

ために、大学自体が変わる、「これまでとは異なった取組みを始める」ということの方

が、生涯学習をきちっととらえて異なった形ではじめるという方が良いのではと感覚

的に思った。（木村） 

 

・酒井さんと話していたが、職員は必ず落ちる。職員は絶対でてこないので、これまで

の大学論自体の新規性で入れたものの、位置づけをどうするかが難しい。（小栗） 

・大学憲章は一般的なもの。その中にキャリア形成という言葉自体が突然出てくると不

自然ではないか。生涯学習憲章とは一般的で色んな方が読む。その時に、大学の課題

が入ってくると少し違和感がある気がします。憲章は誰向けに出ていますか、という

こと。（木村） 

 

・我々の宣言が学内向きでないとすると、誰を対象とするか。５番目は大学職員「の」

というのは、自分が受ける方ではなく、職場を移動しても生涯学習の方向の話かと誤

解していた。今の議論をきくと、むしろ、プレーヤーとしての大学職員の位置づけが

あった方が良いと思う。（西尾）。 

・１～３は鹿児島大学の生涯学習のスタンスを示している。４，５は「学生」「職員」と

特化され階層が異なる。（伊藤） 

・４、５は一般の人が読むと分からない。４，５は解説へ充実する方が相手も理解しや

すい。（佐久間） 

 

・１の頭と５の最後が重なっているのでそれを統合する必要性。４段落目の「鹿児島大

学は、地域と世界を結ぶグローカルな」というのと、最後の「鹿児島大学はここに を

定め」が重なっている感じがするので、どちらかに統合する必要性がある。「鹿児島大

学の教職員は生涯学習の理念を共有し地域と世界を結ぶ視野にたって・・・」と、こ
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の主語の中に教職員を入れて５をとる。４の学生に関しては、学生憲章との整合性を

意識してほしいという執行部の話を踏まえてここに入れたので、これは入れていても

良いかもしれない。（岩元） 

・教員職員は同等でも良いが、学生は対立する別物だと思われるのでは。学生たちが生

涯学習に携わることの意義はあっても良いのでは。外から見た時に我々はどうとらえ

られているか、という視点を冷静に分析する必要性がある。（西尾） 

 

具体的な文言に入れる話で言うと、「鹿児島大学は教職員・・・」で５番はなくても良い

のかも。（小栗） 

 

―合同打合せ終了― 

 

１．第４回起草委員会起草委員会開催（１５時～１６時） 

 

・鹿児島大学生涯学習憲章 ver.6の作成 
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鹿児島大学生涯学習憲章 第 1次案（案 ver.6）130606  

 

130606 第 4 回起草委員会 成果資料 

※ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ＋起草委員会合同会議において、職員のキャリア形成や学内に関する記述を削除

することを受けて追記。 
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第５回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会
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■日時：６月１８日（火）１３：００～１５：００ 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室 

■出席者：裏面 

 

■スケジュール： 

１．挨拶 生涯学習教育研究センター長 

２．報告事項 

（１）地域貢献室会議における「鹿児島大学生涯学習憲章（素案）」に対する意見について 

（２）今後のスケジュール  

・第 1次素案・第 5回起草委員会（6/18（火）） 

・第 2次素案・第 6回起草委員会（7/8（月）） 

・第 3次素案・第 7回起草委員会（7/23（火）） 

※①地域貢献室会議、②理事懇、③執行部会議、④役員等会議、⑤大学運営会議、⑥教育研

究評議会、⑦役員会？の構成員については資料３参照のこと 

３．修正作業・起草委員会の活動方針について 

・修正意見に対する起草委員会のスタンス 

・意見の記録方法・整理作業について 

４．第 1次案の修正作業について 

  

■資料 

資料１ 地域貢献室会議における意見 

資料２ 「鹿児島大学生涯学習憲章」策定に向けたスケジュール 

資料３ 各種会議の構成員 

資料４ 第 1次素案の修正作業について 

資料５ 素案 ver.6と意見対照表 

 

第５回起草委員会の成果 

■関係資料 

・平成 25年度 第 5回鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会議事要旨 

■第 4回起草委員会成果資料 

・鹿児島大学生涯学習憲章 第 1次修正案（案 ver.7）の作成 

・鹿児島大学生涯学習憲章 第 1次修正案（案 ver.7）解説付の作成 

第５回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会 
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6月 11日（火）の地域貢献推進室会議における主な意見 

  該当箇所 修正 理由 

第 1項に 

関して 

貢献する総合大

学と定めた 

貢献する総合大学をめ

ざし、 

「定めた」わけではない。大学憲章で

は「めざす」となっている。 

大学憲章の精神

を受け継ぎ 

大学憲章の精神に則

り、または 沿って 

[受け継ぎ」だと、大学憲章は過去のも

のと受け取られる 

第 2項に 

関して 
第 2項全体   

すでに大学憲章に地域性はうたって

ある。大学憲章を修正することは出来

ない 

第 3項に 

関して 

教員、学生、職員

が・・・ 
この並びでよいか？ 普通は、教職員、学生 

現場の人 この表現でよいか？ 地域の人に受入れられる表現か？ 

第 4項に 

関して 

教員と職員 教職員 普通は、教職員と表現する 

グローカル 再考 

必ずしも、定着した用語とは言えな

い。憲章だと長く残るので、その時ン

こっている用語か？ここだけカタカナ 

１．について 保障します そう言えるか？ 
保障するとはかなりきつい用語。金銭

を伴うような保障という感覚がある。 

２．について 
人々 人びと、または、ひと人 横書きの場合はこのように書く 

支援します 再考 上から目線ではないか？ 

３．について 

洗練したものにし

ます 
再考 上から目線ではないか？ 

ぶつけあい 再考 上から目線ではないか？ 

４．について 保障します 同上 同上 

全般に 

ついて 

知という用語の使

い方 

統一感がない。色々な

知が出てきてわかりにく

い。使い分け？ 

｢地域に学び」と「地域のもつ知」 

  ｢専門知、科学知」と学問知 

  「地域のもつ知」と「生活知と経験知」 

著しく句点が多い     
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平成 25年度 第 5回鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会議事要旨 

 

■日時：平成 25年 6月 18日（火）13:00～15:00 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室（共通教育棟 1号館４階） 

■素案起草委員：岩元教授（農学部兼生涯学習教育研究センター）、小栗准教授（生涯学

習教育研究センター）、酒井講師（生涯学習教育研究センター）、木村教授（水産学部

兼社会貢献担当学長補佐）、前田准教授（教育学部 附属教育実践総合センター）。 

簗瀬教授（医学部）。以上。（順不同） 

 

■委員会の流れ： 

１．起草委員長である岩元教授から、挨拶があった。 

２．（１）岩元教授から、６月１１日に実施された地域貢献室会議における「鹿児島大学

生涯学習憲章」１次案報告に対する意見について確認された。 

（２）岩元教授と小栗准教授から、今後のスケジュールについて確認された。 

３．起草委員会により第１次案（案 ver.6）の修正作業を行った。 

 

以上。 
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鹿児島大学生涯学習憲章 第 1次案（素 ver.7） 

 

130618 第５回起草委員会 成果資料 
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鹿児島大学生涯学習憲章（第 1次案）解説 

130618 第５回起草委員会 成果資料（学内意見照会用） 
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第６回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会
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■日時：７月８日（月）１５：００～１６：３０ 

■場所：生涯学習教育研究センター長室 

■出席者：裏面 

 

■スケジュール： 

１．挨拶 生涯学習教育研究センター長 

２．報告事項 

（１）「鹿児島大学生涯学習憲章（第 1次案）」への意見照会結果について 

  全 9名から意見あり：運営委員 2名、ワークショップ参加者 4名、ほか 3名 

（２）今後のスケジュール  

・第 3次素案・第 7回起草委員会（7/23（火））…解散を予定 

（３）欠席委員の意見について 

３．第２次案の作成について 

  

■資料 

資料１ 今後のスケジュール 

資料２ 欠席委員からの意見 

資料３ 「鹿児島大学生涯学習憲章（第 1次案）」への意見照会の結果 

資料４ 「鹿児島大学生涯学習憲章（第 2次案）」のたたき台 

 

 

 

第６回起草委員会の成果 

■関係資料 

・平成 25年度 第６回鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会議事要旨 

 

■第 4回起草委員会成果資料 

・鹿児島大学生涯学習憲章 第２次案（案 ver.8）の作成 
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欠席委員からの意見 

 

（１）簗瀬委員 

■7月 6日到着分 

今回寄せられた意見に基づく修正は、起草の意図を損なわず、よりわかりやす

い表現に替えられる指摘は受け入れるという方針ではいかがでしょうか。 

例えば、A先生の「視野に立って」を「視野を持って」または「視点に立って」

へ言い換える可能性がかもしれません、という指摘は受け入れ、修正してもよい

と思います 

 

■7月 8日到着分 

新たに寄せられた意見を確認いたしました。 

Y 先生の“「学びの主体を支え、」のあとに、少なくとも『向上心をもって自ら

困難に立ち向かう態度（進取の精神）を養い、』を挿入すべき“ 

とのご意見がありますが、「学びの主体を支え」を「向上心をもって自ら困難

に立ち向かう態度（進取の精神）を養い」に変更することでもよいと思います。 

他の指摘には、この時点で大きく変更することは難しいのではと思われるもの

もあります。 

 

 

（２）木村委員 

■7月 8日到着分 

今日は出張中で、落ち着いて各先生のご指摘事項を読む事ができません。斜め

読みをしたところでは、いずれも参考となるご意見と思います。良いとこ取りを

させていただく事で如何でしょうか。 

方針３に関するＳ先生のご意見はきつく書かれているものの、Ａ先生のご意見

を参考に修正を検討されては如何でしょうか。 

憲章に入れにくい内容については、解説でフォローすることで如何でしょうか。 
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学内意見収集の結果 

＜全般意見＞ 

日付 名前 所属 意見 

6月

26日 
S 水産学部 

大学憲章や学生憲章がいわば「当たり前の事」を宣言しているの

に対し、生涯学習憲章は「学問的蓄積を踏まえて日常用語よりよ

りかなり広い意味で「生涯学習」という用語を用い、地域における

大学の役割を宣言する」という挑戦的な宣言を行っています。内

容はこれでよいと思いますが、誤解を避けるためには本文よりも

かなり長い解説が必要と思います（学生憲章の解説の一例では

なく、正式な解説）。参考までに、日本技術士会による「技術士倫

理綱領の解説」をご覧ください。

http://www.engineer.or.jp/cmtee/rinri/kouryoukaisetsu.pdf 

末筆ながら短期間でここまでまとめた事務局の皆様に敬意を表し

ます。 

6月

26日 
N 

臨床心理

学研究科 

気が付いたところや感想をコメントいたします。理解不足もあるか

と思いますことご了承ください。憲章文の組み立て方や文言など

一定に様式があると思いますので、あくまで読み手として感じたと

ころとしてご理解の上、参考にされてください。 

別添あり 

6月

28日 
K 水産学部 

拝読させていただきました。良いと思います。添付ファイルで一部

加筆訂正（案）を送ります。 

6月

29日 
A 

医歯学研

究科 
全般：非常に良い活動及び、憲章であると思います。 

7月 5

日 
Ｙ 

稲盛アカデ

ミー 

鹿児島大学は、「鹿児島大学教育目標」、「鹿児島大学学生憲

章」や「第２期国立大学法人鹿児島大学の基本的は目標」を、大

学の基本理念である「鹿児島大学憲章」を十分に踏まえて策定し

ています。 

7月 5

日 
K 

稲盛アカデ

ミー 

・鹿児島大学憲章との整合性をつめてほしい。 

・自主自律と進取の精神を尊重し、地域とともに社会の発展に貢

献する総合大学をめざすということを生涯学習憲章としてどう受

けとめていくか。 

・社会貢献の理念と生涯学習の理念： 

  鹿児島大学は、南九州を中心とする地域の産業の振興、医療

と福祉の充実、環境の保全、教育・文化の向上など、地域社会の

発展と活性化に貢献する。 
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 鹿児島大学は、アジアや太平洋諸国との連携を深め、研究者や

学生の双方向交流および国際共同研究・教育を推進し、人類の

福祉、世界平和の維持、地球環境の保全に貢献する。 

・鹿児島大学の生涯学習憲章の特徴を明示できるようにしてほし

い。 

 南九州の地域をフィールドとする生涯学習、地域に積極的に足

を運んで、持続的な地域社会の発展に寄与する生涯学習、アジ

アや太平洋諸国との連携する生涯学習など。 

 具体的に鹿児島大学として国連の提唱する ESDの宣言を生涯

学習憲章としてできないか。抽象的な生涯学習宣言から、具体性

をもった生涯学習憲章として、考えてほしい。 

 

＜個別意見（前文）＞ 

該当

箇所 
日付 名前 所属 意見 

第 1

段落 

6月

28日 
Ｋ 水産学部 

鹿児島大学は、地域とともに社会の発展に貢献する総合大

学をめざす大学憲章の精神に沿って、大学と地域【・社会】

をつなぐ営みである生涯学習を推進します。 

6月

29日 
Ａ 

医歯学研

究科 

大学と地域をつなぐ営みである生涯学習：生涯学習とは大

学と地域をつなぐ営みである  

少し違和感がありますが。 

第２

段落 

  

6月

29日 
Ａ 

医歯学研

究科 

・海上の道の要所：海上交通 

・大学像を獲得していける：する あるいは できると言い換

えることが可能かもしれません。 

7月 5

日 
Ｙ 

稲盛アカ

デミー 

前文の「道の要所」→「道の要衝」もしくは「海上交通の要

衝」が良いのではないかと思います。 

第３

段落 

6月

28日 
Ｋ 水産学部 

地域のもつ知は大学及び大学人に新たな知的発見をもたら

す宝庫であり、地域に生きる人びとと大学人が【共とも】に学

び教え合う関係から知の循環を促し相互に【作用し】成長し

ていくことが、知的拠点としての鹿児島大学のめざす生涯

学習です。 

6月

29日 
Ａ 

医歯学研

究科 

・地域のもつ知は大学及び大学人：大学 あるいは 大学人

のどちらかにすることが可能かもしれません。 

・地域に生きる人びと：人々と言い換えることが可能かもし

れません。 
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・知的拠点としての鹿児島大学のめざす生涯学習です。：知

的拠点としての鹿児島大学がめざすと言い換えることが可

能かもしれません。 

第４

段落 

6月

29日 
Ａ 

医歯学研

究科 

地域と世界を結ぶ視野に立って：視野をもって あるいは 

視点に立ってと言い換えることが可能かもしれません。 

 

 

＜個別意見（方針）＞ 

該当

箇所 
日付 名前 所属 意見 

方針

２ 

6月

28日 
Ｋ 水産学部 

２．鹿児島大学は、職業【専門】教育と【知識】教養教育の調和

が保たれた多様な教育機会を用意し、激動の時代を生きる地

域の人びと【とが、】ともに支え合い、暮らしていくことに貢献し

ます。 

6月

29日 
Ａ 

医歯学研

究科 

・鹿児島大学は、職業教育と教養教育の調和：教養教育と

職業教育と順序を換えることが可能かもしれません。 

・保たれた多様な教育機会を用意し：提供しと言い換えるこ

とが可能かもしれません。 

・激動の時代を生きる地域の人びとが、ともに支え合い、暮

らしていく：豊かに暮らしていくと修飾することが可能かもし

れません。 
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方針

３ 

6月

25日 
Ｓ 水産学部 

方針３において「鹿児島大学は、大学の専門知と科学知

が、地域の生活知や経験知と向き合い高めあうことを大切

にします。そのことを通じて、学問知を鍛え直し、知の開発

を進め、社会に広く還元していきます。」とあるが、それぞれ

の「～知」の定義が認識論の専門家でもなければ即座には

分からないだろう。やたら「～知」がでてきてなにやら胡散臭

い印象を受ける。「知」という言葉を濫用しすぎなのではない

か？「地域の生活や経験」ではだめなのか。そもそも「知」と

は「鍛え直し」たり「開発」したりするものか？読む人を煙に

巻く文章となってはいないか。崇高で格調高い「雰囲気」は

するが、私の無知のせいなのかこの文章の 

意味は高邁すぎてよく分からない。「社会に広く還元してい

きます」と謳うにもかかわらず、それを実現する文章にはな

っていないと思われる。この憲章が大学の内部や文科省に

対してのみ向けられるものならどうでも良いのだが、それこ

そ地域に向けて発信されるものであるならば、地域の人が

読んで即座に理解できるような平易なものであるべきでは

ないのか。大学による自己完結的なものとなっており、まさ

に生涯学習的ではないものになってしまっているのが残念

である。 

6月

29日 
Ａ 

医歯学研

究科 

・大学の専門知と科学知が、地域の生活知や経験知と向き

合い：と融合しと言い換えることが可能かもしれません。 

・高めあうことを大切にします。：新たな知が創造されること

と言い換えることが可能かもしれません。 

・を大切にします。そのことを通じて：大切にし、と言い換え

ることが可能かもしれません。 

・学問知を鍛え直し、知の開発を進め、社会に広く還元して

いきます。：広く社会に還元していきます。（学問知を鍛え直

し、知の開発を進め、は省略）と言い換えることが可能かも

しれません。 

方針

４ 

6月

28日 
Ｋ 水産学部 

４．鹿児島大学は、鹿児島大学学生憲章の実現に向けて、学

びの主体性を支え、課題解決能力や実践力を育むため、学生

が大学でおさめる学問を基礎に、地域とともに【生涯を通じて】

成長できる機会を保障します。 
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6月

29日 
Ａ 

医歯学研

究科 

・学生が大学でおさめる学問を基礎に：修めると言い換える

ことが可能かもしれません。 

  
7月 5

日 
Ｙ 

稲盛アカ

デミー 

鹿児島大学は、「鹿児島大学教育目標」、「鹿児島大学学生

憲章」や「第２期国立大学法人鹿児島大学の基本的は目

標」を、大学の基本理念である「鹿児島大学憲章」を十分に

踏まえて策定しています。鹿児島大学生涯学習憲章の作成

においてこの点に留意すべきと考えます。 

例として、鹿児島大学憲章（前文、教育）、鹿児島大学学生

憲章（学生憲章１．）および鹿児島大学教育目標（前文、２）

より明らかのように、本学の教育目標と学生の学習目標に

おいて最も重視されているものは、進取の精神の涵養であ

ります。また、「鹿児島大学の教育目標」において、前文に

自主自律と進取の精神を有する人材の育成を一般目標とし

て掲げ、そのもとに４つの行動目標を定めています。したが

って、４の文章において、「学びの主体を支え、」のあとに、

少なくとも『向上心をもって自ら困難に立ち向かう態度（進取

の精神）を養い、』を挿入すべきであります。 

方針

５ 

6月

29日 
Ａ 

医歯学研

究科 

・柔軟で闊達な組織体制の下、大学と地域との相互理解：

大学と地域の相互理解と言い換えることが可能かもしれま

せん。 

・生涯学習を地域とともに：生涯学習の推進を地域とともに 

・大学づくりの：大学の あるいは 大学の役割のと言い換

えることが可能かもしれません。 

・大学づくりの柱：重要な柱 あるいは 重要な使命と言い換

えることが可能かもしれません。 
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平成 25年度 第 6回鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会議事要旨 

 

■日時：平成 25年 7月 8日（月）15:00～16:30 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室（共通教育棟 1号館４階） 

■素案起草委員：岩元教授（農学部兼生涯学習教育研究センター）、小栗准教授（生涯学

習教育研究センター）、酒井講師（生涯学習教育研究センター）、前田准教授（教育学

部 附属教育実践総合センター）。以上。（順不同） 

 

■委員会の流れ： 

１．起草委員長である岩元教授から、挨拶があった。 

２．「鹿児島大学生涯学習憲章（第一次案）」への意見照会結果ならびに欠席委員の意見、

今後のスケジュールについて、小栗准教授から説明がなされた。 

３．第２次案（案 ver.8）の作成を行った。 

 

以上。 
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第７回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会
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１８ 

 

■日時：７月２６日（金）９：００～１０：００ 

■場所：生涯学習教育研究センター演習室 

■出席者：裏面 

 

■スケジュール： 

１．挨拶 生涯学習教育研究センター長 

・第 7回起草委員会（7/23（火））をもって解散を予定 

２．報告事項 

（１）スケジュール変更と今後の予定 

・パブコメの前倒し、及び、学内意思決定プロセスの簡素化 

（２）運営委員会における意見 

参加委員から、憲章案中にある「世界に無二」という表現がふさわしいかどうか、学外有

識者に意見を聞いた方がよいとの意見があった。その後、審議され了承された。 

（第 3回生涯学習教育研究センター運営委員会議事要旨より一部抜粋） 

３．第３次案の作成と解説文（パブコメ用）について 

４．パブコメについて 

・パブコメの目的・範囲・方法等について 

【目的】地域と共に作ったという実績？憲章精神の実践？大学生涯学習推進の地域応援団？ 

【範囲・方法】大学 HP以外：センターメルマガ、県市町村教育委員会、メディア（新聞記事、

ラジオ）、周辺自治会（鴨池 89班 820世帯など） 

５．「鹿児島大学生涯学習憲章」解説文の作成について 

・解説文の性格：承認事項？ もしくは、センター独自で作成？ 

・解説文のイメージ、具体的内容 

 

■資料 

資料１ 今後のスケジュール 

資料２ 「鹿児島大学生涯学習憲章（第三次案）」と解説のたたき台 

資料３ 技術士倫理綱領の解説（水産学部・Ｓ氏より提供） 

 

第 7回起草委員会の成果 

 

■第７回起草委員会成果資料 

・鹿児島大学生涯学習憲章 第 3次案（案 ver.10）と解説の作成 

第 7回 鹿児島大学生涯学習憲章起草委員会 
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鹿児島大学生涯学習憲章 第 3次案（案 ver.9）130726 

 

130726 第 7 回起草委員会 資料 2 

124



 

鹿
児
島
大
学
生
涯
学
習
憲
章
 第

3
次
案
（
案

ve
r.
10
）
 

    

1
3

0
7

2
6

 
第
７
回
起
草
委
員
会

 
成
果
資
料

 

125



 

※
青
年
期
の
教
育
と
成
人
を
対
象
と
し
た
教
育
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
に

つ
い
て
は
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＠
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※
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進
取
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大
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憲
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前
文
の
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掲
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、
進
取
の
精
神
を
も
っ
て
学
ん
で
い
く
こ
と
を
説
明
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
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パブリックコメント
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鹿児島大学生涯学習憲章を策定するにあたって 

 

鹿児島大学では、平成 19年に「鹿児島大学憲章」を策定しました。また、平

成 22年には、学生の手によって「鹿児島大学学生憲章」を策定しました。した

がって、「鹿児島大学生涯学習憲章」は、本学では 3番目の憲章となります。こ

れは、鹿児島大学が地域とともに社会の発展に貢献する総合大学として、今後本

学が、地域の方と一緒にどのように大学づくりを進めていくのか、その理念を定

めるものとなります。 

 

このたびの憲章の策定には、次のような目的や願いが込められています。 

 

鹿児島大学は、大学ごとに定める第 2期中期目標（平成 22年度～平成 27年度）

として「生涯学習に対する全学的な取組を推進する」と明記し、同中期計画の中

に「『生涯学習教育研究センター』の機能を強化するとともに、各部局等の特色

を活かした生涯学習プログラムを実施する。」と記しました。 

 

生涯学習とは、鹿児島大学の持てる資源を地域に開放する活動であり、本学は

これまでも、生涯学習教育研究センターを中心に、9学部、10研究科、14学内共

同教育研究施設等が、それぞれの特色を活かした生涯学習に取り組んできました。 

 

一方、鹿児島大学は、今年度からこれまでの重点研究領域である島嶼、環境、

食と健康に加えて、新たに水、エネルギーを本学が取り組むコアプロジェクトに

位置づけました。これらはいずれもが、本学が豊かな自然と厚みのある歴史と文

化をもつ鹿児島に立地することの強みであり、我々が誇りとするものです。 

 

そして。今後本学が、中期目標・中期計画を達成し、大学憲章に謳う「地域と

ともに社会の発展に貢献する」大学づくりを推し進めるには、本学の教職員と学

生が一丸となって取り組める生涯学習の指針が必要です。今回策定する「鹿児島

大学生涯学習憲章」が、学内の意思統一をはかる指針となり、これまでに以上に

地域に出向いたり、地域の方と学ぶ機会が増えることを期待しております。 

 

今回お示しする憲章案は、素案を作成する起草委員会（5月～7月）による議

論と全学で取組んだ生涯学習憲章策定ワークショップ（6月 1実施、学内外関係

者 100人規模）を軸に構想し、学内の意見収集をへて取りまとめられたものです。 

 

 

パブリックコメント用 
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パブリックコメントで寄せられた意見 
 

番号 日付 名前 所属 意見 

1 8月 

5日 

Ｓ 鹿児島大学

水産学部 

憲章事務局の皆様、水産学部の佐久間です。以下、コメン

トさせていただきます。これまで狭い意味で捉えられがち

だった、「生涯学習」がより広い意味で有意義に位置づけ

られ、学内的にも地域的にもより盛んになれば幸いです。

後は広報と、憲章の実質化が課題ですね。応援しています。 

2 8月

6日 

Ｍ お茶の水女

子大学 大

学院人間文

化創成科学

研究科 

社会教育・生涯学習論を担当しております。 

今回の「鹿児島大学生涯学習憲章」（案）の策定は、私ど

ものような大都市圏にある国立大学法人ではなく、地域と

の共生を模索する国立大学法人の今後の進むべき道を、生

涯学習という観点から高らかに宣言した、画期的なもので

あると思います。ぜひ、全国に向けて憲章の存在を発信し

ていただきたく思います。 

なお、２の文章についてもう少し工夫が必要かもしれませ

ん。 

・ここでは、教養教育と職業教育がバランスをもって提供

されることを謳っていますが、調和やバランスということ

が目的のように読まれる可能性があります。実際には、教

養教育も職業教育も、地域にとって役立つものを用意する

という点に主眼を置いても良いのかなと思います。 

・また、「職業教育」というと、在学生が地域や地元の企

業に就職できるような就職支援、就職準備教育というイメ

ージができやすいですが、実際にはもう少し広がっていま

すので、在学生のほかに企業人や地域産業の担い手（農業

従事者など）も含めることと、また、地域産業の振興に資

する（在学生および現職者の）教育プログラムということ

を強調しても良いように思います。ご検討いただけますと

幸いです。 

3 8月

12日 

Ｓ 鹿児島大学

大学院保健

学研究科 

 先日は、鹿児島大学生涯学習憲章策定ワークショップに

参加させていただき、また、その憲章策定案の確定のお知

らせをいただきまして、ありがとうございました。大変う

れしく思っております。ワークショップもでしたが、憲章

案の策定にも、大変なご苦労がおありになったのではない

かと感じています。憲章案を拝見させていただきまして、

感想でよろしければ、コメントさせていただきたいと思っ

て、メールいたしました。 

 ワークショップ時に私たちのグループで、思わず「いい

ね～！！」とみんなの声が出て、大きな感動のうねりとな

ったキーワードが「知の循環」が盛り込まれていて、ぐっ

と引き込まれましたし、策定にわたしもちょっとだけでも

参加したんだな、という気持ちが湧きあがってきました。

地域と大学の相互作用が促進され、ともに成長できること

を願っていますし、大学あげての取り組みが必要であると

いうことを、このように憲章に謳われることで、なお一層

の力強い後押しになることを願っています。 
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4  Ｙ 鹿児島大学

稲盛アカデ

ミー 

鹿児島生涯学習憲章案について、７月４日に以下のよう

な、意見を提出しました。 

「鹿児島大学は、「鹿児島大学教育目標」、「鹿児島大学学

生憲章」や「第２期国立大学法人鹿児島大学の基本的は目

標」を、大学の基本理念である「鹿児島大学憲章」を十分

に踏まえて策定しています。鹿児島大学生涯学習憲章の作

成においてこの点に留意すべきと考えます。 

例として、鹿児島大学憲章（前文、教育）、鹿児島大学学

生憲章（学生憲章１．）および鹿児島大学教育目標（前文、

２）より明らかのように、本学の教育目標と学生の学習目

標において最も重視されているものは、進取の精神の涵養

であります。また、「鹿児島大学の教育目標」において、

前文に自主自律と進取の精神を有する人材の育成を一般

目標として掲げ、そのもとに４つの行動目標を定めていま

す。 

 したがって、４の文章において、「学びの主体を支え、」

のあとに、少なくとも『向上心をもって自ら困難に立ち向

かう態度（進取の精神）を養い、』を挿入すべきでありま

す 

 現在、提示されている案には、鹿児島大学憲章、学生憲

章および教育目標との整合性において不十分な点があり

ますので、再度、提案いたします 

本学・鹿児島大学憲章の基本理念は『自主自律と進取の

精神を尊重し、地域とともに社会の発展に貢献する総合大

学をめざす』ことであります。本学では、この理念の具現

化のために鹿児島大学教育目標と鹿児島大学学生憲章を

定めました。平成２２年８月、教職員と学生の合同のワー

クショップを開催し、基本理念を共有した後、学生は自ら

の学習行動指針である鹿児島大学学生憲章を自主的なワ

ークショップで練り上げ、見事な憲章を平成２２年１１月

１５日に制定しました。 

 鹿児島大学学生憲章には、大学の基本理念である『自

主自律』『進取の精神』『地域とともに』がきちんと取り入

れられています。とくに、本学のミッションである『進取

の精神』の修得を第一番目に掲げ、自らが、修得するだけ

ではなく、後輩の『進取の精神』の修得を助けることによ

って、『進取の精神』を継承するとの強い決意を表明して

います。また４は、ボランティアなどへ自主的に参加する

などの地域社会との関わりの中で、進取の精神を涵養する

とともに、社会に貢献できるように全力を尽くすことの表

明です。 

教職員も平成２３年１２月１５日に鹿児島大学教育目

標を制定いたしました。『自主自律と進取の精神を有する

人材の育成』を基本目標とし、その実現するための行動目

標として、教養、専門的知識・技能および課題解決能力の

育成人間性、倫理観、進取の精神の養成社会の発展への行

動力の養、国際社会の発展への実践的な能力の育成を掲
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げ、その実践を決意しました。 教育目標にも『自主自律』、

『進取の精神』、『地域とともに』が学生憲章と同様にきち

んと取り入れられています。 

 大学の一般的な使命である「真理の探究（研究）、人格

の陶冶（教育）と社会貢献」を『自主自律と進取の精神を

尊重し、地域とともに』に実践することにより社会の発展

に貢献する」ことが、本学の基本理念であります。 

 この生涯学習憲章（案）に、大学憲章の基本理念『自主

自律と進取の精神の尊重』の反映と学生憲章と教育目標と

の整合のため、以下のような修正を提案します。 

学内外に鹿児島大学憲章を誤解なく伝えるために、 

第一行は  

 「鹿児島大学は、自主自律と進取の精神を尊重し、地域

とともに社会の発展に貢献する総合大学をめざす鹿児島

大学憲章の理念に沿って」と修正、 

２、第２０行には「課題解決能力や実践力を育むため」と

のみ記載されていますが、さきほど説明しましたように、

学生憲章および教育目標においては、進取の精神の涵養を

第一義的学習・教育目標としております。 このような『学

生・教職員の思い・意志』を踏まえ、学生憲章および教育

目標と整合性するために、 

「４．鹿児島大学は、鹿児島大学学生憲章の実現に向け

て、学びの主体性を支え、進取の精神を養い、課題解決能

力や実践力を育むため、」と加筆 

３、解説または注として、 

「進取の精神とは、自ら困難に果敢に立ち向かう態度で

す。」と加筆。 
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あとがき 
 

 

 今回報告書を作成するにあたり、タイトルをどうするかで悩んだ。報告書を作成する目的

や意味ははっきりしていた。むしろ、それらを表すためのしっくりいく表現が見つからなか

ったのだ。完璧とまでいかないが、われわれの気持ちにずいぶん近づいたタイトルになった。 

 

「鹿児島大学生涯学習憲章への道－大学と地域をつなぐ架け橋‐」には、前例のない未踏

の地をたくさんの方と力を合わせて切り拓いたという事実を残すことに第一の意味がある。

鹿児島大学生涯学習憲章がどのような議論や願い、苦闘を経て誕生したのかをしっかりと記

録するということだ。憲章を生みだすために貢献したすべての方々の名前や発言内容をでき

るだけ残したいと考えた。名前が記載できなかった方も含め、協力いただいたすべての方へ

のわれわれの感謝の念と敬意の表れであると理解していただけるとありがたい。 

 

第二の意味は、今回は決してゴールではないということだ。鹿児島大学生涯学習憲章は理

念や方針を定めたものである。このタイトルは、これからも憲章の実現に向かって鹿児島大

学が歩み続けることを表現する。副題の「大学と地域をつなぐ架け橋」も同じだ。憲章は、

大学と地域のこれまでのつながり方に新たな指針を示している。 

 

今回は、「鹿児島大学生涯学習憲章」策定ワークショップの記録（第Ⅰ部）と「鹿児島大学

生涯学習憲章」起草委員会の記録（第Ⅱ部）の二つを作成した。第Ⅰ部は、2分科会、12班

に分かれて 2時間にわたる議論を行った。最後の発表からこぼれおちた内容も多い。紙面の

関係上、この報告書に盛り込めなかったことは残念である。第 2部に関しては、赤裸々な議

論や資料を隠すことなく報告書にした。その行為は、われわれの至らなさをさらすことにな

るが、鹿児島大学生涯学習憲章が何を踏まえ、どういう議論の末にでき上がったのかを詳細

に記録したかった。そのことが、日本の大学で先んじて取り組んだ者の責務ではないかと考

えたからだ。いつか役立つことがあれば幸いである。 

 

鹿児島大学生涯学習憲章という発想は、本気で頑張っている人が大学や地域にもたくさん

いるにもかかわらず、閉そく感が打開できないことに端を発している。今回手掛けたことが

突破口になり、新たな社会、地域、大学づくりが進むことを切に願う。 

 

 

平成 25年 9月 19日 

小栗有子 鹿児島大学生涯学習教育研究センター 准教授 

酒井佑輔 鹿児島大学生涯学習教育研究センター 講師 
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鹿児島大学生涯学習憲章への道 

-大学と地域をつなぐ架け橋- 

第Ⅱ部「鹿児島大学生涯学習憲章」起草委員会の記録 

 

平成 25年 9月 19日 

編集・発行 国立大学法人鹿児島大学 

生涯学習教育研究センター 
〒890-0065 鹿児島市郡元 1-21-30 

Tel & Fax: 099-285-7294 

E-mail: contact@life.kagoshima-u.ac.jp 
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